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論
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一
）

説
政
治
献
金
と
法
人
の
目
的
の
範
囲

　
　
　
　
　
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
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制
を
素
材
と
し
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二
　
企
業
や
労
働
組
合
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政
治
献
金
禁
止
の
歴
史
的
経
緯
　
　
　
（
以
上
前
号
）

　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
「
投
票
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金

　
　
　
　
　
　
　
四
　
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
て
の
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
五
　
終
わ
り
に
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投
票
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金

企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
は
、
一
方
で
、
連
邦
公
職
選
挙
で
の
特
定
の
政
党
・
候
補
者
に
対
す
る
企
業
・
労
働
組
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合
の
政
治
献
金
が
、
選
挙
に
不
当
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
、
政
治
家
と
企
業
・
労
働
組
合
の
癒
着
を
生
み
出
し
、
政
治
腐
敗
を
作
り
出

す
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が

少
数
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
や
労
働
組
合
の
多
数
派
に
対
し
て
、
反
対
意
見
を
有
す
る
株
主
や
組
合
員
を
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
後
者
に
関
し
て
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
構
成

員
の
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
上
の
権
利
（
表
現
の
自
由
）
を
侵
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号

六
一
五
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
治
献
金
は
「
選
挙
に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問

題
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
治
献
金
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
「
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員

各
人
が
「
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
こ
と
に
鑑
み
、

企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
さ
ら
に
は
、
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障

さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
（
一
票
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
反
対
政
党
に
人
的
・
物
的
に
協
力
さ
せ
ら
れ
な
い
自
由
も

含
む
）
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
法
人

の
政
治
献
金
が
少
数
構
成
員
の
自
由
、
な
か
で
も
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
検
証
し
て
み
た
い
。

1
　
ま
ず
、
一
九
〇
七
年
に
企
業
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
テ
ィ
ル
マ
ン
法
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
次
の
二
つ
の
裁
判
例
を
み

　
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
第
一
は
、
蜜
8
0
目
亀
ダ
O
o
目
三
塁
ぎ
o
霞
巳
轟
卸
霞
目
轟
O
o
。
る
O
匡
o
糞
認
O
気
①
評
o
口
濾
（
這
9
）
事
件
で
あ
る
。
銀
を

　
産
出
す
る
鉱
山
会
社
が
、
①
銀
本
位
制
を
採
用
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
た
め
に
、
会
社
資
金
の
中
か
ら
七
〇
〇
ド
ル
を
弁
護
士
の

　
手
数
料
と
し
て
支
出
し
た
こ
と
、
②
会
社
の
本
店
所
在
地
を
独
立
の
自
治
体
で
あ
る
新
し
い
郡
に
格
上
げ
す
る
た
め
に
働
く
よ
う
派
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少
数
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
や
労
働
組
合
の
多
数
派
に
対
し
て
、
反
対
意
見
を
有
す
る
株
主
や
組
合
員
を
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
後
者
に
関
し
て
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
構
成

員
の
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
上
の
権
利
(
表
現
の
自
由
)
を
侵
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五

O
巻
三
号

六
一
五
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
治
献
金
は
「
選
挙
に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
間
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題
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
治
献
金
を
す
る
か
、
ど
う
か
は
、
「
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員

各
人
が
「
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
こ
と
に
鑑
み
、
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企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
さ
ら
に
は
、
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障

さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
(
一
票
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
反
対
政
党
に
人
的
・
物
的
に
協
力
さ
せ
ら
れ
な
い
自
由
も

含
む
)
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
法
人

の
政
治
献
金
が
少
数
構
成
員
の
自
由
、
な
か
で
も
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
検
証
し
て
み
た
い
。

1 

ま
ず
、

一
九
O
七
年
に
企
業
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
テ
イ
ル
マ
ン
法
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
次
の
二
つ
の
裁
判
例
を
み

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
は
、
富
の
わ
。
ロ
白
色
〈
・
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F
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タ
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E
P
H
S
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事
件
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あ
る
。
銀
を

産
出
す
る
鉱
山
会
社
が
、
①
銀
本
位
制
を
採
用
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
た
め
に
、
会
社
資
金
の
中
か
ら
七

0
0
ド
ル
を
弁
護
士
の

手
数
料
と
し
て
支
出
し
た
こ
と
、
②
会
社
の
本
屈
所
在
地
を
独
立
の
自
治
体
で
あ
る
新
し
い
郡
に
格
上
げ
す
る
た
め
に
働
く
よ
う
派
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遣
さ
れ
た
代
表
団
の
支
出
を
支
払
う
こ
と
に
助
力
す
る
た
め
、
会
社
資
金
の
中
か
ら
五
六
二
・
五
五
ド
ル
を
弁
護
士
の
手
数
料
と
し

て
支
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
同
社
の
株
主
が
、
理
事
や
役
員
を
、
会
社
の
資
金
を
不
正
使
用
し
て
い
る
と
し
て
告
発
し
た
事
件
で

あ
る
。
モ
ン
タ
ナ
州
の
最
高
裁
判
所
は
、
「
こ
の
両
方
の
支
出
と
も
厳
密
に
言
え
ば
政
治
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
会
社

が
造
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
会
社
の
株
主
は
、
そ
の
政
治
的
信
条
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
新
し
い
郡
を
造
っ
て
も
ら
う
欲
求
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
し
て
、
会
社
役
員
の
責
任
を
認
め
た
。

こ
の
会
社
は
、
直
接
、
政
党
や
政
治
家
に
献
金
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
い
し
政
治
運
動
資
金
に
支
出
し
た

ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
能
力
外
法
理
（
葺
霊
≦
お
ω
）
を
適
用
し
、
自
分
の
出
資
し
て
い
る
会
社
が
自

分
の
政
治
的
信
条
と
異
な
る
政
治
行
動
を
と
る
こ
と
に
、
厳
格
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
第
二
は
、
窄
8
♂
霞
『
鮮
勺
霞
霞
霧
ダ
竃
o
の
ω
る
2
旨
9
》
署
＄
一
の
レ
o
。
刈
Z
●
イ
合
ρ
o。
O
Z
葛
●
ω
o
。
ω
（
お
ミ
）
事
件
で
あ
る
。
生
命

保
険
会
社
の
副
社
長
が
、
社
長
の
要
求
に
基
づ
き
、
一
時
自
分
の
金
で
前
払
い
し
て
、
共
和
党
全
国
委
員
会
の
大
統
領
選
挙
の
運
動

資
金
に
総
額
五
万
ド
ル
に
達
す
る
ま
で
の
献
金
を
し
、
の
ち
に
会
社
の
資
金
か
ら
前
払
金
の
償
還
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
同
社
の
副

社
長
の
第
一
級
重
窃
盗
罪
（
讐
き
巳
畦
8
昌
ぎ
爵
①
爵
の
＆
①
讐
8
）
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
最
高
裁
は
、
四

対
三
で
窃
盗
罪
（
一
巽
8
昌
）
は
否
定
し
た
も
の
の
、
裁
判
官
全
員
一
致
で
会
社
の
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

こ
の
判
決
で
は
、
「
我
々
は
、
こ
の
訴
訟
に
関
し
一
定
の
基
本
的
原
則
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
命
保
険
会

社
の
社
長
に
よ
る
会
社
資
金
か
ら
の
政
治
選
挙
運
動
委
員
会
へ
の
五
万
ド
ル
の
寄
付
は
、
た
と
え
制
定
法
で
禁
止
さ
れ
な
い
場
合
で

も
、
そ
の
会
社
が
存
在
す
る
目
的
を
絶
対
的
に
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
正
当
と
認
め
ら
れ
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
、

多
数
意
見
に
与
す
る
田
の
8
良
判
事
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
で
は
、
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
外
と
し
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遣
さ
れ
た
代
表
団
の
支
出
を
支
払
う
こ
と
に
助
力
す
る
た
め
、
会
社
資
金
の
中
か
ら
五
六
二
・
五
五
ド
ル
を
弁
護
士
の
手
数
料
と
し

て
支
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
同
社
の
株
主
が
、
理
事
や
役
員
を
、
会
社
の
資
金
を
不
正
使
用
し
て
い
る
と
し
て
告
発
し
た
事
件
で

あ
る
。

モ
ン
タ
ナ
州
の
最
高
裁
判
所
は
、
「
こ
の
両
方
の
支
出
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
政
治
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
会
社

が
造
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
会
社
の
株
主
は
、
そ
の
政
治
的
信
条
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
新
し
い
郡
を
造
っ
て
も
ら
う
欲
求
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
し
て
、
会
社
役
員
の
責
任
を
認
め
た
。

こ
の
会
社
は
、
直
接
、
政
党
や
政
治
家
に
献
金
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
い
し
政
治
運
動
資
金
に
支
出
し
た

ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
ケ
l
ス
に
お
い
て
、
能
力
外
法
理
(
己
可
何
回
乱
『
2)
を
適
用
し
、
自
分
の
出
資
し
て
い
る
会
社
が
白

分
の
政
治
的
信
条
と
異
な
る
政
治
行
動
を
と
る
こ
と
に
、
厳
格
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
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第
二
は
、
司

g
z
o
a三・
3円
E
S
〈
・
富
。

g
w
n。口同仲良
K
F
H
}

克
己
ωwH∞吋
Z
・J

『・邑
0・
g
z・開・
ω∞
ω
(
5
0吋
)
事
件
で
あ
る
。
生
命

保
険
会
社
の
副
社
長
が
、
社
長
の
要
求
に
基
づ
き
、

一
時
自
分
の
金
で
前
払
い
し
て
、
共
和
党
全
国
委
員
会
の
大
統
領
選
挙
の
運
動
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資
金
に
総
額
五
万
ド
ル
に
達
す
る
ま
で
の
献
金
を
し
、

の
ち
に
会
社
の
資
金
か
ら
前
払
金
の
償
還
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
同
社
の
副

社
長
の
第
一
級
重
窃
盗
罪

(mgロ巳

E
R
g
-ロ
任
。
骨
鬼
門
目
。
唱
。
。
)

の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
最
高
裁
は
、
四

対
三
で
窃
盗
罪

(
F
2
3吋
)

は
否
定
し
た
も
の
の
、
裁
判
官
全
員
一
致
で
会
社
の
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

こ
の
判
決
で
は
、
「
我
々
は
、
こ
の
訴
訟
に
関
し
一
定
の
基
本
的
原
則
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
命
保
険
会

社
の
社
長
に
よ
る
会
社
資
金
か
ら
の
政
治
選
挙
運
動
委
員
会
へ
の
五
万
ド
ル
の
寄
付
は
、
た
と
え
制
定
法
で
禁
止
さ
れ
な
い
場
合
で

も
、
そ
の
会
社
が
存
在
す
る
目
的
を
絶
対
的
に
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
正
当
と
認
め
ら
れ
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
、

多
数
意
見
に
与
す
る

E
R。
尖
判
事
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
で
は
、
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
外
と
し
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た
実
質
的
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
前
々
審
の
判
決
で
あ
る
評
8
一
①
震
8
一
評
段
房
‘
窯
o
の
の
あ
需
畠
一
↓
①
馨

o
お
琶
8
目
①
0
2
旨
」
8
客
肖
ω
ε
戸
島
刈
（
ち
8
）
判
濾
に
お
い
て
、
9
8
暮
き
ヨ
判
事
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
政
治
的
な
問
題
に
携
わ
る
こ
と
を
法
に
よ
っ
て
特
別
に
許
さ
れ
て
い
る
会
社
で
な
い
限
り
、
の
§
①
（
州
）
の
人
為
的
創
造

物
で
あ
る
会
社
に
、
会
社
資
金
の
権
限
の
な
い
使
用
に
よ
っ
て
、
政
治
上
の
争
い
に
一
つ
の
能
動
的
勢
力
と
な
る
こ
と
を
許
す
こ
と

は
、
私
見
で
は
、
選
挙
人
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
選
挙
人
の
み
が
、
個
人
と
し
て
あ
る
い
は
政
治
団
体
を

通
じ
て
、
彼
ら
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
主
義
を
擁
護
す
る
公
務
員
を
、
直
接
又
は
間
接
に
選
び
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
治
目

的
の
た
め
に
権
限
の
な
い
会
社
資
金
の
使
用
を
助
長
す
る
こ
と
は
、
ω
§
①
の
創
造
物
が
、
ω
§
①
の
支
配
者
と
な
る
こ
と
に
帰
着
す

る
。
制
限
さ
れ
た
権
限
を
も
つ
人
為
的
な
存
在
が
、
そ
の
創
造
者
を
支
配
す
る
怪
物
に
な
り
う
る
。
讐
菖
巳
旨
震
8
一
（
公
益
）
に

そ
の
よ
う
な
重
大
で
広
範
囲
に
わ
た
る
結
果
を
伴
う
影
響
を
及
ぼ
す
会
社
の
権
限
の
な
い
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
む

の
聾
o
へ
の
脅
威
で
あ
り
、
讐
菖
o
　
℃
呂
昌
（
公
益
）
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
9
8
旨
窪
ヨ
判
事
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
た
、
企
業

に
よ
る
政
治
献
金
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
】
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
と
い
う
選
挙
人
の
権

利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
こ
う
し
た
判
断
を
前
提
に
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
O
窪
昏
9
》
箸
＄
尻
の

判
決
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
二
つ
の
判
決
の
内
容
、
法
廷
で
の
証
言
、
関
係
者
の
発
言
な
ど
が
、
国
民
要
求
と
あ
い
ま
っ
て
、
議
会
で
の
「
テ
ィ
ル

マ
ン
法
」
の
審
議
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
、
鯨
8
昌
窪
日
判

事
が
指
摘
す
る
よ
う
な
企
業
に
よ
る
政
治
献
金
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票

の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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た
実
質
的
理
由
は
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ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
前
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審
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決
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あ
る
忠
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2
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判
事
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
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わ
ち
、
「
政
治
的
な
問
題
に
携
わ
る
こ
と
を
法
に
よ
っ
て
特
別
に
許
さ
れ
て
い
る
会
社
で
な
い
限
り
、

ω
E
R
(州
)
の
人
為
的
創
造

物
で
あ
る
会
社
に
、
会
社
資
金
の
権
限
の
な
い
使
用
に
よ
っ
て
、
政
治
上
の
争
い
に
一
つ
の
能
動
的
勢
力
と
な
る
こ
と
を
許
す
こ
と

は
、
私
見
で
は
、
選
挙
人
の
権
利
の
侵
害
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
選
挙
人
の
み
が
、
個
人
と
し
て
あ
る
い
は
政
治
団
体
を

通
じ
て
、
彼
ら
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
主
義
を
擁
護
す
る
公
務
員
を
、
直
接
又
は
間
接
に
選
、
び
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
治
目
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的
の
た
め
に
権
限
の
な
い
会
社
資
金
の
使
用
を
助
長
す
る
こ
と
は
、

ω
S
Z
の
創
造
物
が
、

ω
S
Z
の
支
配
者
と
な
る
こ
と
に
帰
着
す

る
。
制
限
さ
れ
た
権
限
を
も
っ
人
為
的
な
存
在
が
、
そ
の
創
造
者
を
支
配
す
る
怪
物
に
な
り
う
る
。
苦
言
。

Z
Z
B巳
(
公
益
)
に
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そ
の
よ
う
な
重
大
で
広
範
囲
に
わ
た
る
結
果
を
伴
う
影
響
を
及
ぼ
す
会
社
の
権
限
の
な
い
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
、

H5--Q(公
益
)
に
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す
る
も
の
で
あ
ゐ
)
」
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の
お

g
F
2
5判
事
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
た
、
企
業

ω
S
R
へ
の
脅
威
で
あ
り
、
同
}
Z
E
W

に
よ
る
政
治
献
金
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
と
い
う
選
挙
人
の
権

利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
こ
う
し
た
判
断
を
前
提
に
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ

2
2
え
〉
宅
。
包
ω
の

判
決
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
判
決
の
内
容
、
法
廷
で
の
証
言
、
関
係
者
の
発
言
な
ど
が
、
国
民
要
求
と
あ
い
ま
っ
て
、
議
会
で
の
「
テ
イ
ル

マ
ン
法
」
の
審
議
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
が
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
、
。

5
8
v
g
E判

事
、
か
指
摘
す
る
よ
う
な
企
業
に
よ
る
政
治
献
金
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票

の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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2
　
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
二
年
六
月
二
二
日
の
連
邦
最
高
裁
の
判
漣
も
、
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献

金
が
、
少
数
組
合
員
の
反
対
す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
組
合
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
構

成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
解
さ

　
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
は
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
〇
条
の
規
定
に
違
反
し
、

共
謀
の
う
え
連
邦
公
職
候
補
者
に
対
し
約
一
五
万
ド
ル
の
政
治
献
金
を
行
っ
た
と
し
て
、
上
告
人
の
労
働
組
合
と
三
人
の
組
合
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
が
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
「
第
六
一
〇
条
の
規
定
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
従
業
員
の
自
発
的
寄
付
に
よ
っ
て

調
達
さ
れ
た
政
治
基
金
か
ら
労
働
組
合
が
献
金
し
た
り
支
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
適
用
し
な
い
と
考
え
る
」
と
の
判
決
を
言
い
渡
し

　
て
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
の
多
数
意
見
は
、
「
と
に
か
く
、
寄
付
が
自
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
支
配
的
な
関
心
事
は
、
反
対
意
見
の
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
ま
た
、

　
「
連
邦
議
会
は
労
働
団
体
が
連
邦
選
挙
に
関
し
て
献
金
や
支
出
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
と
き
、
も
ち
ろ
ん
組
合
内
部
の
少
数
者
の

利
益
を
保
護
す
る
こ
と
だ
け
に
関
係
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
連
邦
選
挙
に
集
合
さ
れ
た
財
産
の
影
響
を
取
り
除
く
こ
と
に
も
関
係

　
　
　
　
パ
む

　
が
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
ハ
ン
セ
ン
議
員
の
説
明
で
あ
る
「
第
六
一
〇
条
の
基
礎
理
論
は
、
相
当
額
の
一
般
目
的

　
の
基
金
が
、
そ
う
し
た
集
合
さ
れ
た
財
産
の
政
治
過
程
へ
の
影
響
の
た
め
や
、
反
対
し
て
い
る
構
成
員
な
い
し
株
主
へ
の
配
慮
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゼ

　
め
に
、
政
治
目
的
に
む
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
労

働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
趣
旨
が
、
一
方
で
、
連
邦
公
職
候
補
者
に
対
す
る
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
選
挙
を
腐
敗
さ
せ
、
政

治
家
と
労
働
組
合
の
癒
着
を
生
み
出
し
、
政
治
腐
敗
を
作
り
出
す
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ

　
る
が
、
他
方
で
、
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
、
反
対
意
見
を
有
す
る
少
数
派
組
合
員
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

一33一

2 

労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
二
年
六
月
二
二
日
の
連
邦
最
高
裁
の
判
拠
も
、
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献

金
が
、
少
数
組
合
員
の
反
対
す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
組
合
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
構

成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
解
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
は
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一

O
条
の
規
定
に
違
反
し
、

共
謀
の
う
え
連
邦
公
職
候
補
者
に
対
し
約
一
五
万
ド
ル
の
政
治
献
金
を
行
っ
た
と
し
て
、
上
告
人
の
労
働
組
合
と
三
人
の
組
合
役
員

が
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
お
。
連
邦
最
高
裁
は
、
「
第
六
一

O
条
の
規
定
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
従
業
員
の
自
発
的
寄
付
に
よ
っ
て

調
達
さ
れ
た
政
治
基
金
か
ら
労
働
組
合
が
献
金
し
た
り
支
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
適
用
し
な
い
と
考
え
る
」
と
の
判
決
を
言
い
渡
し

て
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
の
多
数
意
見
は
、
「
と
に
か
く
、
寄
付
が
自
発

的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
支
配
的
な
関
心
事
は
、
反
対
意
見
の
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
つ
ね
「
」
と
述
べ
、
ま
た
、
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「
連
邦
議
会
は
労
働
団
体
が
連
邦
選
挙
に
関
し
て
献
金
や
支
出
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
と
き
、
も
ち
ろ
ん
組
合
内
部
の
少
数
者
の

政治献金と法人の目的の範囲

利
益
を
保
護
す
る
こ
と
だ
け
に
関
係
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
連
邦
選
挙
に
集
合
さ
れ
た
財
産
の
影
響
を
取
り
除
く
こ
と
に
も
関
係

が
あ
っ
ね
J

と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
ハ
ン
セ
ン
議
員
の
説
明
で
あ
る
「
第
六
一

O
条
の
基
礎
理
論
は
、
相
当
額
の
一
般
目
的

の
基
金
が
、
そ
う
し
た
集
合
さ
れ
た
財
産
の
政
治
過
程
へ
の
影
響
の
た
め
や
、
反
対
し
て
い
る
構
成
員
な
い
し
株
主
へ
の
配
慮
の
た

め
に
、
政
治
目
的
に
む
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
む
ご
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
労

働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
趣
旨
が
、

一
方
で
、
連
邦
公
職
候
補
者
に
対
す
る
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
、
選
挙
を
腐
敗
さ
せ
、
政

治
家
と
労
働
組
合
の
癒
着
を
生
み
出
し
、
政
治
腐
敗
を
作
り
出
す
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ

33 

る
が
、
他
方
で
、
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
、
反
対
意
見
を
有
す
る
少
数
派
組
合
員
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し



法学論集　43〔山梨学院大学〕　34

　
た
少
数
派
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
う
し
た
少
数
派
保
護
の
背
後
に
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
構
成
員

　
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

解
3
　
一
九
八
六
年
一
二
月
一
五
日
の
連
邦
最
高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
灘
も
、
法
人
の
政
治
目
的
の
支
出
が
、

少
数
構
成
員
の
反
対
す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
構
成
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
構
成
員
の
投
票
の

　
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
の
下
で
設
立
さ
れ
非
営
利
、

　
非
株
式
の
法
人
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
が
、
連
邦
選
挙
に
際
し
＝
冥
o
よ
冨
＝
8
且
一
鼠
仲
霧
（
妊
娠
中
絶
合
法
化

　
に
反
対
す
る
候
補
者
）
へ
の
投
票
を
呼
び
か
け
、
そ
の
候
補
者
の
写
真
を
掲
載
す
る
な
ど
し
た
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
特
別
号
を
発
行

　
し
て
販
売
し
、
そ
の
費
用
と
し
て
九
八
一
二
・
七
六
ド
ル
を
法
人
の
一
般
基
金
の
資
金
か
ら
支
出
し
た
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
法
人

　
に
対
し
P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た
連
邦
法
違
反
が
問
題
に
な
っ
た
。
最
高
裁
は
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
特
別
号
の

　
発
行
は
連
邦
法
の
禁
止
の
範
囲
内
に
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
さ
れ
る
限
り
で
合
衆
国
憲
法

第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
の
判
断
を
示
し
、
す
べ
て
の
法
人
の
寄
付
・
支
出
禁
止
規
定
に
限
定
的
な
例
外
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
①

　
「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
、
営
利
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
②
「
法
人
の
資

産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
③
「
営
利
法
人
や
労
働
組
合
に
よ

　
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
う
し
た
法
人
か
ら
寄
付
を
受
け
な
い
方
針
で
あ
る
」
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
邦
法
を
マ
サ

　
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
法
人
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
「
政
治
思
想
を
促
進

　
す
る
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
結
集
し
た
団
体
で
あ
り
、
法
人
の
資
産
に
持
分
権
を
主
張
す
る
構
成
員
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と

一34一
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う
し
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護
の
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後
に
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に
よ
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政
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献
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が
構
成
員
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の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
・
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ず

Q

。

3 

一
九
八
六
年
一
二
月
一
五
日
の
連
邦
最
高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
拠
も
、
法
人
の
政
治
目
的
の
支
出
が
、

少
数
構
成
員
の
反
対
す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
構
成
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
構
成
員
の
投
票
の

自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
の
下
で
設
立
さ
れ
非
営
利
、
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非
株
式
の
法
人
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
が
、
連
邦
選
挙
に
際
し
=
喝
さ

l
E
t
S
E
E巳
2
(妊
娠
中
絶
合
法
化

へ
の
投
票
を
呼
び
か
け
、
そ
の
候
補
者
の
写
真
を
掲
載
す
る
な
ど
し
た
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ

l
の
特
別
号
を
発
行

に
反
対
す
る
候
補
者
)
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し
て
販
売
し
、
そ
の
費
用
と
し
て
九
八
一
二
・
七
六
ド
ル
を
法
人
の
一
般
基
金
の
資
金
か
ら
支
出
し
た
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
法
人

に
対
し

P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た
連
邦
法
違
反
が
問
題
に
な
っ
た
。
最
高
裁
は
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ

l
特
別
号
の

発
行
は
連
邦
法
の
禁
止
の
範
囲
内
に
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
さ
れ
る
限
り
で
合
衆
国
憲
法

第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
の
判
断
を
示
し
、
す
べ
て
の
法
人
の
寄
付
・
支
出
禁
止
規
定
に
限
定
的
な
例
外
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
①

「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
、
営
利
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
②
「
法
人
の
資

産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
③
「
蛍
利
法
人
や
労
働
組
合
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
う
し
た
法
人
か
ら
寄
付
を
受
け
な
い
方
針
で
あ
る
」
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
邦
法
を
マ
サ

チ
ュ

l
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
法
人
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
「
政
治
思
想
を
促
進

す
る
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
結
集
し
た
団
体
で
あ
り
、
法
人
の
資
産
に
持
分
権
を
主
張
す
る
構
成
員
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
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え
そ
の
組
織
に
関
係
す
る
人
が
そ
の
政
治
活
動
と
意
見
を
異
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
何
ら
経
済
上
行
動
を
妨

げ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
組
織
を
や
め
る
こ
と
に
不
利
益
は
な
い
以
上
、
構
成
員
の
思
想
・

信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
い
う
問
題
を
生
じ
な
い
と
の
認
識
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。
し

　
か
も
、
営
利
法
人
や
労
働
組
合
を
メ
ン
バ
ー
と
せ
ず
、
そ
う
し
た
法
人
か
ら
寄
付
を
受
け
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
う
し
た
法
人
は
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぎ

治
市
場
へ
の
脅
威
を
作
り
出
す
直
接
支
出
の
型
の
た
め
の
導
管
（
8
こ
葺
ω
）
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。
本

判
決
は
、
原
則
的
に
は
法
人
の
政
治
目
的
の
支
出
は
こ
れ
に
反
対
す
る
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自

由
を
侵
害
す
る
が
、
本
件
の
場
合
こ
う
し
た
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
の
政
治
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　
の
支
出
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

4
　
一
九
九
〇
年
三
月
二
七
日
の
連
邦
最
高
裁
の
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
事
件
判
灘
に
つ
い
て
、
O
富
号
ω
q
≦
葺
ρ
買
は
、
「
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

所
の
究
極
の
関
心
事
は
株
主
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
州
の
利
益
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
判
決
は
、
非
営
利
法
人
で

あ
る
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
が
原
告
と
な
り
、
法
人
が
州
の
公
職
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
を
支
持
し
又
は
そ
れ
に
反
対
し
て
法
人
の

　
一
般
基
金
を
独
立
支
出
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
ミ
シ
ガ
ン
州
法
（
ω
o
＆
3
9
（
一
）
o
P
箒
匡
冒
三
鴫
き

9
目
冨
一
讐
霊
昌
き
8
》
9
の
合
憲
性
を
争
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
以
下
の
理
由
で
、
そ
の
規
制
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
「
法
人
が
特
別
の
分
離
基
金
を
通
じ
て
の
み
政
治
的
な
独
立
支
出
を
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
法
律
は
、
法
人
の
表
現
の
自
由
に
負

担
を
課
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
州
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
②
「
『
財
政
的
援
助

　
の
見
返
り
』
と
い
う
腐
敗
の
危
険
が
独
立
支
出
の
制
限
を
正
当
化
す
る
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法

　
の
規
制
は
、
政
界
に
お
け
る
違
っ
た
タ
イ
プ
の
腐
敗
、
す
な
わ
ち
、
法
人
形
態
の
助
け
を
借
り
て
蓄
え
ら
れ
、
し
か
も
、
法
人
の
政

一35一

え
そ
の
組
織
に
関
係
す
る
人
が
そ
の
政
治
活
動
と
意
見
を
異
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
何
ら
経
済
上
行
動
を
妨

げ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
組
織
を
や
め
る
こ
と
に
不
利
益
は
な
い
以
上
、
構
成
員
の
思
想
・

信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
い
う
問
題
を
生
じ
な
い
と
の
認
識
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。
し

か
も
、
営
利
法
人
や
労
働
組
合
を
メ
ン
バ
ー
と
せ
ず
、
そ
う
し
た
法
人
か
ら
寄
付
を
受
け
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
う
し
た
法
人
は
政

治
市
場
へ
の
脅
威
を
作
り
出
す
直
接
支
出
の
型
の
た
め
の
導
管

(
g
E
C
F
S
)
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
お
。
本

判
決
は
、
原
則
的
に
は
法
人
の
政
治
目
的
の
支
出
は
こ
れ
に
反
対
す
る
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自

4 
由
を
侵
害
す
る
が
、
本
件
の
場
合
こ
う
し
た
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
の
政
治
目
的

の
支
出
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
お
。

一
九
九
O
年
三
月
二
七
日
の
連
邦
最
高
裁
の
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
事
件
判
衡
に
つ
い
て
、

g包
g
u
-
巧
皇
乙
戸
は
、
「
裁
判

所
の
究
極
の
関
心
事
は
株
主
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
州
の
利
益
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
お
。
こ
の
判
決
は
、
非
営
利
法
人
で
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あ
る
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
が
原
告
と
な
り
、
法
人
が
州
の
公
職
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
を
支
持
し
又
は
そ
れ
に
反
対
し
て
法
人
の

一
般
基
金
を
独
立
支
出
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
ミ
シ
ガ
ン
州
法

3
2
z。
D
2
(
H
)
え
岳
。
冨

W
E
m
g

(
V
m
w
宮
司
包

m
D
E
E
D
8
k
r
g
の
合
憲
性
を
争
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
以
下
の
理
由
で
、
そ
の
規
制
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
「
法
人
が
特
別
の
分
離
基
金
を
通
じ
て
の
み
政
治
的
な
独
立
支
出
を
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
法
律
は
、
法
人
の
表
現
の
自
由
に
負

担
を
課
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
州
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
②
「
『
財
政
的
援
助

の
見
返
り
』
と
い
う
腐
敗
の
危
険
が
独
立
支
出
の
制
限
を
正
当
化
す
る
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法

の
規
制
は
、
政
界
に
お
け
る
違
っ
た
タ
イ
プ
の
腐
敗
、
す
な
わ
ち
、
法
人
形
態
の
助
け
を
借
り
て
蓄
え
ら
れ
、
し
か
も
、
法
人
の
政
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治
的
見
解
に
対
す
る
国
民
の
支
持
と
ほ
と
ん
ど
な
い
し
全
く
関
係
の
な
い
、
富
の
莫
大
な
集
合
体
の
腐
敗
的
で
歪
曲
的
な
影
響
に
、

ね
ら
い
を
さ
だ
め
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
法
は
、
選
挙
に
お
け
る
話
し
手
の
相
対
的
な
影
響
力
を
平
等
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
支
出
が
法
人
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
政
治
的
見
解
に
対
す
る
国
民
の
実
際
の
支
持
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を

保
証
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
法
人
の
独
立
支
出
の
制
限
を
支
え
る
十
分
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
理
論
的
根
拠
」
で
あ
り
う
る

こ
と
、
③
「
こ
の
法
律
は
、
法
人
の
政
治
的
支
出
の
す
べ
て
の
形
式
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
人
が
個
別
の

分
離
基
金
を
通
じ
て
独
立
の
政
治
的
支
出
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
基
金
に
寄
付
す
る
人
は
そ
の
お
金
が
単
に

政
治
目
的
の
た
め
に
だ
け
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
法
人
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
言
論
は
法
人
の
政
治

的
見
解
に
対
す
る
寄
付
者
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
法
人
が
そ
の
政
治
的
見
解
を

述
べ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
法
人
の
支
出
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
歪
曲
化
を
取
り
除
く
こ
と
に
正
確
に
向
け
ら
れ
て
」
お

り
、
「
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
十
分
限
定
的
」
で
あ
る
し
、
ま
た
、
「
閉
鎖
会
社
は
ま
さ
し
く
公
開
会
社
の
よ
う
に
か
な
り
の
量
の

富
を
蓄
積
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
法
人
組
織
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
特
別
の
利
益
を
州
か
ら
受
け
と
っ
て
お
り
、
政
治
過
程
を
歪

曲
化
す
る
可
能
性
を
呈
し
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
閉
鎖
会
社
を
含
む
「
す
べ
て
の
法
人
に
州
法
を
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
」
こ
と
、
④
「
政
治
的
独
立
支
出
の
制
限
か
ら
そ
の
団
体
を
免
除
す
る
こ
と
を
州
に
強
い
る
」
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生

活
協
会
事
件
判
決
で
指
摘
さ
れ
た
三
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
（
a
）
「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
、
営
利
活
動

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
（
b
）
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人

を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
（
c
）
「
営
利
法
人
の
影
響
か
ら
組
織
が
独
立
し
て
い
る
」
こ
と
を
、
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
は

い
ず
れ
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
⑤
「
こ
の
法
律
は
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
労
働
組
合
の
独
立
支
出
を
規
制
し
て
い
な
い
が
故
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ね
ら
い
を
さ
だ
め
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、
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は
、
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に
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る
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し
手
の
相
対
的
な
影
響
力
を
平
等
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
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、
支
出
が
法
人
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
政
治
的
見
解
に
対
す
る
国
民
の
実
際
の
支
持
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を

保
証
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
法
人
の
独
立
支
出
の
制
限
を
支
え
る
十
分
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
理
論
的
根
拠
」
で
あ
り
う
る

こ
と
、
③
「
こ
の
法
律
は
、
法
人
の
政
治
的
支
出
の
す
べ
て
の
形
式
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
人
が
個
別
の

分
離
基
金
を
通
じ
て
独
立
の
政
治
的
支
出
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
基
金
に
寄
付
す
る
人
は
そ
の
お
金
が
単
に
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治
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わ
れ
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よ
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述
べ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
法
人
の
支
出
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
歪
曲
化
を
取
り
除
く
こ
と
に
正
確
に
向
け
ら
れ
て
」
お

り
、
「
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
十
分
限
定
的
」
で
あ
る
し
、
ま
た
、
「
閉
鎖
会
社
は
ま
さ
し
く
公
開
会
社
の
よ
う
に
か
な
り
の
量
の

富
を
蓄
積
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
法
人
組
織
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
特
別
の
利
益
を
州
か
ら
受
け
と
っ
て
お
り
、
政
治
過
程
を
歪

曲
化
す
る
可
能
性
を
呈
し
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
閉
鎖
会
社
を
含
む
「
す
べ
て
の
法
人
に
州
法
を
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
」
こ
と
、
④
「
政
治
的
独
立
支
出
の
制
限
か
ら
そ
の
団
体
を
免
除
す
る
こ
と
を
州
に
強
い
る
」

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生

活
協
会
事
件
判
決
で
指
摘
さ
れ
た
三
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
(

a

)

「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
、
営
利
活
動

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、

(
b
)
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人

を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る
こ
と
、
(

c

)

「
営
利
法
人
の
影
響
か
ら
組
織
が
独
立
し
て
い
る
」
こ
と
を
、
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
は

い
ず
れ
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
⑤
「
こ
の
法
律
は
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
労
働
組
合
の
独
立
支
出
を
規
制
し
て
い
な
い
が
故
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に
過
少
包
摂
的
で
あ
る
と
攻
撃
さ
れ
る
」
が
、
「
法
人
は
富
を
蓄
積
す
る
能
力
を
高
め
る
法
的
利
点
を
も
っ
て
い
る
独
立
体
の
断
然

主
要
な
実
例
」
で
あ
り
、
「
法
人
形
態
特
有
の
こ
う
し
た
利
点
と
釣
り
合
い
を
と
り
た
い
と
欲
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
州
の
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
利
益
で
あ
っ
て
、
富
を
蓄
積
す
る
能
力
を
有
す
る
法
人
格
を
有
し
な
い
独
立
体
を
法
律
の
適
用
範
囲
か
ら
除
い
て
も
、
法

人
を
規
制
す
る
正
当
性
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
し
、
ま
た
、
「
組
合
の
政
治
活
動
に
反
対
す
る
組
合
員
は
、
そ
の
政
治
活
動
の

支
持
を
避
け
る
た
め
に
組
織
の
正
会
員
を
や
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
点
で
、
労
働
組
合
は
法
人
と
異
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
組
合

の
政
治
活
動
に
反
対
す
る
従
業
員
は
、
労
務
管
理
の
問
題
に
お
け
る
交
渉
単
位
の
排
他
的
交
渉
代
表
者
と
し
て
の
任
務
を
組
合
が
遂

行
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
持
ち
続
け
な
が
ら
、
そ
う
し
た
政
治
活
動
に
寄
付
す
る
こ
と
を
断
る
こ
と
が
で
き
る
」
結
果
、

「
組
合
の
政
治
活
動
の
た
め
に
利
用
で
き
る
資
金
は
、
法
人
の
一
般
基
金
以
上
に
、
組
織
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
構
成
員
の
支
持

を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
し
た
労
働
組
合
と
法
人
と
の
間
の
決
定
的
な
相
違
に
よ
っ
て
、
法
人
格
を
有
し

な
い
労
働
組
合
を
こ
の
州
法
の
適
用
範
囲
か
ら
除
く
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
」
こ
と
、
⑥
「
州
は
、
た
く
さ
ん
の
資
金
を
蓄
積
す
る

能
力
を
も
っ
た
権
利
能
力
な
き
社
団
の
独
立
支
出
や
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
従
事
す
る
法
人
の
独
立
支
出
も
ま
た
、
制
限
す
べ
き
」
で

あ
っ
て
、
「
類
似
し
た
地
位
の
独
立
体
を
法
律
が
不
平
等
に
扱
う
」
の
は
「
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
の
法
の
平
等
な
保
護
違
反
で

あ
る
」
と
の
主
張
も
な
さ
れ
る
が
、
「
法
人
の
み
を
規
制
す
る
州
の
決
定
は
、
法
人
に
与
え
ら
れ
る
法
的
利
点
の
助
け
を
借
り
て
蓄

積
さ
れ
た
政
治
運
動
の
資
金
の
腐
敗
的
な
影
響
を
、
政
治
過
程
か
ら
取
り
除
く
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
に
か
な
う
よ
う

正
確
に
適
合
さ
れ
て
い
る
」
し
、
「
プ
レ
ス
が
情
報
を
提
供
し
、
国
民
を
教
育
し
、
批
判
を
提
供
し
、
討
議
や
討
論
の
た
め
の
場
を

提
供
す
る
こ
と
に
お
い
て
果
た
す
独
特
の
役
割
」
は
、
「
州
が
政
治
的
支
出
の
制
限
の
範
囲
か
ら
メ
デ
ィ
ア
法
人
を
免
除
す
る
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
理
由
を
提
供
し
て
い
る
」
が
故
に
、
「
そ
の
法
律
は
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
」
こ
と
が
、
当
該
ミ
シ
ガ
ン
州
法
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摂
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独
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と
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こ
と
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の
や
む
に
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利
益
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、
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を
蓄
積
す
る
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を
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す
る
法
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を
法
律
の
適
用
範
囲
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除
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て
も
、
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人
を
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す
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当
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る
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の
で
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し
、
ま
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、
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の
政
治
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に
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す
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合
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は
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の
政
治
活
動
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支
持
を
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る
た
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に
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の
正
会
員
を
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る
必
要
は
な
い
と
い
う
点
で
、
労
働
組
合
は
法
人
と
異
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
組
合

の
政
治
活
動
に
反
対
す
る
従
業
員
は
、
労
務
管
理
の
問
題
に
お
け
る
交
渉
単
位
の
排
他
的
交
渉
代
表
者
と
し
て
の
任
務
を
組
合
が
遂

行
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
持
ち
続
け
な
が
ら
、
そ
う
し
た
政
治
活
動
に
寄
付
す
る
こ
と
を
断
る
こ
と
が
で
き
る
」
結
果
、

「
組
合
の
政
治
活
動
の
た
め
に
利
用
で
き
る
資
金
は
、
法
人
の
一
般
基
金
以
上
に
、
組
織
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
構
成
員
の
支
持
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を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
し
た
労
働
組
合
と
法
人
と
の
聞
の
決
定
的
な
相
違
に
よ
っ
て
、
法
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格
を
有
し
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合
を
こ
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範
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か
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正
当
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れ
る
」
こ
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⑥
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ん
の
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る
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能
力
を
も
っ
た
権
利
能
力
な
き
社
団
の
独
立
支
出
や
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
従
事
す
る
法
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の
独
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支
出
も
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た
、
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す
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き
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で
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、
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の
独
立
体
を
法
律
が
不
平
等
に
扱
う
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の
は
「
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衆
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憲
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第
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四
修
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の
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の
平
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な
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違
反
で

あ
る
」
と
の
主
張
も
な
さ
れ
る
が
、
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の
み
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す
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の
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、
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に
与
え
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れ
る
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的
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点
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運
動
の
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の
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敗
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な
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を
、
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治
過
程
か
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取
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と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
に
か
な
う
よ
う

正
確
に
適
合
さ
れ
て
い
る
」
し
、
「
プ
レ
ス
が
情
報
を
提
供
し
、
国
民
を
教
育
し
、
批
判
を
提
供
し
、
討
議
や
討
論
の
た
め
の
場
を

提
供
す
る
こ
と
に
お
い
て
果
た
す
独
特
の
役
割
」
は
、
「
州
が
政
治
的
支
出
の
制
限
の
範
囲
か
ら
メ
デ
ィ
ア
法
人
を
免
除
す
る
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
理
由
を
提
供
し
て
い
る
」
が
故
に
、
「
そ
の
法
律
は
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
」
こ
と
が
、
当
該
ミ
シ
ガ
ン
州
法
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の
合
憲
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
②
の
論
拠
に
お
い
て
、
「
腐
敗
」
の
定
義
を
、
「
法
人
形
態
の
助
け
を
借
り
て
蓄
え
ら
れ
、
し
か
も
、
法

人
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
国
民
の
支
持
と
ほ
と
ん
ど
な
い
し
全
く
関
係
の
な
い
、
富
の
莫
大
な
集
合
体
の
腐
敗
的
で
歪
曲
的
な
影

響
」
と
解
し
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法
の
趣
旨
を
、
「
支
出
が
法
人
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
政
治
的
見
解
に
対
す
る
国
民
の
実
際
の
支
持
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま

映
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
人
が
州
の
公
職
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
を
支
持
し

又
は
そ
れ
に
反
対
し
て
法
人
の
一
般
基
金
を
独
立
支
出
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
構
成
員
の
支
持
を
反
映
し
な
い
結
果
、

法
人
の
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
の
認
識
が
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

③
の
論
拠
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
は
法
人
が
個
別
の
分
離
基
金
を
通
じ
て
独
立
の
政
治
的
支
出
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
よ
り
「
法
人
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
言
論
は
法
人
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
寄
付
者
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
と

　
　
　
　
　
パ
　

し
て
い
る
点
も
、
こ
う
し
た
分
離
基
金
を
通
じ
て
政
治
的
支
出
を
行
え
ば
法
人
の
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・

投
票
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
い
と
の
認
識
が
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
④
の
論
拠
に
お
い
て
、
「
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所

の
目
的
の
い
く
つ
か
は
本
質
的
に
非
政
治
的
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
会
議
所
に
株
主
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
会
員
の
多
く
は
、
会
議

所
の
非
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
利
益
を
得
て
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
他
の
会
員
と
関
係
を
築
き
た
い
が
故
に
、
た
と
え
会
議
所
の
政
治
的

言
論
に
反
対
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
株
主
と
同
様
に
会
員
と
し
て
脱
退
す
る
こ
と
を
し
た
が
ら
な
い
」
点
で
、
「
会
議
所
の
会
員
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
き

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
の
会
員
よ
り
も
営
利
法
人
の
株
主
に
よ
り
類
似
し
て
い
る
」
点
な
ど
を
指
摘
し
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
決
の
例
外
条
件
を
充
た
さ
ず
州
法
の
法
人
の
政
治
的
独
立
支
出
の
制
限
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い

る
。
会
議
所
は
非
政
治
的
な
目
的
の
故
に
多
様
な
政
治
的
信
条
を
有
す
る
会
員
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
そ
の
組
織
に
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事
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例
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件
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の
法
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限
が
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所
は
非
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目
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の
故
に
多
様
な
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的
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を
有
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し
、
ま
た
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そ
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に
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関
係
す
る
人
が
た
と
え
そ
の
組
織
の
政
治
活
動
と
意
見
を
異
に
し
て
も
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
何
ら
行
動
を
妨
げ
る
も
の

は
な
い
と
い
う
関
係
に
な
い
が
故
に
、
不
本
意
な
が
ら
そ
の
組
織
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
結
果
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自

由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
法

人
の
政
治
的
独
立
支
出
の
制
限
に
関
す
る
州
法
の
規
定
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
⑤
の
論
拠
に
お
い
て
、
労

働
組
合
と
法
人
の
差
異
を
強
調
し
、
「
組
合
の
政
治
活
動
に
反
対
す
る
組
合
員
は
、
そ
の
政
治
活
動
の
支
持
を
避
け
る
た
め
に
組
織

の
正
会
員
を
や
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
点
で
、
労
働
組
合
は
法
人
と
異
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
組
合
の
政
治
活
動
に
反
対
す
る
従

業
員
は
、
労
務
管
理
の
問
題
に
お
け
る
交
渉
単
位
の
排
他
的
交
渉
代
表
者
と
し
て
の
任
務
を
組
合
が
遂
行
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る

利
益
を
持
ち
続
け
な
が
ら
、
そ
う
し
た
政
治
活
動
に
寄
付
す
る
こ
と
を
断
る
こ
と
が
で
き
る
」
結
果
、
「
組
合
の
政
治
活
動
の
た
め

に
利
用
で
き
る
資
金
は
、
法
人
の
一
般
基
金
以
上
に
、
組
織
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
構
成
員
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
し
た
労
働
組
合
と
法
人
と
の
間
の
決
定
的
な
相
違
に
よ
っ
て
、
法
人
格
を
有
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

労
働
組
合
を
こ
の
州
法
の
適
用
範
囲
か
ら
除
く
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
組
合
の
政
治
活
動
に
反
対
す

る
組
合
員
は
、
そ
の
政
治
活
動
の
支
持
を
避
け
る
た
め
に
組
織
の
正
会
員
を
や
め
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
点
、
及
び
「
組
織
の
政

治
的
見
解
に
対
す
る
構
成
員
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
政
治
的
独
立
支
出

を
認
め
て
も
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
い
が
故
に
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い

「
労
働
組
合
」
に
州
法
の
適
用
を
否
定
し
た
と
の
考
慮
が
、
背
後
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
多
数
意
見
に
賛
成
す
る
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
、
そ
の
補
足
意
見
の
中
で
、
「
ミ
シ
ガ
ン
州
法
は
、
自
分
た
ち
の
会
費

が
政
治
的
候
補
者
を
支
持
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
欲
し
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
活
動
に
関
係
の
な
い
会
議
所
が
提
供
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わ
ら
ず
政
治
活
動
に
関
係
の
な
い
会
議
所
が
提
供
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パ
　

す
る
無
数
の
利
益
の
ゆ
え
に
会
議
所
と
の
関
係
を
維
持
し
た
い
と
考
え
る
少
数
の
実
業
家
を
保
護
し
て
い
る
。
」
と
し
た
り
、
「
ミ
シ

ガ
ン
州
法
は
、
会
社
の
一
般
基
金
か
ら
会
議
所
へ
の
会
費
と
し
て
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
政
治
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
に
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

が
反
対
す
る
限
り
に
お
い
て
、
会
議
所
の
会
員
で
あ
る
商
事
会
社
の
そ
う
し
た
反
対
意
見
の
株
主
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と

し
、
さ
ら
に
、
「
会
員
は
そ
の
会
議
所
を
辞
め
、
株
主
は
会
議
所
を
導
管
と
し
て
用
い
た
商
事
会
社
か
ら
持
ち
株
を
放
棄
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

も
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
選
択
は
、
政
治
的
支
出
に
反
対
す
る
人
々
に
財
政
上
の
犠
牲
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
う
点
を
重
視

す
る
一
方
、
「
州
は
、
設
立
を
許
可
し
た
会
社
が
会
議
所
の
政
治
的
意
図
に
寄
与
し
た
く
な
い
と
考
え
る
人
々
を
食
い
物
に
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

と
を
妨
げ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
確
か
に
も
っ
て
い
る
。
」
と
し
、
「
ち
ょ
う
ど
言
論
の
利
益
が
こ
う
し

た
候
補
者
選
挙
の
領
域
で
は
頂
点
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
言
論
に
助
成
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
不
本
意
な
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
を

議
所
の
会
員
や
会
社
の
株
主
の
利
益
も
ま
た
、
同
様
に
頂
点
に
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
多
数
意
見
の
見
解
の
背
後
に
あ
る
考

え
方
、
及
び
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
よ
り
一
層
明
確
な
形
の
指
摘
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法
は
政
治
献
金
に
反
対
す
る
少

数
派
の
会
議
所
会
員
・
会
社
株
主
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
法
人
が
州
の
公
職
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
を
支
持
し
又
は
そ
れ
に

反
対
し
て
法
人
の
一
般
基
金
を
独
立
支
出
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
構
成
員
の
自
由
、
と
り
わ
け
少
数
構
成
員
の
反
対

す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害

す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

一40一

　
（
二
）
P
A
C
は
、
ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
団
体
献
金
で
あ
る
が
、
一
九
九
六
年
現
在
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
企
業
が
設
置
す

る
P
A
C
が
一
六
四
二
、
労
働
組
合
が
設
置
す
る
P
A
C
が
三
三
二
を
は
じ
め
、
四
〇
七
九
に
及
ぶ
P
A
C
が
設
立
さ
れ
、
政
治
献
金
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す
る
無
数
の
利
益
の
ゆ
え
に
会
議
所
と
の
関
係
を
維
持
し
た
い
と
考
え
る
少
数
の
実
業
家
を
保
護
し
て
い
ね
「
」
と
し
た
り
、
「
ミ
シ
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ガ
ン
州
法
は
、
会
社
の
一
般
基
金
か
ら
会
議
所
へ
の
会
費
と
し
て
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
政
治
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
に
株
主

が
反
対
す
る
限
り
に
お
い
て
、
会
議
所
の
会
員
で
あ
る
商
事
会
社
の
そ
う
し
た
反
対
意
見
の
株
主
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
ゐ
「
」
と

し
、
さ
ら
に
、
「
会
員
は
そ
の
会
議
所
を
辞
め
、
株
主
は
会
議
所
を
導
管
と
し
て
用
い
た
商
事
会
社
か
ら
持
ち
株
を
放
棄
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
選
択
は
、
政
治
的
支
出
に
反
対
す
る
人
々
に
財
政
上
の
犠
牲
を
課
す
こ
と
に
な

h
J
と
い
う
点
を
重
視

す
る
一
方
、
「
州
は
、
設
立
を
許
可
し
た
会
社
が
会
議
所
の
政
治
的
意
図
に
寄
与
し
た
く
な
い
と
考
え
る
人
々
を
食
い
物
に
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
確
か
に
も
っ
て
い
お
ご
と
し
、
「
ち
ょ
う
ど
言
論
の
利
益
が
こ
う
し
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た
候
補
者
選
挙
の
領
域
で
は
頂
点
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
言
論
に
助
成
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
不
本
意
な
会

議
所
の
会
員
や
会
社
の
株
主
の
利
益
も
ま
た
、
同
様
に
頂
点
に
あ
お
ご
と
指
摘
し
て
い
る
。
多
数
意
見
の
見
解
の
背
後
に
あ
る
考

-40-

え
方
、
及
び
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
よ
り
一
層
明
確
な
形
の
指
摘
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法
は
政
治
献
金
に
反
対
す
る
少

数
派
の
会
議
所
会
員
・
会
社
株
主
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
法
人
が
州
の
公
職
選
挙
に
際
し
て
候
補
者
を
支
持
し
又
は
そ
れ
に

反
対
し
て
法
人
の
一
般
基
金
を
独
立
支
出
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
構
成
員
の
自
由
、
と
り
わ
け
少
数
構
成
員
の
反
対

す
る
候
補
者
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
民
一
人
一
人
に
保
障
さ
れ
た
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害

す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

つ

己

P
A
C
は、

ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
団
体
献
金
で
あ
る
が
、

一
九
九
六
年
現
在
、

ア
メ
リ
カ
に
は
、
企
業
が
設
置
す

る
P
A
C
が
一
六
四
二
、
労
働
組
合
が
設
置
す
る

P
A
C
が
三
三
二
を
は
じ
め
、
四
O
七
九
に
及
ぶ

P
A
C
が
設
立
さ
れ
、
政
治
献
金
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パ
　

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
六
年
現
在
、
連
邦
議
会
の
全
候
補
者
へ
の
P
A
C
全
部
の
献
金
額
は
二
億
九
〇
万
ド
ル
で
候
補
者
の

受
領
金
の
二
五
・
四
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
企
業
が
設
置
す
る
P
A
C
の
献
金
額
が
六
九
五
〇
万
ド
ル
、
労
働
組
合
が
設
置
す
る
P
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

C
の
献
金
額
が
四
六
六
〇
万
ド
ル
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
米
上
院
の
民
主
党
・
共
和
党
候
補
者
が
一
九
九
六
年
に
受
け
取
っ
た
P
A
C
か

ら
の
献
金
総
額
は
四
二
一
七
万
六
二
〇
四
ド
ル
、
P
A
C
か
ら
の
献
金
額
の
割
合
が
一
八
・
六
％
を
占
め
、
米
下
院
の
民
主
党
・
共
和

党
候
補
者
が
一
九
九
六
年
に
受
け
取
っ
た
P
A
C
か
ら
の
献
金
総
額
は
一
億
五
一
一
三
万
二
二
八
八
ド
ル
、
P
A
C
か
ら
の
献
金
額
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

割
合
が
三
三
・
六
％
を
占
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
一
年
制
定
の
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
に
よ
っ
て
、
企
業
・
労
働
組
合
に
設
立
が
認
め
ら
れ
た
P
A
C
に
つ
い
て

も
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
改
正
を
経
た
が
、
個
人
の
自
発
性
を
最
大
限
保
障
し
、
個
人
の
投
票
の
自
由
を
尊
重
す
る
仕
組
み
が
採
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
P
A
C
の
場
合
、
個
別
の
分
離
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
で
き
る
の
は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ

ら
の
家
族
に
限
定
さ
れ
、
労
働
組
合
P
A
C
の
場
合
、
個
別
の
分
離
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
で
き
る
の
は
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
限

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
年
二
回
の
文
書
で
郵
便
に
よ
り
な
さ
れ
る
勧
誘
な
ら
ば
、
一
般
従
業
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
、
企
業
及

び
労
働
組
合
の
P
A
C
が
寄
付
を
要
請
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、

財
政
的
報
復
又
は
こ
れ
ら
の
脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ
ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た

り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の

他
の
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
何
ら
の
報
復
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
発
的
な
寄
付
が
な
さ
れ

る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
P
A
C
の
行
う
政
治
献
金
は
、
ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
団
体
献
金
で
あ
る
が
、
企
業
・
労
働

組
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
P
A
C
を
設
立
す
る
こ
と
と
、
そ
の
運
営
費
を
負
担
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
当
該
基
金
へ
の
寄
付

一41一

を
行
っ
て
い
お
。
ま
た

一
九
九
六
年
現
在
、
連
邦
議
会
の
全
候
補
者
へ
の

P
A
C
全
部
の
献
金
額
は
二
億
九

O
万
ド
ル
で
候
補
者
の

受
領
金
の
二
五
・
四
%
を
占
め
、
そ
の
う
ち
企
業
が
設
置
す
る
P
A
C
の
献
金
額
が
六
九
五
O
万
ド
ル
、
労
働
組
合
が
設
置
す
る
P
A

C
の
献
金
額
が
四
六
六
O
万
ド
ル
で
あ
お
。
さ
ら
に
、
米
上
院
の
民
主
党
・
共
和
党
候
補
者
が
一
九
九
六
年
に
受
け
取
っ
た

P
A
C
か

ら
の
献
金
総
額
は
四
一
二
七
万
六
二

O
四
ド
ル
、

P
A
C
か
ら
の
献
金
額
の
割
合
が
一
八
・
六
%
を
占
め
、
米
下
院
の
民
主
党
・
共
和

党
候
補
者
が
一
九
九
六
年
に
受
け
取
っ
た

P
A
C
か
ら
の
献
金
総
額
は
一
億
五
一
一
三
万
二
二
八
八
ド
ル
、

P
A
C
か
ら
の
献
金
額
の

割
合
が
三
三
・
六
%
を
占
め
て
い
お
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
七
一
年
制
定
の
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
に
よ
っ
て
、
企
業
・
労
働
組
合
に
設
立
が
認
め
ら
れ
た

P
A
C
に
つ
い
て

も
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
改
正
を
経
た
が
、
個
人
の
自
発
性
を
最
大
限
保
障
し
、
個
人
の
投
票
の
自
由
を
尊
重
す
る
仕
組
み
が
採
ら
れ
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て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
P
A
C
の
場
合
、
個
別
の
分
離
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
で
き
る
の
は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ

ら
の
家
族
に
限
定
さ
れ
、
労
働
組
合
P
A
C
の
場
合
、
個
別
の
分
離
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
で
き
る
の
は
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
限
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定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
年
二
回
の
文
書
で
郵
便
に
よ
り
な
さ
れ
る
勧
誘
な
ら
ば
、

一
般
従
業
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
、
企
業
及

び
労
働
組
合
の

P
A
C
が
寄
付
を
要
請
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、

財
政
的
報
復
文
は
こ
れ
ら
の
脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ
ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た

り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の

他
の
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
何
ら
の
報
復
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
発
的
な
寄
付
が
な
さ
れ

る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の

P
A
C
の
行
う
政
治
献
金
は
、

ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
団
体
献
金
で
あ
る
が
、
企
業
・
労
働

組
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

P
A
C
を
設
立
す
る
こ
と
と
、
そ
の
運
営
費
を
負
担
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
当
該
基
金
へ
の
寄
付



法学論集　43〔山梨学院大学〕　42

を
勧
誘
す
る
者
が
、
当
該
勧
誘
の
時
に
当
該
基
金
の
政
治
的
目
的
を
知
ら
せ
た
上
で
一
定
範
囲
の
者
か
ら
自
発
的
な
寄
付
を
募
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
実
質
は
P
A
C
が
集
め
る
個
人
献
金
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
一

方
で
、
個
人
の
政
治
的
自
由
を
尊
重
す
る
P
A
C
の
政
治
献
金
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
企
業
・
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
、

少
数
構
成
員
の
反
対
す
る
政
党
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
構
成
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
根
底
に
あ
る
と
い
え
る
。

四
　
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
て
の
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止

　
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
法
及
び
多
数
の
州
法
に
み
ら
れ
る
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
は
、
そ
れ
が
法
人
の
目
的
の
範

囲
外
に
な
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
考
え
る
。
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
§
轟
爵
2
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
以
下
の
学
説
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
点
は
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
窯
霞
0
9
馨
o
ぼ
の
見
解
は
、
会
社
の
政
治
献
金
が
葺
轟
爵
霧
に
な
る
こ
と
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

株
主
派
生
訴
訟
の
訴
訟
当
事
者
は
、
法
律
上
、
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
を
侵
害
し
な
い
会
社
の
政
治
的
支
出
に
異
議
を
唱
え
る
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

会
社
の
政
治
的
支
出
は
§
審
爵
2
で
あ
る
と
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
献
金
の
場
合
に
、

会
社
の
利
益
が
特
定
の
献
金
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
公
共
政
策
の
侵
害
は
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
う
し
た
寄
付
を
§
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぎ

く
ぎ
の
と
す
る
と
論
じ
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
治
献
金
の
場
合
、
会
社
利
益
と
の
関
連
性
の
有
無
で
支
出
行
為
の

効
力
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
酵
8
荘
①
器
津
げ
8
6
（
直
接
的
利
益
テ
ス
ト
）
の
適
用
に
否
定
的
で
あ
る
。
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範
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で
あ
る
か
ら
、
実
質
は

P
A
C
が
集
め
る
個
人
献
金
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
一

方
で
、
個
人
の
政
治
的
自
由
を
尊
重
す
る

P
A
C
の
政
治
献
金
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
企
業
・
労
働
組
合
に
よ
る
政
治
献
金
が
、

少
数
構
成
員
の
反
対
す
る
政
党
に
物
的
協
力
を
す
る
こ
と
を
そ
の
構
成
員
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人
一
人

に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
根
底
に
あ
る
と
い
え
お
。
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法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
て
の
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
法
及
び
多
数
の
州
法
に
み
ら
れ
る
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
は
、
そ
れ
が
法
人
の
目
的
の
範
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囲
外
に
な
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
考
え
る
。
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
己
可
ω
i
B
ω
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
以
下
の
学
説
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
点
は
裏
づ
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
宮
m
w
R
E》

ω宮
山
口
の
見
解
は
、
会
社
の
政
治
献
金
が
己
可
mHaigω
に
な
る
こ
と
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

株
主
派
生
訴
訟
の
訴
訟
当
事
者
は
、
法
律
上
、
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
を
侵
害
し
な
い
会
社
の
政
治
的
支
出
に
異
議
を
唱
え
る
中
で
、

会
社
の
政
治
的
支
出
は
己
可
m
i
B
ω
で
あ
る
と
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
お
。
さ
ら
に
、
政
治
献
金
の
場
合
に
、

会
社
の
利
益
が
特
定
の
献
金
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
公
共
政
策
の
侵
害
は
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
う
し
た
寄
付
を
巳
可
ω

(mw) 

isω
と
す
る
と
論
じ
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
治
献
金
の
場
合
、
会
社
利
益
と
の
関
連
性
の
有
無
で
支
出
行
為
の

効
力
を
判
断
し
よ
う
と
す
る

e
B
a
Z
5陸
宮
埠
(
直
接
的
利
益
テ
ス
ト
)

の
適
用
に
否
定
的
で
あ
る
。
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ま
た
、
＝
o
言
霞
8
冨
巴
曼
は
、
民
主
主
義
的
社
会
の
企
業
・
労
働
団
体
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
第
六
一
〇
条
の
理
論
的
解
釈
が
、

忠
実
義
務
訴
訟
や
§
轟
≦
お
ω
訴
訟
に
と
っ
て
の
、
制
定
法
上
か
つ
国
の
政
策
上
の
根
拠
を
提
供
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
忠

実
義
務
や
昌
轟
く
冨
の
の
原
理
は
、
禁
止
さ
れ
た
政
治
活
動
に
従
事
す
る
役
員
に
対
す
る
派
生
訴
訟
に
お
い
て
、
ま
れ
に
株
主
に
よ
っ

て
探
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
策
的
根
拠
か
ら
明
確
に
賛
成
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
促
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

株
主
救
済
の
た
め
の
潜
在
的
な
手
段
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
制
度
や
政
治
制
度
に
お
け
る
民
主
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お

は
、
連
邦
選
挙
法
の
厳
格
な
施
行
を
通
し
て
の
み
維
持
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

　
さ
ら
に
、
U
麩
箆
＞
●
9
8
筈
R
晦
は
、
「
献
金
の
目
的
は
、
会
社
の
能
力
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
献
金
の
目
的

が
単
な
る
会
社
の
経
営
陣
の
個
人
的
好
み
の
表
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
献
金
は
葺
轟
く
ぎ
ω
で
あ
り
、
会
社
の
浪
費
に
対
す
る
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

の
救
済
策
が
利
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
す
る
。

　
一
九
〇
七
年
の
テ
ィ
ル
マ
ン
法
以
来
、
企
業
の
政
治
献
金
は
禁
止
さ
れ
、
一
九
四
三
年
の
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ
ー
法
、
一
九
四
七
年
の

タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法
以
来
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
も
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
立
法
動
機
の
中
に
は
、
会
社
や
労
働
組

合
が
財
政
上
の
寄
付
を
通
じ
て
及
ぼ
す
選
挙
へ
の
影
響
力
を
排
除
す
る
目
的
が
あ
る
と
同
時
に
、
会
社
や
労
働
組
合
の
構
成
員
の
思

想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
法
律
が
存
在
し
た
が
故
に
、
政
治

献
金
の
分
野
で
は
能
力
外
法
理
（
葺
轟
爵
8
）
の
発
動
を
不
要
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
法
律
の
根
底
に
能
力
外
法
理

（
葺
旨
蒔
霧
）
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
法
律
に
よ
っ
て
能
力
外
法
理
（
弩
轟
蒔
8
）
は
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
能
力
外
法
理
（
葺
轟
爵
8
）
を
厳
格
に
適
用
し
て
絶
対
無
効
と
す
る
こ
と
は

不
合
理
で
あ
る
と
さ
れ
、
判
例
に
よ
っ
て
漸
次
緩
和
さ
れ
る
一
方
、
立
法
に
よ
っ
て
能
力
外
法
理
（
葺
轟
爵
窃
）
を
制
限
又
は
廃
止

一43一

ま
た
、
出
。
]
F

宮山。

E
巴
巴
・
は
、
民
主
主
義
的
社
会
の
企
業
・
労
働
団
体
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
第
六
一

O
条
の
理
論
的
解
釈
が
、

忠
実
義
務
訴
訟
や
己
丹
g
i
B
ω
訴
訟
に
と
っ
て
の
、
制
定
法
上
か
つ
国
の
政
策
上
の
根
拠
を
提
供
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
忠

実
義
務
や
己
可
mwiRω
の
原
理
は
、
禁
止
さ
れ
た
政
治
活
動
に
従
事
す
る
役
員
に
対
す
る
派
生
訴
訟
に
お
い
て
、
ま
れ
に
株
主
に
よ
っ

て
探
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
策
的
根
拠
か
ら
明
確
に
賛
成
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
促
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

株
主
救
済
の
た
め
の
潜
在
的
な
手
段
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
制
度
や
政
治
制
度
に
お
け
る
民
主
主
義

は
、
連
邦
選
挙
法
の
厳
格
な
施
行
を
通
し
て
の
み
維
持
さ
れ
る
と
指
摘
す
お
。

さ
ら
に
、
口
当

E
P
の
さ

g
g誌
は
、
「
献
金
の
目
的
は
、
会
社
の
能
力
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
献
金
の
目
的

が
単
な
る
会
社
の
経
営
陣
の
個
人
的
好
み
の
表
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
献
金
は
己
可
m2-5ω
で
あ
り
、
会
社
の
浪
費
に
対
す
る
株
主

の
救
済
策
が
利
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
す
お
。

- 43-

一
九
O
七
年
の
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イ
ル
マ
ン
法
以
来
、
企
業
の
政
治
献
金
は
禁
止
さ
れ

一
九
四
三
年
の
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ
i
法、

一
九
四
七
年
の

政治献金と法人の目的の範囲

タ
フ
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・
ハ
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ト
レ
l
法
以
来
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
も
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
立
法
動
機
の
中
に
は
、
会
社
や
労
働
組

合
が
財
政
上
の
寄
付
を
通
じ
て
及
ぼ
す
選
挙
へ
の
影
響
力
を
排
除
す
る
目
的
が
あ
る
と
同
時
に
、
会
社
や
労
働
組
合
の
構
成
員
の
思

想
・
信
条
の
自
由
や
表
現
の
自
由
・
投
票
の
自
由
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
法
律
が
存
在
し
た
が
故
に
、
政
治

献
金
の
分
野
で
は
能
力
外
法
理

(
C
R
E
i
s
ω
)
の
発
動
を
不
要
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
法
律
の
根
底
に
能
力
外
法
理

(己可
ω
〈一昨

g
)
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
法
律
に
よ
っ
て
能
力
外
法
理
(
己
可
mwiBω)
は
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
時
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
能
力
外
法
理
(
己
g
i
s
ω
)
を
厳
格
に
適
用
し
て
絶
対
無
効
と
す
る
こ
と
は
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不
合
理
で
あ
る
と
さ
れ
、
判
例
に
よ
っ
て
漸
次
緩
和
さ
れ
る
一
方
、
立
法
に
よ
っ
て
能
力
外
法
理
(
己
円
g
iお
ω)

を
制
限
又
は
廃
止
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パ
む

す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
向
の
背
後
に
は
、
政
治
献
金
の
分
野
で
能
力
外
法
理
（
暮
轟
爵
霧
）
の

発
動
を
不
要
に
す
る
法
律
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
我
が
国
の
民
法
四
三
条
は
、
英
米
法
の
判
例
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
能
力
外
法
理
（
§
寅
≦
お
ω
）
に
由
来
し
、
起
草
者
の
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

積
陳
重
が
導
入
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
能
力
外
法
理
（
葺
轟
爵
8
）
を
継
受
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、

企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
連
邦
選
挙
運
動
法
の
根
底
に
能
力
外
法
理
（
葺
轟
≦
お
ω
）
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点

は
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
、
取
引
の
安
全
の
要
請
か
ら
、
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
の
判
断
に
つ

き
、
判
例
は
、
①
目
的
遂
行
に
必
要
な
行
為
も
含
む
こ
と
、
②
当
事
者
の
主
観
を
考
慮
せ
ず
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
、
③
具
体
的
事
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情
を
考
慮
せ
ず
抽
象
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
い
う
判
断
基
準
を
確
立
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
民
法
四
三
条
は
、
「
法
人
の
構
成
員
の
利

益
と
第
三
者
の
利
益
を
適
当
に
調
整
す
る
た
め
の
『
一
般
条
項
』
的
な
も
の
と
し
て
、
巧
み
に
用
い
ら
編
畔
構
成
員
の
思
想
・
信
条

の
自
由
や
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
・
投
票
の
自
由
を
私
人
間
に
間
接
的
に
適
用
す
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
え

範
・　

と
こ
ろ
で
、
政
治
献
金
は
、
「
通
常
の
取
引
行
為
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
取
引
安
全
の
保
護
を
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ

会
社
財
産
が
定
款
所
定
の
目
的
を
逸
脱
し
て
濫
費
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
有
す
る
社
員
の
利
益
の
保
護
が
重
視
さ
る
べ
き
も
佛
ぱ
で

あ
り
、
ま
た
、
参
政
権
に
つ
ら
な
る
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
は

多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一

九
日
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
党
な
ど
政
治
資
金
規
正
法
上
の
政
治
「
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
選
挙
に
お
い
て
ど
の
政

党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄

一44一
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す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
向
の
背
後
に
は
、
政
治
献
金
の
分
野
で
能
力
外
法
理
(
己
可
ω
〈一昨

2)
の
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発
動
を
不
要
に
す
る
法
律
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

我
が
国
の
民
法
四
三
条
は
、
英
米
法
の
判
例
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
能
力
外
法
理
(
己
件
s
i
B
ω
)
に
由
来
し
、
起
草
者
の
穂

(
回
開
)

積
陳
重
が
導
入
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
昧
で
は
、
能
力
外
法
理
(
ロ
ロ
E
〈
町

2)
を
継
受
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、

企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
連
邦
選
挙
運
動
法
の
根
底
に
能
力
外
法
理
(
己
同
g
i
B
ω
)
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点

は
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
、
取
引
の
安
全
の
要
請
か
ら
、
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
の
判
断
に
つ
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き
、
判
例
は
、
①
目
的
遂
行
に
必
要
な
行
為
も
含
む
こ
と
、
②
当
事
者
の
主
観
を
考
慮
せ
ず
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
、
③
具
体
的
事

情
を
考
慮
せ
ず
抽
象
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
い
う
判
断
基
準
を
確
立
し
て
き
が
)
。
そ
し
て
、
民
法
四
三
条
は
、
「
法
人
の
構
成
員
の
利

益
と
第
三
者
の
利
益
を
適
当
に
調
整
す
る
た
め
の
『
一
般
条
項
』
的
な
も
の
と
し
て
、
巧
み
に
用
い
ら
お
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
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の
自
由
や
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
・
投
票
の
自
由
を
私
人
聞
に
間
接
的
に
適
用
す
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
え

ず

Q

。と
こ
ろ
で
、
政
治
献
金
は
、
「
通
常
の
取
引
行
為
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
取
引
安
全
の
保
護
を
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ

会
社
財
産
が
定
款
所
定
の
目
的
を
逸
脱
し
て
濫
費
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
有
す
る
社
員
の
利
益
の
保
護
が
重
視
さ
る
べ
き
も
色
で

あ
り
、
ま
た
、
参
政
権
に
つ
ら
な
る
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
は

多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一

九
日
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
党
な
ど
政
治
資
金
規
正
法
上
の
政
治
「
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
選
挙
に
お
い
て
、
ど
の
政

党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄



45政治献金と法人の目的の範囲

付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員
「
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な

政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
営
利
法
人
の
場
合
で
あ

ろ
う
と
、
中
間
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
公
益
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
が

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
構
成
員
の
固
有
権
を
侵
害
す
る
法
人
の

政
治
献
金
は
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出

す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
構
成
員
の
固
有
権
を
侵
害
す
る
か
ら
、
公
益
法
人
や
中
間
法
人
や
営
利
法
人
の
種
類
を
問
わ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
む

政
治
献
金
は
、
原
則
と
し
て
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
政
治
的
行
為

を
な
す
自
由
・
投
票
の
自
由
が
、
民
法
四
三
条
を
媒
介
と
し
て
、
私
人
間
に
間
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
こ
と
か
ら
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由

を
侵
害
し
な
い
場
合
に
は
、
例
外
的
に
法
人
が
政
治
献
金
で
き
る
と
解
し
て
よ
い
。
こ
う
し
た
場
合
と
し
て
、
①
傾
向
企
業
が
政
治
献

金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を

行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
髄
に
つ
い
て
は
、
構
成

員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
が
政

治
献
金
で
き
る
と
考
え
る
。
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
は
、
「
政
党
な
ど
規
正
法
（
政
治
資
金
規
正
法
…
…
筆
者
注
）
上
の
政

治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民

と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し

た
上
で
、
「
税
理
士
会
が
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
団
体
の
意
思
と
し
て
決
定
し
、
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務

一45一

付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員
「
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な

政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
営
利
法
人
の
場
合
で
あ

ろ
う
と
、
中
間
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
公
益
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務
付

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
で
あ
る
と
解
さ
れ
的
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
構
成
員
の
固
有
権
を
侵
害
す
る
法
人
の

政
治
献
金
は
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出

す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
構
成
員
の
固
有
権
を
侵
害
す
る
か
ら
、
公
益
法
人
や
中
間
法
人
や
営
利
法
人
の
種
類
を
問
わ
ず
、

政
治
献
金
は
、
原
則
と
し
て
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
に
な
る
と
考
え
お
。
こ
う
し
て
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
や
政
治
的
行
為

を
な
す
自
由
・
投
票
の
自
由
が
、
民
法
四
三
条
を
媒
介
と
し
て
、
私
人
間
に
間
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
こ
と
か
ら
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由

を
侵
害
し
な
い
場
合
に
は
、
例
外
的
に
法
人
が
政
治
献
金
で
き
る
と
解
し
て
よ
い
。
こ
う
し
た
場
合
と
し
て
、
①
傾
向
企
業
が
政
治
献

政治献金と法人の目的の範囲

金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を

行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
的
に
つ
い
て
は
、
構
成

員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
が
政

治
献
金
で
き
る
と
考
え
る
。
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
は
、
「
政
党
な
ど
規
正
法
(
政
治
資
金
規
正
法
:
:
:
筆
者
注
)
上
の
政

治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
、
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民

と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
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た
上
で
、
「
税
理
士
会
が
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
団
体
の
意
思
と
し
て
決
定
し
、
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務
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付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
（
最
高
裁
昭
和
四
八
年
（
オ
）
第
四
九
九
号
同
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判

決
・
民
集
二
九
巻
一
〇
号
一
六
九
八
頁
参
照
）
、
税
理
士
会
が
そ
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
法
の
全
く
予
定
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
税
理
士
会
が
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
た
と
い
税
理
士
に
係
る
法
令
の

制
定
改
廃
に
関
す
る
要
求
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
法
（
税
理
士
法
…
…
筆
者
注
）
四
九
条
二
項
所
定
の
税
理
士
会
の
目
的
の

範
囲
外
の
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
右
判
決
は
、
「
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
団
体
の
意
思
と
し
て
決
定
」
し
反
対

構
成
員
に
協
力
を
義
務
付
け
る
活
動
で
あ
る
か
ら
、
「
税
理
士
会
が
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
」

活
動
を
圃
た
と
い
税
理
士
に
係
る
法
令
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
要
求
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
」
「
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
」

と
し
た
文
脈
に
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
反
対
構
成
員
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

基
づ
い
て
税
理
士
会
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
や
、
税
理
士
会
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
反
対

構
成
員
に
協
力
を
義
務
付
け
な
い
活
動
、
す
な
わ
ち
、
税
理
士
会
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
税
理
士
会
が
献
金
を
行
う

場
合
や
、
税
理
士
会
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金

額
を
税
理
士
会
が
献
金
す
る
場
合
ま
で
、
右
判
決
が
税
理
士
会
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
も
の
と
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
例
外
論
に
は
、
次
の
制
約
が
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
法
人
の
よ
う
に
、
政
治
的
中
立
が
法
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
（
教
育
基
本
法
八
条
）
に
は
、
政
治
献
金
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
り
禁
止
さ

れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
国
（
地
方
公
共
団
体
）
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
交
付
の
決
定
を
受

け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
政
治
献
金
、
国
（
地
方
公
共
団
体
）
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は

一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
政
治
献
金
の
場
合
（
同
法
二
二
条
の
三
）
、
三
事
業
年
度
以
上
に
わ
た

一46一
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付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
(
最
高
裁
昭
和
四
八
年
(
オ
)
第
四
九
九
号
同
五
O
年
一
一
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判

決
・
民
集
二
九
巻
一

O
号
一
六
九
八
頁
参
照
)
、
税
理
士
会
が
そ
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
法
の
全
く
予
定
し
て
い
な
い
と
こ
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ろ
で
あ
る
。
税
理
士
会
が
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
た
と
い
税
理
士
に
係
る
法
令
の

制
定
改
廃
に
関
す
る
要
求
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
法
(
税
理
士
法
:
:
:
筆
者
注
)
四
九
条
二
項
所
定
の
税
理
士
会
の
目
的
の

範
囲
外
の
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
右
判
決
は
、
「
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
団
体
の
意
思
と
し
て
決
定
」
し
反
対

構
成
員
に
協
力
を
義
務
付
け
る
活
動
で
あ
る
か
ら
、
「
税
理
士
会
が
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
」
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活
動
を
「
た
と
い
税
理
士
に
係
る
法
令
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
要
求
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
」
「
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
」

と
し
た
文
脈
に
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
反
対
構
成
員
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に

基
づ
い
て
税
理
士
会
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
や
、
税
理
士
会
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
っ
匂
、
反
対
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構
成
員
に
協
力
を
義
務
付
け
な
い
活
動
、
す
な
わ
ち
、
税
理
士
会
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
税
理
士
会
が
献
金
を
行
う

場
合
や
、
税
理
士
会
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金

額
を
税
理
士
会
が
献
金
す
る
場
合
ま
で
、
右
判
決
が
税
理
士
会
の
政
治
献
金
を
禁
止
し
た
も
の
と
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
例
外
論
に
は
、
次
の
制
約
が
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
法
人
の
よ
う
に
、
政
治
的
中
立
が
法
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
(
教
育
基
本
法
八
条
)
に
は
、
政
治
献
金
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
り
禁
止
さ

れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
国
(
地
方
公
共
団
体
)
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
交
付
の
決
定
を
受

け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
政
治
献
金
、
国
(
地
方
公
共
団
体
)

か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は

一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
政
治
献
金
の
場
合
(
同
法
二
二
条
の
三
)
、
三
事
業
年
度
以
上
に
わ
た



り
継
続
し
て
政
令
で
定
め
る
欠
損
を
生
じ
て
い
る
会
社
の
政
治
献
金
の
場
合
（
同
法
二
二
条
の
四
）
、
外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構

成
員
が
外
国
人
も
し
く
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
そ
の
他
の
政
治
組
織
の
政
治
献
金
の
場
合
（
同
法
二
二
条
の
五
）
に
も
、
政
治
献
金

は
禁
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
贈
賄
罪
（
刑
法
一
九
八
条
）
に
あ
た
る
よ
う
な
犯
罪
を
構
成
す
る
政
治
献
金
も
禁
止
さ
れ
る
。

五
　
終
わ
り
に
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ア
メ
リ
カ
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
ま
ず
禁
止
し
、
そ
の
後
脱
法
行
為
を
規
制
す
る
と
い
う
対
応
を
し
て
い
る
の
に
対

し
、
日
本
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
許
容
し
、
金
額
や
態
様
を
少
し
ず
つ
制
限
し
て
い
く
と
い
う
対
応
を
し
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ

か
し
、
法
人
の
政
治
献
金
に
批
判
の
た
え
な
い
我
が
国
の
現
状
を
み
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
対
応
は
、
大
い
に
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
法
人
の
政
治
献
金
は
、
見
返
り
を
期
待
し
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
贈
賄
と
な
る
し
、
見
返
り
が
全
く
な
く
法
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お

メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
背
任
と
な
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
の
政
治
献
金
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
対
応
を
み
る
と
き
、
企
業
献
金
は
資
本
主
義
・
自
由
主
義
経
済
に
不
可
欠
で
あ
る
と
か
、
な
く
す
に
は
長
期
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お

準
備
が
い
る
と
の
議
論
が
ま
や
か
し
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
南
九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
）
を
主
任
と
し
て
担
当
し
た
園
部
逸
夫
前
最
高

裁
判
事
は
、
「
法
人
の
政
治
活
動
の
自
由
と
構
成
員
の
政
治
的
自
由
と
い
う
二
つ
の
価
値
が
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
、
裁
判
所
は
ど
う
判
断

を
下
す
の
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
た
」
事
件
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
大
法
廷
判

決
（
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
）
は
「
構
成
員
の
政
治
的
な
自
由
を
軽
視
し
て
い
る
」
と
の
学
者

一47一

り
継
続
し
て
政
令
で
定
め
る
欠
損
を
生
じ
て
い
る
会
社
の
政
治
献
金
の
場
合
(
同
法
二
二
条
の
四
)
、
外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構

成
員
が
外
国
人
も
し
く
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
そ
の
他
の
政
治
組
織
の
政
治
献
金
の
場
合
(
同
法
二
二
条
の
五
)
に
も
、
政
治
献
金

は
禁
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
贈
賄
罪
(
刑
法
一
九
八
条
)
に
あ
た
る
よ
う
な
犯
罪
を
構
成
す
る
政
治
献
金
も
禁
止
さ
れ
る
。

五

終
わ
り
に

ア
メ
リ
カ
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
ま
ず
禁
止
し
、
そ
の
後
脱
法
行
為
を
規
制
す
る
と
い
う
対
応
を
し
て
い
る
の
に
対

し
、
日
本
は
、
企
業
・
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
許
容
し
、
金
額
や
態
様
を
少
し
ず
つ
制
限
し
て
い
く
と
い
う
対
応
を
し
て
い
る
。
し

か
し
、
法
人
の
政
治
献
金
に
批
判
の
た
え
な
い
我
が
国
の
現
状
を
み
る
と
お
、
ア
メ
リ
カ
の
対
応
は
、
大
い
に
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
法
人
の
政
治
献
金
は
、
見
返
り
を
期
待
し
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
贈
賄
と
な
る
し
、
見
返
り
が
全
く
な
く
法
人
に

メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
背
任
と
な
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
お
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
の
政
治
献
金
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

ア
メ
リ
カ
の
対
応
を
み
る
と
き
、
企
業
献
金
は
資
本
主
義
・
自
由
主
義
経
済
に
不
可
欠
で
あ
る
と
か
、
な
く
す
に
は
長
期
間
の

準
備
が
い
る
と
の
議
論
が
ま
や
か
し
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
%
。

あ
り
、南

九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
(
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
)
を
主
任
と
し
て
担
当
し
た
園
部
逸
夫
前
最
高

裁
判
事
は
、
「
法
人
の
政
治
活
動
の
自
由
と
構
成
員
の
政
治
的
自
由
と
い
う
こ
つ
の
価
値
が
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
、
裁
判
所
は
ど
う
判
断

を
下
す
の
か
と
い
う
点
が
関
わ
れ
た
」
事
件
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
、
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
大
法
廷
判
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決
(
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
)
は
「
構
成
員
の
政
治
的
な
自
由
を
軽
視
し
て
い
る
」
と
の
学
者
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か
ら
の
批
判
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
南
九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
訴
訟
判
決
は
前
者
と
異
な
っ
た
結
論
を
出
し
、
「
個
人
の
思
想
・

信
条
の
自
由
に
相
応
の
比
重
を
置
い
た
」
と
学
界
か
ら
評
価
を
受
け
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
私
が
在
籍
し
た
今
年
（
一
九
九
九
年
…

…
筆
者
注
）
三
月
ま
で
の
十
年
近
く
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
就
任
当
時
と
今
と
で
は
、
世
代
の
違
い
が
明
ら
か
に
現
れ
て
き
た
よ
う

な
気
が
す
る
。
こ
の
十
年
間
で
政
治
状
況
が
大
き
く
変
わ
り
、
新
し
い
も
の
を
取
り
込
も
う
と
す
る
雰
囲
気
が
出
て
き
た
。
裁
判
官
の

中
に
も
、
新
し
い
こ
と
を
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
判
決
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
は

っ
き
り
物
を
言
い
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
表
現
し
て
い
く
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
」
と
し
、
「
こ
れ
ま
で
の
大
法
廷

判
決
は
、
思
慮
深
い
面
が
あ
る
一
方
で
、
体
制
志
向
が
か
な
り
働
い
て
い
た
点
は
否
定
で
き
な
い
。
以
前
と
今
の
雰
囲
気
は
違
っ
て
お

り
、
大
法
廷
を
随
時
開
い
て
、
新
し
い
社
会
的
な
情
勢
に
応
じ
て
、
前
の
大
法
廷
判
決
を
修
正
し
、
変
更
し
て
い
く
姿
が
見
え
て
き
て

い
る
。
過
去
の
大
法
廷
判
決
の
基
本
を
維
持
し
な
が
ら
、
新
し
い
時
代
の
考
え
方
を
生
か
し
た
小
法
廷
の
判
決
を
出
し
て
い
く
の
が
苦

労
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
官
庁
の
中
で
も
裁
判
所
が
最
も
先
例
踏
襲
と
い
う
面
が
著
し
い
。
先
輩
に
対
す
る
敬
意
も
働
く
。
結
局
は
、

先
例
は
総
論
部
分
を
尊
重
し
つ
つ
、
事
件
ご
と
に
異
な
る
各
論
部
分
で
勝
負
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ

　
パ
　

れ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
で
見
た
と
き
、
裁
判
所
も
、
「
体
制
志
向
」
の
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
大
法
廷
判
決
か
ら
、
構
成
員
の
政
治

的
自
由
・
投
票
の
自
由
を
尊
重
し
、
法
人
の
政
治
献
金
を
否
定
す
る
と
い
う
「
新
し
い
時
代
の
考
え
方
を
生
か
し
た
」
判
決
を
書
く
方

向
に
向
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
内
田
貴
教
授
は
、
「
た
と
え
政
治
的
に
政
治
献
金
絶
対
反
対
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
民
法
四
三
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
そ

れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
法
律
家
の
論
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

　
レる

。
し
か
し
、
八
幡
製
鉄
献
金
事
件
判
決
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
「
特
定
の
事
業
目
的
が
何
で
あ
る
か
、
又
は
当
該
非
取
引
行
為
が
そ

一48一
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か
ら
の
批
判
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
南
九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
訴
訟
判
決
は
前
者
と
異
な
っ
た
結
論
を
出
し
、
「
個
人
の
思
想
・

信
条
の
自
由
に
相
応
の
比
重
を
置
い
た
」
と
学
界
か
ら
評
価
を
受
け
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
私
が
在
籍
し
た
今
年
(
一
九
九
九
年
:
・

43 (山梨学院大学〕

-
:
筆
者
注
)
三
月
ま
で
の
十
年
近
く
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
就
任
当
時
と
今
と
で
は
、
世
代
の
違
い
が
明
ら
か
に
現
れ
て
き
た
よ
う

な
気
が
す
る
。
こ
の
十
年
間
で
政
治
状
況
が
大
き
く
変
わ
り
、
新
し
い
も
の
を
取
り
込
も
う
と
す
る
雰
囲
気
が
出
て
き
た
。
裁
判
官
の

中
に
も
、
新
し
い
こ
と
を
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
判
決
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
は

っ
き
り
物
を
言
い
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
表
現
し
て
い
く
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
」
と
し
、
「
こ
れ
ま
で
の
大
法
廷

法学論集

判
決
は
、
思
慮
深
い
面
が
あ
る
一
方
で
、
体
制
志
向
が
か
な
り
働
い
て
い
た
点
は
否
定
で
き
な
い
。
以
前
と
今
の
雰
囲
気
は
違
っ
て
お

り
、
大
法
廷
を
随
時
開
い
て
、
新
し
い
社
会
的
な
情
勢
に
応
じ
て
、
前
の
大
法
廷
判
決
を
修
正
し
、
変
更
し
て
い
く
姿
が
見
え
て
き
て

- 48-

い
る
。
過
去
の
大
法
廷
判
決
の
基
本
を
維
持
し
な
が
ら
、
新
し
い
時
代
の
考
え
方
を
生
か
し
た
小
法
廷
の
判
決
を
出
し
て
い
く
の
が
苦

労
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
官
庁
の
中
で
も
裁
判
所
が
最
も
先
例
踏
襲
と
い
う
面
が
著
し
い
。
先
輩
に
対
す
る
敬
意
も
働
く
。
結
局
は
、

先
例
は
総
論
部
分
を
尊
重
し
つ
つ
、
事
件
ご
と
に
異
な
る
各
論
部
分
で
勝
負
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ

れ
的
。
こ
う
し
た
流
れ
で
見
た
と
き
、
裁
判
所
も
、
「
体
制
志
向
」
の
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
大
法
廷
判
決
か
ら
、
構
成
員
の
政
治

的
自
由
・
投
票
の
自
由
を
尊
重
し
、
法
人
の
政
治
献
金
を
否
定
す
る
と
い
う
「
新
し
い
時
代
の
考
え
方
を
生
か
し
た
」
判
決
を
書
く
方

向
に
向
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

内
田
貫
教
授
は
、
「
た
と
え
政
治
的
に
政
治
献
金
絶
対
反
対
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
し
て
也
、
民
法
四
三
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
そ

れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
法
律
家
の
論
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

お
。
し
か
し
、
八
幡
製
鉄
献
金
事
件
判
決
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
「
特
定
の
事
業
目
的
が
何
で
あ
る
か
、
文
は
当
該
非
取
引
行
為
が
そ
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の
事
業
目
的
を
遂
行
し
又
は
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
行
為
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
凡
て
の
非
取
引
行
為
は
、

営
利
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
ゆ
る
種
類
の
事
業
目
的
の
範
囲
外
に
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
た
上
で
、

政
治
献
金
は
こ
う
し
た
非
取
引
行
為
で
あ
っ
て
例
外
的
に
取
締
役
の
責
任
が
免
責
さ
れ
う
る
社
会
的
義
務
行
為
（
コ
般
社
会
人
で
あ

れ
ば
何
人
も
、
他
人
が
そ
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
対
し
て
反
対
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
も
資
力
に
余
裕
の
あ
る
限
り
、
そ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

の
多
少
の
財
産
的
支
出
を
忍
ん
で
も
、
そ
れ
を
し
た
い
又
は
す
べ
き
だ
と
感
ず
る
よ
う
な
性
質
の
行
為
」
）
に
も
該
当
し
な
い
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
見
解
と
し
て
、
①
富
山
康
吉
「
株
式

会
社
の
な
す
献
金
（
三
i
完
）
1
そ
の
三
　
政
治
献
金
ー
」
民
商
四
七
巻
六
号
五
二
頁
（
一
九
六
三
）
、
②
鈴
木
竹
雄
”
伍
堂
輝
雄
“

四
宮
和
夫
H
矢
沢
惇
“
小
林
直
樹
「
会
社
の
政
治
献
金
の
法
律
問
題
－
東
京
高
裁
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
i
」
ジ
ュ
リ
三
四
三
号
三
六
頁

以
下
〔
四
宮
発
言
〕
（
一
九
六
六
）
、
③
小
松
俊
雄
「
会
社
の
政
治
献
金
ー
八
幡
製
鉄
事
件
の
二
つ
の
判
決
を
中
心
と
し
て
ー
」
明
治
大

学
現
代
法
研
究
会
編
『
政
治
の
な
か
の
法
』
六
九
頁
（
敬
文
堂
、
一
九
六
九
）
、
④
西
原
寛
一
「
判
批
」
民
商
六
四
巻
三
号
一
二
二
頁

（
一
九
七
一
）
、
⑤
鍛
冶
良
堅
「
法
人
の
『
目
的
ノ
範
囲
』
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
1
』
一
八
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
、

⑥
相
本
宏
「
法
人
論
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
1
』
一
七
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
、
⑦
森
泉
章
「
判
批
」
星
野
英
一
・

平
井
宜
雄
編
『
民
法
判
例
百
選
1
』
二
五
頁
（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
一
九
八
九
）
、
⑧
三
枝
一
雄
「
『
会
社
の
な
す
政
治
献
金
』
論
に
つ

い
て
」
法
論
六
三
巻
二
”
三
号
九
四
頁
以
下
（
一
九
九
〇
）
、
⑨
武
藤
春
光
「
会
社
は
政
治
献
金
に
関
す
る
権
利
能
力
を
有
す
る
か
」

商
事
一
三
四
三
号
三
七
頁
以
下
（
一
九
九
四
）
、
⑩
白
羽
祐
三
『
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
現
代
的
契
約
自
由
』
一
一
二
七
頁
以
下
（
中
央
大
学

出
版
部
、
一
九
九
六
）
、
⑪
北
野
弘
久
『
税
理
士
制
度
の
研
究
』
二
四
二
頁
、
三
二
二
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
増
補
版
、
一
九
九
七
）
、

⑫
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
五
号
一
〇
頁
（
一
九
九
七
）
、
⑬
河
内
宏
「
民
法
四
三
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の
事
業
目
的
を
遂
行
し
又
は
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
行
為
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
凡
て
の
非
取
引
行
為
は
、

営
利
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
ゆ
る
種
類
の
事
業
目
的
の
範
囲
外
に
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
た
上
で
、

政
治
献
金
は
こ
う
し
た
非
取
引
行
為
で
あ
っ
て
例
外
的
に
取
締
役
の
責
任
が
免
責
さ
れ
う
る
社
会
的
義
務
行
為
(
「
一
般
社
会
人
で
あ

れ
ば
何
人
も
、
他
人
が
そ
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
対
し
て
反
対
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
も
資
力
に
余
裕
の
あ
る
限
り
、
そ
の
た
め

の
多
少
の
財
産
的
支
出
を
忍
ん
で
も
、
そ
れ
を
し
た
い
又
は
す
べ
き
だ
と
感
ず
る
よ
う
な
性
質
の
行
為
」
)
に
也
該
当
し
な
時
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
見
解
と
し
て
、
①
富
山
康
吉
「
株
式

会
社
の
な
す
献
金
(
三
|
完
)
ー
そ
の
三

政
治
献
金
1

」
民
商
四
七
巻
六
号
五
二
頁
(
一
九
六
三
)
、
②
鈴
木
竹
雄
H
伍
堂
輝
雄
H

四
宮
和
夫
H
矢
沢
惇
H
小
林
直
樹
「
会
社
の
政
治
献
金
の
法
律
問
題
|
東
京
高
裁
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
l
」
ジ
ュ
リ
三
四
三
号
三
六
頁
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以
下
〔
四
宮
発
言
〕
(
一
九
六
六
)
、
③
小
松
俊
雄
「
会
社
の
政
治
献
金
l

八
幡
製
鉄
事
件
の
二
つ
の
判
決
を
中
心
と
し
て
|
」
明
治
大

学
現
代
法
研
究
会
編
『
政
治
の
な
か
の
法
』
六
九
頁
(
敬
文
堂
、

「
判
批
」
民
商
六
四
巻
三
号
一
二
二
頁

一
九
六
九
)
、
④
西
原
寛

政治献金と法人の目的の範囲

(
一
九
七
一
)
、
⑤
鍛
冶
良
堅
「
法
人
の
『
目
的
ノ
範
囲
』
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
I
』

一
八
四
頁
(
有
斐
閣

一
九
八
四
)

⑥
相
本
宏
「
法
人
論
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
I
」

平
井
宜
雄
編
『
民
法
判
例
百
選
I
』
二
五
頁
(
有
斐
閣
、
第
三
版
、

一
七
四
頁
(
有
斐
閣
、

一
九
八
四
)
、
⑦
森
泉
章
「
判
批
」
星
野
英
一
・

一
九
八
九
)
、
⑧
三
枝
一
雄
「
『
会
社
の
な
す
政
治
献
金
』
論
に
つ

い
て
」
法
論
六
三
巻
二
H

三
号
九
四
頁
以
下
(
一
九
九
O
)
、
⑨
武
藤
春
光
「
会
社
は
政
治
献
金
に
関
す
る
権
利
能
力
を
有
す
る
か
」

商
事
一
三
四
三
号
三
七
頁
以
下
(
一
九
九
四
)
、
⑩
白
羽
祐
三
『
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
現
代
的
契
約
自
由
』

二
二
七
頁
以
下
(
中
央
大
学

一
九
九
六
)
、
⑪
北
野
弘
久
『
税
理
士
制
度
の
研
究
』
二
四
二
頁
、
三
二
二
頁
(
税
務
経
理
協
会
、
増
補
版
、

一
九
九
七
)
、

出
版
部
、
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⑫
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ

l
ク
ス
一
五
号
一

O
頁
(
一
九
九
七
)
、
⑬
河
内
宏
「
民
法
四
三
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条
・
五
三
条
ー
五
五
条
（
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表
権
）
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年

H
　
個
別
的
観
察
（
1
）
総
則
編
・
物
権
編
』
五
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
し
、
新
山
雄
三

「
株
式
会
社
企
業
の
『
社
会
的
実
在
性
』
と
政
治
献
金
能
力
1
い
わ
ゆ
る
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
判
決
の
分
析
と
評
価
i
」
岡
法
四

〇
巻
三
“
四
号
一
四
八
頁
以
下
（
一
九
九
こ
の
ご
と
く
、
「
政
治
献
金
を
含
む
政
治
的
活
動
は
、
そ
の
よ
う
な
”
経
済
人
ぎ
目
o

o
8
8
鼠
8
”
と
し
て
の
株
式
会
社
企
業
の
、
営
利
社
団
法
人
と
し
て
の
社
会
的
実
在
性
を
超
え
た
行
為
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
く
、
そ
れ
が
定
款
所
定
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
お
よ
そ
法
人
た
る
会
社
の
権
利
能

力
の
性
質
上
の
制
限
に
よ
る
能
力
外
の
行
為
と
し
て
、
政
治
献
金
を
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と

す
る
見
解
ま
で
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
国
会
に
お
い
て
、
参
考
人
と
し
て
出
席

し
、
「
企
業
献
金
そ
の
も
の
が
悪
と
か
善
と
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
法
律
的
に
余
り
理
屈
は
通
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
は
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
と
お
り
、
法
人
と
い
う
の
は
そ
の
定

款
な
り
寄
附
行
為
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
範
囲
で
生
き
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
で
き
な
い
、

つ
ま
り
適
法
性
が
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
先
ほ
ど
言
っ
た
八
幡
製
鉄
の
事
件
に
お
き
ま
し
て
も
そ
の
点
が
真
っ
先

に
唱
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
意
味
で
、
企
業
献
金
と
い
う
も
の
が
現
在
の
よ
う
な
形
で
数
百
万
、
数
千
万
あ
る

い
は
億
と
い
っ
た
よ
う
な
単
位
で
入
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
悪
で
す
、
私
の
評
価
か
ら
い
い
ま
す
と
。
こ
れ
は
あ
る
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
何
と
か
直
し
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
か
ぬ
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
輪
ご
と
発
言
さ

れ
て
い
る
。
有
力
な
見
解
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
判
例
・
学
説
は
、
い
ず
れ
も
内
田
貴
教
授
が
い
う
よ
う
に
「
法
律
家
の

論
理
」
で
な
い
と
、
果
た
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

一50一
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条
・
五
三
条
i
五
五
条
(
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表
権
)
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
一
編
『
民
法
典
の
百
年

E 

個
別
的
観
察

(
1
)
総
則
編
・
物
権
編
』
五
二
頁
(
有
斐
閣
、

一
九
九
八
)
な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
し
、
新
山
雄
一

43 (山梨学院大学〕

「
株
式
会
社
企
業
の
「
社
会
的
実
在
性
」
と
政
治
献
金
能
力
l

い
わ
ゆ
る
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
判
決
の
分
析
と
評
価
i
」
岡
法
四

O
巻
三
H
四
号
一
四
八
頁
以
下
(
一
九
九
一
)

の
ご
と
く
、
「
政
治
献
金
を
含
む
政
治
的
活
動
は
、
そ
の
よ
う
な

P

経
済
人
『
。
自
。

。
。
。
ロ
。
患
の
?
と
し
て
の
株
式
会
社
企
業
の
、
営
利
社
団
法
人
と
し
て
の
社
会
的
実
在
性
を
超
え
た
行
為
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
く
、
そ
れ
が
定
款
所
定
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
お
よ
そ
法
人
た
る
会
社
の
権
利
能

法学論集

カ
の
性
質
上
の
制
限
に
よ
る
能
力
外
の
行
為
と
し
て
、
政
治
献
金
を
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と

す
る
見
解
ま
で
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
国
会
に
お
い
て
、
参
考
人
と
し
て
出
席

ー 50-

し
、
「
企
業
献
金
そ
の
も
の
が
悪
と
か
善
と
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
法
律
的
に
余
り
理
屈
は
通
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
は
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
と
お
り
、
法
人
と
い
う
の
は
そ
の
定

款
な
り
寄
附
行
為
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
範
囲
で
生
き
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
で
き
な
い
、

つ
ま
り
適
法
性
が
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
先
ほ
ど
一
一
一
口
っ
た
八
幡
製
鉄
の
事
件
に
お
き
ま
し
で
も
そ
の
点
が
真
っ
先

に
唱
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
意
昧
で
、
企
業
献
金
と
い
う
も
の
が
現
在
の
よ
う
な
形
で
数
百
万
、
数
千
万
あ
る

い
は
億
と
い
っ
た
よ
う
な
単
位
で
入
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
悪
で
す
、
私
の
評
価
か
ら
い
い
ま
す
と
。
こ
れ
は
あ
る
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
何
と
か
直
し
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
か
ぬ
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
ち
」
と
発
言
さ

れ
て
い
る
。
有
力
な
見
解
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
判
例
・
学
説
は
、

い
ず
れ
も
内
田
貴
教
授
が
い
う
よ
う
に
「
法
律
家
の

論
理
」
で
な
い
と
、
果
た
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
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（
36
）
　
こ
の
判
決
は
、
政
治
献
金
を
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
、
か
つ
、
窃
盗
罪
の
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。
な
お
、
上
訴
さ
れ
た
言
速
一
馨
①
U
三
の
一
自
で

　
　
は
、
政
治
献
金
を
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
も
の
の
窃
盗
罪
の
責
任
は
否
定
し
、
こ
れ
が
本
文
引
用
の
0
2
辞
亀
》
暑
窪
一
の
に
上
訴
さ
れ
た
。

（
3
7
）
　
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
↓
o
需
§
箭
5
帥
岳
o
芭
R
＄
嘗
『
①
o
津
ぎ
の
韓
ρ
臣
一
8
巴
9
0
帥
8
壱
o
轟
岳
9
窪
鷺
霧
の
ぞ
席
§
葺
①
自

　
　
菖
一
馨
8
①
凝
轟
㊦
ぎ
℃
o
ま
8
一
日
葺
①
β
ξ
島
o
巨
塁
浮
o
昔
a
霧
①
o
｛
騨
ω
8
む
o
翼
①
嘗
且
ω
蓉
o
び
①
8
ヨ
①
琶
8
響
亀
o
『
o
o
ぎ
”
℃
o
ま
o
包
8
暮
①
ω
計

　
　
名
o
覧
9
ぼ
目
網
o
嘗
鼠
o
昌
ず
①
件
o
ω
き
＆
8
き
ぎ
獣
潟
①
目
Φ
馨
唇
8
浮
①
ユ
α
q
鐸
の
o
脇
浮
Φ
＜
〇
一
R
ω
矯
毛
ぎ
巴
8
ρ
①
穿
o
霊
ω
ぎ
島
く
置
仁
巴
ω
o
『
け
ぼ
o
仁
管
℃
o
蒙
o
巴

　
　
o
『
撃
艮
国
蝕
g
μ
ヨ
塁
〇
一
〇
〇
δ
五
冒
o
o
身
〇
二
＆
常
＆
ざ
o
白
o
芭
ω
ぎ
器
く
0
8
昌
o
｛
芸
①
且
8
旦
Φ
ω
臨
g
≦
窪
9
梓
ゲ
超
8
暮
①
鼠
。
↓
o
窪
8
畦
甜
①
爵
①

　
　
巨
壁
浮
o
言
＆
参
①
o
h
8
壱
o
段
①
旨
且
ω
8
℃
o
ま
。
巴
讐
壱
o
ω
①
の
且
讐
貫
。
ω
葺
ぎ
爵
o
o
お
§
『
。
ω
o
津
冨
ω
§
①
び
①
8
鼠
昌
讐
房
ヨ
婁
①
参
醤
9
降
m
。
建

　
　
げ
①
一
轟
惹
浮
お
の
鼠
9
a
℃
o
類
R
の
ヨ
黛
げ
①
8
3
①
帥
日
o
霧
8
『
昏
緯
唐
塁
ユ
o
巨
醤
一
①
凶
富
o
お
卑
8
　
≧
矯
⊆
暴
暮
げ
o
蔚
8
8
什
o
討
8
唇
o
蚕
ヰ
8
島
讐
強
①
9
ω

　
　
讐
窪
9
旨
R
①
器
註
チ
雲
9
の
a
o
島
讐
＆
瑠
－
『
8
0
露
鑛
8
3
8
仁
窪
8
ω
一
ω
即
ヨ
Φ
召
8
8
昏
o
の
婁
①
き
飢
謎
蝕
房
貯
讐
菖
0
2
一
一
馨

　
　
　
な
お
、
富
山
教
授
は
、
9
8
暮
き
臼
判
事
の
こ
う
し
た
見
解
に
注
目
す
る
】
方
、
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
（
甲
＜
o
“
P
O
拝
‘
鐸
9

　
　
一
〇
鵠
山
ω
葛
く
紹
Z
毫
お
鵠
ψ
一
一
〇
。
ご
で
示
さ
れ
た
「
政
党
に
献
金
を
な
す
者
は
、
通
常
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
政
党
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
支

　
　
持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
市
民
が
そ
の
政
党
に
投
票
す
る
の
と
類
似
し
て
い
る
。
彼
の
な
す
政
治
献
金
は
、
政
治
意
思
の
形
成
に

　
　
参
加
す
る
権
利
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
の
民
主
主
義
の
下
で
は
、
政
治
意
思
の
形
成
へ
参
加
す
る
権
利
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
に
お
い
て
あ
ら

　
　
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
意
見
の
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
不
断
の
過
程
に
お
い
て
市
民
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。
…
…
」
と
す

　
　
る
見
解
を
引
用
さ
れ
（
富
山
康
吉
「
株
式
会
社
の
な
す
献
金
（
三
－
完
）
i
そ
の
三
　
政
治
献
金
1
」
民
商
四
七
巻
六
号
四
六
頁
〔
一
九
六
三
〕
）
、
こ
れ

　
　
ら
の
見
解
を
素
材
と
し
て
注
（
7
3
）
で
後
述
す
る
よ
う
に
会
社
の
政
治
献
金
は
公
序
良
俗
違
反
と
の
見
解
を
導
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
西
ド
イ
ツ
の
連
邦

　
　
憲
法
裁
判
所
の
判
決
も
、
法
人
の
政
治
献
金
が
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
点
で
参
考
に
な
る
。

（
3
8
）
霊
需
嘗
Φ
『
の
冒
琶
ご
三
8
Z
9
㎝
O
b
。
ダ
d
昌
a
ω
§
①
の
下
O
刈
d
φ
ω
o。
㎝
（
一
〇
認
）

（
39
）
　
労
働
組
合
が
「
政
治
的
目
的
に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す
な
わ
ち
P
A
C
（
℃
o
窪
8
一
＞
鼠
8
0
0
ヨ
菖
再
8
）
と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員

　
　
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
】
定
額
の
寄
附
を
行
う
こ
と
を
認
め
た
一
九
七
一
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
は
、
本
件
が
連
邦
最
高
裁
に
上
告
さ

　
　
れ
口
頭
弁
論
を
終
了
し
た
後
に
発
効
し
て
お
り
、
本
件
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
0
）
　
℃
昼
①
蜜
o
『
の
冒
o
巴
〇
三
8
Z
g
O
爵
ダ
O
葺
8
ω
§
o
の
も
§
遮
帥
区
置
よ
嵩
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八
註
V

(
部
)
こ
の
判
決
は
、
政
治
献
金
を
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
、
か
っ
、
窃
盗
罪
の
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。
な
お
、
上
訴
さ
れ
た
〉
毛
色
ω窓
口
玄
位
。
ロ
で

は
、
政
治
献
金
を
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
も
の
の
窃
盗
罪
の
責
任
は
否
定
し
、
こ
れ
が
本
文
引
用
の

n
g
H・2
同
h
H
3
2
Zに
上
訴
さ
れ
た
。

(
幻
)
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
忌
宮

B
昨
告
白
邑
出
含
-
q
g
Z
B
え

F
2
E
P
E
r
s
-丹
ゲ
ゆ
と
。
弓
。
『
邑

g

a胃
g
暑
苦
B
E
&

ぴ】

Lmd司
言
。
ロ
柏
町
内
田
旧
宮
山
口
吉
田

ag-Em凶洋角川円少
σ可
岳

o
c
E丘
町
。
ユ

N
a
g。。岡山
g
g召
2
a
o
p
E
ω
・件。ぴ

o
g
S
O
S
R民
話
同
。

2
0
E
ω
旬。ロ片付

m
L
g
E
g
F

4
8
2
-
P
E
B判。
1
D
Z
P
r
s
ω
g
a
g
s
E
E口問。
B
g
z
u
S
F
O
H凶

hHFZ
え

F
o
g
Z
3
4岳
。
色
。
ロ
タ
。
日
同
F
2
g
宮
内
田
守
山
含
包

ω。
ユ

rgcmF
吉田同庁内品

。司

mmENm一
件
目
。
ロ
タ
自
宅
己
ゅ
の

F
岳
吋
ゅ
の
己
可
。
叫
広
島

5
2
q・
。
白
色
色

ω
宮
包
〈
。
。
印
有
。
ご
VO
同
】
ユ
ロ
己
主

2
向
。
吋
巧
庄
の
『
吾

4
8
E
g品
・
、
円
。

g
g
c
g
m
m
w
任。

EMm丘
町
。
ユ
児
島
広
忠
良

gH・3
5
Z
Eロ
含
言
明

5-58-
望
号
g
g
s
-
m
Z
5
2
E
D
F。
2
2
E『
2
。ご

FOω
官
官

g
g
E
S
m
昨
ω
B
g件。
2
・
同

dom目立自己何回目

σ包
括
託

p
g
aュ
20円四句。君。『
ω自
宅
言
。
。
言
。

ω
B。
5
8円
吾
氏
自
宅
島
。

B
-
s
z
-
a
q
g
Z「・〉口山、
5
2吾
。
ュ
自
己

R
2
2
8弓。
EH回
。
三
宮
仲
良
2
Z

宮

σ問。
E
q
g
Z
呈
見
回
告
の
『
忠
岡
山
。

5

8円
四
雪
rBm岳
山
口
問
。
。
ロ
宮
内

H
Z
8
2巴
Z
E
g
R
Z。
昏

2
E
o
自
己
認
包
ロ

2
E
E目
。
吉
田
♀
・

な
お
、
富
山
教
授
は
、

C
5
2
g
z自
判
事
の
こ
う
し
た
見
解
に
注
目
す
る
一
方
、
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
(
回
・
〈
。
匹
。
・
巴
ユ
・
司
・
ぼ
・
。
・

5
8
1
N
回
当

5
N
Z
ヨ
s
g∞・

5r)
で
示
さ
れ
た
「
政
党
に
献
金
を
な
す
者
は
、
通
常
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
政
党
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
支

持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
市
民
が
そ
の
政
党
に
投
票
す
る
の
と
類
似
し
て
い
る
。
彼
の
な
す
政
治
献
金
は
、
政
治
意
思
の
形
成
に

参
加
す
る
権
利
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
の
民
主
主
義
の
下
で
は
、
政
治
意
思
の
形
成
へ
参
加
す
る
権
利
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
に
お
い
て
あ
ら

わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
意
見
の
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
不
断
の
過
程
に
お
い
て
市
民
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。
:
:
:
」
と
す

る
見
解
を
引
用
さ
れ
(
富
山
康
吉
「
株
式
会
社
の
な
す
献
金
(
三
1

完

)
iそ
の
三
政
治
献
金
1

」
民
商
四
七
巻
六
号
四
六
頁
〔
一
九
六
三
〕
)
、
こ
れ

ら
の
見
解
を
素
材
と
し
て
注
(
花
)
で
後
述
す
る
よ
う
に
会
社
の
政
治
献
金
は
公
序
良
俗
違
反
と
の
見
解
を
導
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
西
ド
イ
ツ
の
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
判
決
も
、
法
人
の
政
治
献
金
が
構
成
員
の
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
点
で
参
考
に
な
る
。

(
お
)
百
一
宮
山
陸
宮
『

ωHbnmMd巳。ロ
Z。・印。
N〈
-
C
E宮
内
田
∞
宮
青
少

hp(}叶巴・∞・
ω∞
印
(
忌
吋

N)

(
m
m
)

労
働
組
合
が
「
政
治
的
目
的
に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す
な
わ
ち

P
A
C
9畠
青
色
〉

S
g
n。
B
Bま
2)
と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員

会
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
一
定
額
の
寄
附
を
行
う
こ
と
を
認
め
た
一
九
七
一
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
は
、
本
件
が
連
邦
最
高
裁
に
上
告
さ

れ
口
頭
弁
論
を
終
了
し
た
後
に
発
効
し
て
お
り
、
本
件
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。

(
的
)
盟
問

xw出得。『
ω円

bnm-Cロ目。ロ
Z。・
8NdN-CE宮
内
回
∞
宮
常

ω・
2hvsahHAF--aE印

- 51ー
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（
4
1
）
　
奨
鉾
畦
O
I
亀
①

（
4
2
）
　
一
9
讐
禽
ω

（
4
3
）
　
連
邦
最
高
裁
は
、
勺
ぜ
＆
藷
あ
事
件
で
、
財
政
上
の
寄
付
に
よ
っ
て
可
能
な
選
挙
に
対
す
る
会
社
や
組
合
へ
の
影
響
を
減
少
さ
せ
た
り
取
り
除
く
こ
と

　
　
と
い
う
目
標
よ
り
も
、
政
治
目
的
の
た
め
に
連
携
し
て
自
発
的
に
行
動
を
共
に
す
る
株
主
や
組
合
員
の
修
正
第
一
条
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
と
同
時
に
、

　
会
社
や
組
合
の
指
導
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
選
び
出
さ
れ
た
政
治
活
動
を
す
る
候
補
者
や
政
党
に
、
自
己
の
個
人
的
見
解
に
か
か
わ
り
な
く
財
政
的
に
支

　
援
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
と
い
う
目
標
に
、
明
ら
か
に
優
位
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

　
田
＆
昌
言
喜
獣
①
一
P
9
も
o
還
蹴
g
旨
鼠
富
守
ミ
S
ざ
蕊
融
由
Φ
9
0
途
、
ぎ
寂
β
島
q
屋
①
ぎ
ロ
巴
ω
o
協
爵
①
言
9
0
き
諺
8
α
o
ヨ
網
o
毛
o
ま
。
巴
m
且
oo
8
芭

　
の
o
一
窪
8
0
。
ρ
島
（
お
ざ
γ
　
同
様
に
、
国
℃
＆
箒
あ
事
件
は
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
第
一
義
的
な
目
的
を
「
少
数
派
の
利
益
保
護
」
と
し
て
い
る

　
　
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
自
o
拝
言
畠
器
一
P
9
き
負
讐
①
b
o
目
8
醤
R
麩
亀
S
Φ
9
趨
o
途
融
、
o
霞
o
鑓
G
亀
畦
ぴ
鼠
亀
ふ
二
〇
譲
卑
ご
寄
‘
q
ホ
ふ
ま

　
　
（
お
誤
）
。
ま
た
、
石
田
教
授
も
、
「
こ
の
判
示
か
ら
み
て
、
第
六
一
〇
条
の
制
定
趣
旨
の
一
つ
が
、
政
治
献
金
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
会
社
お
よ
び
組
合

　
　
が
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
組
合
に
関
し
て
は
、
少
数
組
合
員
の
個
人

　
　
的
な
意
見
を
無
視
し
て
、
組
合
の
指
導
者
が
選
ぶ
党
や
候
補
者
へ
献
金
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
少
数
組
合

　
　
員
の
修
正
第
一
条
上
の
権
利
（
表
現
の
自
由
）
を
保
護
す
る
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
基
本
目
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と

　
　
思
わ
れ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
石
田
栄
一
一
郎
「
会
社
・
組
合
の
政
治
献
金
に
関
す
る
米
連
邦
最
高
裁
の
新
判
例
」
比
較
法
政
一
一
号
一
四
四
頁
〔
近

　
畿
大
学
比
較
法
・
政
治
研
究
所
、
一
九
七
七
〕
）
。

　
　
　
さ
ら
に
、
d
艮
a
ω
§
窃
ダ
0
8
贋
霧
ω
o
脇
囮
且
霧
巳
巴
O
彊
昏
塁
臨
8
の
る
G
。
㎝
目
ψ
一
8
（
一
漣
o
。
）
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
四
三
年
の

　
　
「
戦
時
労
働
争
議
法
」
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
実
現
さ
れ
た
背
景
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
働
組
合
が
財
政
支

　
　
出
を
通
じ
て
選
挙
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
極
小
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
組
合
員
が
反
対
す
る
政
党
に
組
合
の
一
般
基
金
か
ら
組
合
指
導
者
が
寄
付

　
　
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
は
、
個
々
の
組
合
員
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
」
と
さ
れ
る
（
α
昌
a
ω
馨
8
ダ
9
ρ
鶏
蜜
応
簿
一
嵩
）
。
ま
た
、

　
　
ラ
ト
レ
ッ
ジ
判
事
（
竃
ぴ
冒
の
識
8
男
巨
9
篶
）
は
、
「
せ
い
ぜ
い
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
第
三
二
二
条
は
、
表
面
上
『
少
数
派
保
護
』
と
い
う
目
的
に
わ

　
　
ず
か
な
示
唆
を
与
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
（
一
九
四
七
年
の
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法
の
）
上
院
で
の
審
議
で
第
一
に
強
調
さ
れ
た
意

　
　
見
と
な
っ
た
の
は
『
少
数
派
保
護
』
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
d
葺
9
00
聾
霧
ダ
9
ρ
恥
§
還
象
犀
①
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
O
良
ダ
》
筈
」
旨
鍔
ψ
8
（
お
謡
）
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
コ
九
〇
七
年
の
法
律
（
テ
ィ
ル
マ
ン
法
）
の
立
法
史
は
、
．

一52一
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(
制
)
足
-m円
台
印
l
色
。

(
位
)
『
民
・
町
民

hpNω

(
必
)
連
邦
最
高
裁
は
、
虫
湾
出
淳
司
ω
事
件
で
、
財
政
上
の
寄
付
に
よ
っ
て
可
能
な
選
挙
に
対
す
る
会
社
や
組
合
へ
の
影
響
を
減
少
さ
せ
た
り
取
り
除
く
こ
と

と
い
う
目
標
よ
り
も
、
政
治
目
的
の
た
め
に
連
携
し
て
自
発
的
に
行
動
を
共
に
す
る
株
主
や
組
合
員
の
修
正
第
一
条
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
と
同
時
に
、

会
社
や
組
合
の
指
導
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
選
び
出
さ
れ
た
政
治
活
動
を
す
る
候
補
者
や
政
党
に
、
自
己
の
個
人
的
見
解
に
か
か
わ
り
な
く
財
政
的
に
支

援
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
と
い
う
目
標
に
、
明
ら
か
に
優
位
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

思
豆
ロ
冨
・
開
宮
青
山
p
向。ーも。

B
D
.
8
2
E
E宮
、
町
田

.8三
回
巴
2
E
H見
、
。
患
の
め
、

b
z
d
o
〉
ロ
ロ
包
ω
。
同
同
町
。
〉
自
色
。

g
k戸

-g色。
BM可。片岡
S
E
S
Z
E
∞。。

-mw-

∞の目。ロのめ

ω
ω
w
b
(
巴
誌
)
・
同
様
に
、
盟
問
漏
出
悲
話
事
件
は
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
第
一
義
的
な
目
的
を
「
少
数
派
の
利
益
保
護
」
と
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
出
。
F
富
山
岳
忠
二
)
-
w

向
。
告
。
包
向
。
匂
。
包
号
、
常
、
自
民
$
角
川
(
U
C
H

唱。
5
円。

3
h
R
S
~
n
s
E
E位
。
句
、
色
目
。
者
ω
円・問。〈

-
E
P
日印。

(HS印
)
。
ま
た
、
石
田
教
授
也
、
「
こ
の
判
示
か
ら
み
て
、
第
六
一

O
条
の
制
定
趣
旨
の
一
つ
が
、
政
治
献
金
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
会
社
お
よ
び
組
合

が
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
組
合
に
関
し
て
は
、
少
数
組
合
員
の
個
人

的
な
意
見
を
無
視
し
て
、
組
合
の
指
導
者
が
選
ぶ
党
や
候
補
者
へ
献
金
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
少
数
組
合

員
の
修
正
第
一
条
上
の
権
利
(
表
現
の
自
由
)
を
保
護
す
る
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
基
本
目
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
石
田
栄
二
郎
「
会
社
・
組
合
の
政
治
献
金
に
関
す
る
米
連
邦
最
高
裁
の
新
判
例
」
比
較
法
政
一
一
号
一
四
四
頁
〔
近

畿
大
学
比
較
法
・
政
治
研
究
所
、
一
九
七
七
〕
)
。

さ
ら
に
、
白
此
需
品
∞
宮
常
ω
〈
-ng唱
.0
虫
色

H
E
5
E色
。
布
告
白
N
m
色
。
ロ
タ

ωω
日巴・∞

-
H
8
2
2∞
)
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
四
三
年
の

「
戦
時
労
働
争
議
法
」
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
実
現
さ
れ
た
背
景
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
働
組
合
が
財
政
支

出
を
通
じ
て
選
挙
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
極
小
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
組
合
員
が
反
対
す
る
政
党
に
組
合
の
一
般
基
金
か
ら
組
合
指
導
者
が
寄
付

す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
は
、
個
々
の
組
合
員
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
」
と
さ
れ
る
(
巴
巳
青
島
∞
EZω
〈
-
Q
0・
ghvB
包
ロ
印
)
。
ま
た
、

ラ
ト
レ
ッ
ジ
判
事
(
冨
吋

-
E
a
g
同巳
-amo)
は
、
「
せ
い
ぜ
い
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
第
三
一
三
条
は
、
表
面
上
『
少
数
派
保
護
』
と
い
う
目
的
に
わ

ず
か
な
示
唆
を
与
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
(
一
九
四
七
年
の
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ

l
法
の
)
上
院
で
の
審
議
で
第
一
に
強
調
さ
れ
た
意

見
と
な
っ
た
の
は
『
少
数
派
保
護
』
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る

(
d
E
z
a
∞
EZω
〈
-
Q
0・
め
吾
E
a
E
S
。

と
こ
ろ
で
、
打
。
ユ
〈
・
〉
ω
F
L
N
N
d・∞・

8
(回
当
日
)
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
「
一
九
O
七
年
の
法
律
(
テ
イ
ル
マ
ン
法
)
の
立
法
史
は
、
:
・
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53政治献金と法人の目的の範囲

…
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
一
九
〇
七
年
の
法
律
、
及
び
、
そ
の
規
定
を
若
干
変

更
し
て
三
二
二
条
と
し
て
再
び
規
定
し
た
『
九
二
五
年
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
…
…
の
主
要
な
目
的
は
、
連
邦
選
挙
が
『
金
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る
』
…
…
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
り
、
『
気
前
の
良
い
選
挙
運
動
の
献
金
の
た
め
に
、
営
業
上
の
利
益
を
捜
し
だ
し
、
時
に
は
そ
れ
を
得
さ

せ
て
く
れ
る
政
党
へ
の
明
ら
か
な
影
響
力
』
…
…
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
の
立
法
は
、
主
と
し
て
集
合
さ
れ
た
富
の
源
、
そ
し
て
そ

れ
ゆ
え
に
腐
敗
さ
せ
う
る
影
響
の
源
と
し
て
会
社
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
と
株
主
の
間
の
内
部
関
係
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と

判
示
し
て
い
る
（
O
o
辞
～
＞
吟
も
琶
還
無
o。
一
－
o
。
N
）
。
そ
し
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
関
す
る
注
に
お

い
て
、
「
第
六
一
〇
条
は
、
後
に
労
働
組
合
を
そ
の
政
治
献
金
禁
止
の
中
に
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
拡
張
の
歴
史
は
、
す
で
に
詳
し
く
語

ら
れ
て
き
た
。
…
…
当
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
が
、
永
続
的
に
第
六
一
〇
条
を
労
働
組
合
に
拡
張
す
る
に
際
し
、
政
治
目
的
の
た
め
に
組
合
基
金
を
使
用

す
る
こ
と
か
ら
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
対
し
て
関
心
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
…
…
会
社
に
つ
い
て
は
金
権
選
挙
か
ら
の
解
放
を
強
調
し
、

労
働
組
合
に
つ
い
て
は
少
数
組
合
員
の
保
護
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
う
し
た
相
違
は
、
株
主
は
株
を
自
発
的
に
取
得
し
、
株
を
処
分
す
る
自
由
を
有
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
組
合
員
の
資
格
と
組
合
費
の
支
払
い
が
、
組
合
保
障
条
項
（
労
働
協
約
中
、
締
結
当
事
者
た
る
組
合
へ
の
従
業
員
へ
の
加
入
を
強
制

す
る
な
ど
、
当
該
組
合
の
勢
力
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
…
…
筆
者
注
）
や
組
合
費
の
控
除
の
規
定
（
使
用
者
が
組
合
員
た
る
労
働

者
の
賃
金
か
ら
組
合
費
を
控
除
し
て
、
こ
れ
を
】
括
し
て
労
働
組
合
に
交
付
す
る
規
定
…
…
筆
者
注
）
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
非
自
発
的
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
9
講
‘
》
呂
葛
§
憲
葺
o
。
一
P
お
）
。
し
か
し
、
右
判
決
が
そ
も
そ
も
第
六
一
〇
条
の
第
一

次
目
的
を
選
挙
に
対
し
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
反
対
意
見
を
有
す
る
組
合
員
や
株
主
と
い

っ
た
少
数
派
の
利
益
（
旨
8
二
な
ぎ
富
お
豊
を
保
護
す
る
こ
と
を
そ
の
主
要
目
的
と
解
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
し
（
∪
薯
匡
》
9
0
霧
ぼ
薦
一
§
Φ

匙
嘗
亀
酔
①
勾
旺
R
絶
恥
壁
亀
9
轄
o
、
讐
①
麩
亀
騨
ご
自
9
§
b
幾
題
9
旨
慧
ぴ
駐
o
麩
き
亀
ぎ
象
息
鷺
賢
8
合
鍔
O
鐸
げ
男
①
ダ
置
o。
」
㎝
一
①
一

ω
①
ρ
（
お
謹
）
●
＝
o
置
霞
魯
器
一
U
‘
⑦
§
途
辞
脇
S
3
0
。
ふ
串
　
と
り
わ
け
、
後
者
の
文
献
は
、
峯
暮
竃
O
で
、
「
0
8
昏
判
決
は
、
第
六
】
○
条
の
基
本
目

的
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
少
数
者
の
利
益
保
護
に
、
十
分
な
重
要
性
を
与
え
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
先
例
と
し
て
の
価
値
が
疑
わ

し
い
と
言
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
置
い
た
と
し
て
も
、
「
判
決
の
た
め
に
提
示
さ
れ
た
主
た
る
争
点
は
、
法
人
が
『
大
統
領
及

び
副
大
統
領
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
選
挙
に
関
し
て
献
金
又
は
支
出
』
を
行
う
こ
と
を
禁
ず
る
刑
法
規
定
で
あ
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
〇

条
に
、
会
社
役
員
に
対
す
る
私
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
会
社
の
株
主
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
黙
示
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
当
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
上
の
請
求
権
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
第
六
一
〇
条
の
立
法
の
文
脈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
法
律

一53一

政治献金と法人の目的の範囲

:
・
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
一
九

O
七
年
の
法
律
、
及
び
、
そ
の
規
定
を
若
干
変

更
し
て
コ
二
三
条
と
し
て
再
び
規
定
し
た
一
九
二
五
年
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
:
:
:
の
主
要
な
目
的
は
、
連
邦
選
挙
が
『
金
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る
』
:
:
:
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
り
、
『
気
前
の
良
い
選
挙
運
動
の
献
金
の
た
め
に
、
営
業
上
の
利
益
を
捜
し
だ
し
、
時
に
は
そ
れ
を
得
さ

せ
て
く
れ
る
政
党
へ
の
明
ら
か
な
影
響
力
』
:
:
:
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
の
立
法
は
、
主
と
し
て
集
合
さ
れ
た
富
の
源
、
そ
し
て
そ

れ
ゆ
え
に
腐
敗
さ
せ
う
る
影
響
の
源
と
し
て
会
社
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
と
株
主
の
聞
の
内
部
関
係
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と

判
示
し
て
い
る
(
打
。
H

・2
・
〉
岳
、
吾
温
色
白
l
∞
N
)

。
そ
し
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
関
す
る
注
に
お

い
て
、
「
第
六
一

O
条
は
、
後
に
労
働
組
合
を
そ
の
政
治
献
金
禁
止
の
中
に
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
拡
張
の
歴
史
は
、
す
で
に
詳
し
く
語

ら
れ
て
き
た
。
:
:
:
当
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
が
、
永
続
的
に
第
六
一

O
条
を
労
働
組
合
に
拡
張
す
る
に
際
し
、
政
治
目
的
の
た
め
に
組
合
基
金
を
使
用

す
る
こ
と
か
ら
組
合
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
対
し
て
関
心
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
:
:
:
会
社
に
つ
い
て
は
金
権
選
挙
か
ら
の
解
放
を
強
調
し
、

労
働
組
合
に
つ
い
て
は
少
数
組
合
員
の
保
護
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
う
し
た
相
違
は
、
株
主
は
株
を
自
発
的
に
取
得
し
、
株
を
処
分
す
る
自
由
を
有
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
組
合
員
の
資
格
と
組
合
費
の
支
払
い
が
、
組
合
保
障
条
項
(
労
働
協
約
中
、
締
結
当
事
者
た
る
組
合
へ
の
従
業
員
へ
の
加
入
を
強
制

す
る
な
ど
、
当
該
組
合
の
勢
力
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
:
:
:
筆
者
注
)
や
組
合
費
の
控
除
の
規
定
(
使
用
者
が
組
合
員
た
る
労
働

者
の
賃
金
か
ら
組
合
費
を
控
除
し
て
、
こ
れ
を
一
括
し
て
労
働
組
合
に
交
付
す
る
規
定
:
:
:
筆
者
注
)
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
非
自
発
的
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
円
。
同
・

2
・
〉
岳
・
ω
さ
B
巳
巴
ロ

-Z)
。
し
か
し
、
右
判
決
が
そ
も
そ
も
第
六
一

O
条
の
第
一

次
目
的
を
選
挙
に
対
し
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
反
対
意
見
を
有
す
る
組
合
員
や
株
主
と
い

っ
た
少
数
派
の
利
益

(
E
E。
ユ
守
宮
宮
5
2
)
を
保
護
す
る
こ
と
を
そ
の
主
要
目
的
と
解
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
し
(
ロ
2
E
K
F・
m
g
g
g括
・
同
出
。

町
S
皇
官
民

S
匙
守
色
管
思
号
、
民
国

B
S
会
同
暗
号
警
告
民

S
E町
民
宅
島
出
向
。
ロ
ミ
守
口
号

2
8門
戸
町
阿
湾
b
s
.
E
5
9
お
戸

n
E・
「
問
。
〈
・
に
∞
・

5
2円

ω
2・
(
右
足
)
・
出
。
-F
冨
W
F
8己
)Jghvsm戸
仲
間
印
円
切

g・
8
N・
と
り
わ
け
、
後
者
の
文
献
は
、
毘
・
巳
句
。
で
、
「

n
g
R判
決
は
、
第
六
一

O
条
の
基
本
目

的
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
少
数
者
の
利
益
保
護
に
、
十
分
な
重
要
性
を
与
え
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
先
例
と
し
て
の
価
値
が
疑
わ

し
い
と
言
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
)
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
置
い
た
と
し
て
も
、
「
判
決
の
た
め
に
提
示
さ
れ
た
主
た
る
争
点
は
、
法
人
が
『
大
統
領
及

び
副
大
統
領
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
選
挙
に
関
し
て
献
金
文
は
支
出
』
を
行
う
こ
と
を
禁
ず
る
刑
法
規
定
で
あ
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一

O

条
に
、
会
社
役
員
に
対
す
る
私
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
会
社
の
株
主
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
黙
示
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
当
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
上
の
請
求
権
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
第
六
一

O
条
の
立
法
の
文
脈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
法
律
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を
制
定
し
た
連
邦
議
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
を
下
す
。
」
（
O
o
旨
ダ
》
筈
も
琶
還
讐
①
o。
－
8
）
と
い
う
こ
と
を
根
拠
づ

　
け
る
た
め
に
、
右
判
示
は
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関

　
心
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
会
社
の
政
治
献
金
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
い
う
論
旨
か
ら
、
連
邦
選
挙
が
「
金
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」
限

　
り
会
社
の
政
治
献
金
は
許
さ
れ
る
と
帰
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
八
六
年
一
二
月
一
五
日
の
連
邦
最

　
高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
決
（
注
（
4
4
）
参
照
）
に
お
い
て
、
非
営
利
、
非
株
式
の
法
人
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生

　
活
協
会
が
そ
の
一
般
基
金
の
資
金
か
ら
連
邦
選
挙
に
際
し
て
支
出
し
た
こ
と
が
、
す
べ
て
の
法
人
に
対
し
P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た

　
連
邦
法
に
違
反
す
る
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
が
、
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る

　
　
こ
と
か
ら
、
た
と
え
そ
の
組
織
に
関
係
す
る
人
が
そ
の
政
治
活
動
と
意
見
を
異
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
何
ら
経
済
上
行
動
を
妨
げ

　
　
る
も
の
は
な
い
と
い
う
点
な
ど
を
重
視
し
て
、
連
邦
法
を
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
そ
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と

　
　
に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
裏
返
す
な
ら
ば
、
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
」
が
い
る
場
合
に
は
、
組
織
と
関
係
を
絶
つ

　
　
た
め
に
は
経
済
上
そ
の
行
動
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
す
べ
て
の
法
人
に
対
し
P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た
連
邦
法
は
適
用
す
べ

　
　
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
「
株
主
は
株
を
自
発
的
に
取
得
し
、
株
を
処
分
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い

　
　
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
扱
っ
て
い
な
い
点
は
注
意
を
要
し
よ
う
。

　
　
な
お
、
選
挙
に
対
し
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
と
、
反
対
意
見
の
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
の
う
ち
、

　
前
者
が
優
位
す
る
と
解
す
れ
ば
株
主
や
組
合
員
全
員
が
同
意
し
て
企
業
や
労
働
組
合
が
政
治
献
金
を
し
て
も
連
邦
法
違
反
は
成
立
す
る
の
に
対
し
、
後
者

　
　
が
優
位
す
る
と
解
す
れ
ば
株
主
や
組
合
員
全
員
の
同
意
の
上
で
企
業
や
労
働
組
合
が
政
治
献
金
を
す
る
と
連
邦
法
違
反
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と

　
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
中
原
俊
明
「
会
社
の
政
治
活
動
の
限
界
－
米
国
の
政
治
献
金
規
制
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一
〇
五
〇
号
一
二
〇
頁
（
一
九
九
四
）
。

（
44
）
　
男
a
①
巨
固
Φ
＆
8
0
0
ヨ
巨
の
の
一
9
‘
鼠
器
の
8
ど
ω
①
房
Ω
一
冨
拐
8
『
霞
ρ
ミ
O
雪
ψ
器
o。
（
一
〇
〇。
①
）

（
4
5
）
　
こ
う
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
の
三
つ
の
特
徴
に
つ
き
、
疑
聾
蕊
謹

（
4
6
）
　
「
企
業
献
金
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
や
管
理
職
、
社
員
・
従
業
員
の
政
治
的
自
由
、
な
か
ん
ず
く
少
数
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
」
と
の
趣
旨
を
本
判
決
は
含
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
右
崎
正
博
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
と
憲
法
論
ー
企
業
献
金
の
禁
止

　
　
を
中
心
と
し
て
」
法
時
六
四
巻
二
号
三
二
頁
（
一
九
九
二
）
。
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を
制
定
し
た
連
邦
議
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
を
下
す
。
」
(
打
。
同
・

2
・k
g
F
きも
E
a
。mvg)
と
い
う
こ
と
を
根
拠
、
つ

け
る
た
め
に
、
右
判
示
は
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
請
求
権
が
否
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関

心
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
会
社
の
政
治
献
金
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い
二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
い
う
論
旨
か
ら
、
連
邦
選
挙
が
「
金
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」
限

り
会
社
の
政
治
献
金
は
許
さ
れ
る
と
帰
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
八
六
年
二
一
月
一
五
日
の
連
邦
最

高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
決
(
注
(
組
)
参
照
)
に
お
い
て
、
非
営
利
、
非
株
式
の
法
人
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生

活
協
会
が
そ
の
一
般
基
金
の
資
金
か
ら
連
邦
選
挙
に
際
し
て
支
出
し
た
こ
と
が
、
す
べ
て
の
法
人
に
対
し

P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た

連
邦
法
に
違
反
す
る
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
が
、
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
を
も
た
な
い
」
団
体
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
た
と
え
そ
の
組
織
に
関
係
す
る
人
が
そ
の
政
治
活
動
と
意
見
を
異
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
何
ら
経
済
上
行
動
を
妨
げ

る
も
の
は
な
い
と
い
う
点
な
ど
を
重
視
し
て
、
連
邦
法
を
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
そ
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と

に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
裏
返
す
な
ら
ば
、
「
法
人
の
資
産
や
利
益
を
要
求
す
る
よ
う
な
株
主
」
が
い
る
場
合
に
は
、
組
織
と
関
係
を
絶
つ

た
め
に
は
経
済
上
そ
の
行
動
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
す
べ
て
の
法
人
に
対
し

P
A
C
を
通
さ
な
い
寄
付
・
支
出
を
禁
止
し
た
連
邦
法
は
適
用
す
べ

き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
「
株
主
は
株
を
自
発
的
に
取
得
し
、
株
を
処
分
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
普
通
株
主
の
保
護
は
せ
い
ぜ
い

二
次
的
関
心
事
で
あ
る
」
と
扱
っ
て
い
な
い
点
は
注
意
を
要
し
よ
う
。

な
お
、
選
挙
に
対
し
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
と
、
反
対
意
見
の
株
主
や
組
合
員
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
の
う
ち
、

前
者
が
優
位
す
る
と
解
す
れ
ば
株
主
や
組
合
員
全
員
が
同
意
し
て
企
業
や
労
働
組
合
が
政
治
献
金
を
し
て
も
連
邦
法
違
反
は
成
立
す
る
の
に
対
し
、
後
者

が
優
位
す
る
と
解
す
れ
ば
株
主
や
組
合
員
全
員
の
同
意
の
上
で
企
業
や
労
働
組
合
が
政
治
献
金
を
す
る
と
連
邦
法
違
反
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と

を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
中
原
俊
明
「
会
社
の
政
治
活
動
の
限
界
l
米
国
の
政
治
献
金
規
制
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一

O
五

O
号
一
二

O
頁
(
一
九
九
四
)
。

(
叫
)
明
作
品

2
巴
巴
ゅ
の
民
。
ロ
円
。
B
g
g
a。
ロ
〈
・
冨
ggnFCω
ゆ芹
ω
C民N
ゆロ
ω沙門
H
K
0
・
台
。
巴
・
∞
-Mω
∞
(
忌
∞
∞
)

(
必
)
こ
う
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
の
三
つ
の
特
徴
に
つ
き
、
』
「
民
主

N
E

(
必
)
「
企
業
献
金
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
や
管
理
職
、
社
員
・
従
業
員
の
政
治
的
自
由
、
な
か
ん
ず
く
少
数
構
成
員
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
の
趣
旨
を
本
判
決
は
含
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
右
崎
正
博
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
と
憲
法
論
l
企
業
献
金
の
禁
止

を
中
心
と
し
て
」
法
時
六
四
巻
一
一
号
三
二
頁
(
一
九
九
二
)
。
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6
7
）

　
』
堅
緯
一
島

　
P
A
C
を
通
し
て
の
み
献
金
が
許
さ
れ
る
と
し
た
理
由
が
、
企
業
・
労
働
組
合
内
部
の
「
少
数
者
の
権
利
保
護
に
あ
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

右
崎
・
前
掲
注
（
4
6
）
三
一
一
頁
以
下
。
同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
注
（
4
0
）
の
＝
需
津
串
あ
事
件
の
判
示
部
分
参
照
。

　
な
お
、
P
A
C
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
富
昌
旨
ω
筈
緯
o
㌔
》
O
勺
O
壽
男
（
一
〇
8
γ
ぎ
昌
中
竃
即
富
ω
貰
9
壱
自
即
宏
勺
＞
O
霊
＆
零
号
邑
9
糞
℃
帥
眞
p

固
ロ
き
ユ
凝
寓
毒
（
一
〇
〇
。
①
）
）
落
合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙
運
動
資
金
の
問
題
状
況
㈲
」
海
外
事
情
研
究
一
一
巻
一
号
七
一
頁
以
下
（
一
九
八
四
）
、

同
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
制
度
の
問
題
状
況
ω
」
海
外
事
情
研
究
一
二
巻
一
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
四
）
、
同
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
制
度
の
問
題

状
況
⑥
P
A
C
の
独
立
支
出
・
再
考
－
一
九
八
五
年
三
月
一
八
日
の
連
邦
最
高
裁
違
憲
判
決
を
中
心
と
し
て
ー
」
海
外
事
情
研
究
一
三
巻
一
号
七
三
頁
以

下
（
一
九
八
五
）
、
同
『
ア
メ
リ
カ
政
党
の
憲
法
学
的
研
究
』
一
六
四
頁
以
下
（
法
律
文
化
社
、
『
九
九
六
）
、
成
田
憲
彦
「
主
要
国
の
選
挙
制
度
と
政
治

資
金
制
度
の
現
状
と
課
題
（
四
）
ア
メ
リ
カ
（
三
）
ー
政
治
資
金
規
制
の
諸
問
題
」
選
挙
四
九
巻
一
一
号
九
頁
以
下
（
一
九
九
六
）
、
藤
本
一
美
「
ア
メ
リ

カ
の
政
治
資
金
－
規
制
・
実
態
・
ぬ
け
道
1
」
日
本
選
挙
学
会
編
『
政
治
資
金
の
研
究
』
二
一
二
頁
以
下
（
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
）
、
同
『
ア
メ
リ
カ
の

政
治
資
金
「
規
制
と
実
態
」
』
二
一
頁
以
下
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
九
）
、
右
崎
・
前
掲
注
（
4
6
）
二
七
頁
以
下
、
三
枝
一
雄
「
ア
メ
リ
カ
」
明
治
大
学
政

治
資
金
研
究
会
編
『
政
治
資
金
と
法
制
度
』
四
一
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
）
、
石
田
栄
仁
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
・
組
合
に
よ
る
政

治
献
金
と
公
職
倫
理
I
P
A
C
献
金
を
中
心
と
し
て
ー
」
近
法
三
九
巻
一
・
二
号
一
頁
以
下
（
一
九
九
一
）
、
土
居
直
美
「
企
業
と
労
組
の
献
金
禁
止
と

政
治
資
金
団
体
の
役
割
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
P
A
C
の
政
治
機
能
」
堀
江
湛
編
『
政
治
改
革
と
選
挙
制
度
』
一
九
七
頁
以
下
（
芦
書
房
、
一
九
九
三
）
、

成
沢
成
文
『
こ
の
目
で
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
員
選
挙
』
二
四
頁
以
下
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
）
参
照
。
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琶
醤
p
o
一
①
“
も
o
る
二
3
昌
●
認

　
竃
震
0
9
ω
感
P
⑦
§
還
8
融
爲
）
緯
旨
o
。
ρ
　
こ
う
し
た
見
方
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
原
文
は
、
浮
①
胃
零
毘
一
轟
忌
①
毛
ぎ
ω
び
①
窪
昏
碧
浮
①

8
套
℃
ε
轟
＆
8
ω
零
諺
醇
鐙
⑦
督
霊
℃
筥
き
茸
ぽ
昌
①
①
象
o
『
浮
①
三
嘗
”
爵
①
ω
ユ
o
。
鼠
昌
①

　
加
美
和
照
「
会
社
の
能
力
と
定
款
の
目
的
」
田
中
誠
二
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
』
一
一
二
頁
以
下
（
千
倉
書
房
、
一
九
六
七
）
、
上

柳
克
郎
「
ア
メ
リ
カ
株
式
会
社
法
に
於
け
る
隻
雷
≦
お
ω
理
論
」
論
叢
五
三
巻
五
・
六
号
二
六
頁
以
下
（
一
九
四
七
）
、
前
田
達
明
「
法
人
の
権
利
能

一56一
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(ω)
」

E
・巴

E
N

(臼
)
P
A
C
を
通
し
て
の
み
献
金
が
許
さ
れ
る
と
し
た
理
由
が
、
企
業
・
労
働
組
合
内
部
の
「
少
数
者
の
権
利
保
護
に
あ
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

右
崎
・
前
掲
注
(
必
)
一
二
二
頁
以
下
。
同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
注
(
却
)
の
回
宮
内
言
。
号
事
件
の
判
示
部
分
参
照
。

な
お
、

P
A
C
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、

E
司
弓
】
・
∞
岳
山

Z
H〉
門
司
(
)
巧
問
問

(58)w
〉
ロ
ロ
回
・
冨

m
g
g
n
n
2
6。
s
g
同
phω
吉
弘
一
忠
弘
司
ω-nω
百
円
誕
百
回

目
ロ
き
包
括

Z
当
ω
(
巴
∞
∞
)
・
落
合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙
運
動
資
金
の
問
題
状
況
剛
」
海
外
事
情
研
究
一
一
巻
一
号
七
一
頁
以
下
(
一
九
八
四
)
、

同
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
制
度
の
問
題
状
況

ω」
海
外
事
情
研
究
二
一
巻
一
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
四
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
制
度
の
問
題

状
況
ω
P
A
C
の
独
立
支
出
・
再
考
l
一
九
八
五
年
三
月
一
八
日
の
連
邦
最
高
裁
違
憲
判
決
を
中
心
と
し
て
l
」
海
外
事
情
研
究
一
三
巻
一
号
七
三
頁
以

下
(
一
九
八
五
)
、
同
『
ア
メ
リ
カ
政
党
の
憲
法
学
的
研
究
』
一
六
四
頁
以
下
(
法
律
文
化
社
、
一
九
九
六
)
、
成
田
憲
彦
「
主
要
国
の
選
挙
制
度
と
政
治

資
金
制
度
の
現
状
と
課
題
(
四
)
ア
メ
リ
カ
(
三
)
|
政
治
資
金
規
制
の
諸
問
題
」
選
挙
四
九
巻
二
号
九
頁
以
下
(
一
九
九
六
)
、
藤
本
一
美
「
ア
メ
リ

カ
の
政
治
資
金
l
規
制
・
実
態
・
ぬ
け
道
|
」
日
本
選
挙
学
会
編
「
政
治
資
金
の
研
究
」
二
三
頁
以
下
(
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
)
、
同
『
ア
メ
リ
カ
の

政
治
資
金
「
規
制
と
実
態
」
』
二
一
頁
以
下
(
勤
草
書
房
、
一
九
九
九
)
、
右
崎
・
前
掲
注
(
必
)
二
七
頁
以
下
、
三
枝
一
雄
「
ア
メ
リ
カ
」
明
治
大
学
政

治
資
金
研
究
会
編
『
政
治
資
金
と
法
制
度
』
四
一
頁
以
下
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
)
、
石
田
栄
仁
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
・
組
合
に
よ
る
政

治
献
金
と
公
職
倫
理

P
A
C
献
金
を
中
心
と
し
て
i
」
近
法
三
九
巻
一
・
二
号
一
頁
以
下
(
一
九
九
一
)
、
土
居
直
美
「
企
業
と
労
組
の
献
金
禁
止
と

政
治
資
金
団
体
の
役
割

l
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
P
A
C
の
政
治
機
能
」
堀
江
湛
編
『
政
治
改
革
と
選
挙
制
度
』
一
九
七
頁
以
下
(
芦
書
房
、
一
九
九
三
)
、

成
沢
成
文
『
こ
の
目
で
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
員
選
挙
』
一
一
四
頁
以
下
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
)
参
照
。

(
位
)
冨
号
。
何
回
)
ω
E
P
G
4
A
M
周
。
句
、
。
包
め
住
民
守
守
、

nc号
。
旨
向
。
可
。
~
訟
の
と
同
担
混
同
回
忌
.E』

E2・N
o
d
h
F
K
F
F・同
2
・H
ω
N戸

Hωω
。
(
巴
吋
ω)

(
臼
)
民
主
ロ
ω
∞

(
臼
)
図
。
F
冨
W
F
M
8
-
H
)
よ
め
口
、
話
回
。
件
。
AEW
町民日忍

(
臼
)
巴
告
白
色
〉
・
の
ggσ
め『や白山口、
E
D。
青
島
-
m

界
同
窓
口
・
日
N

(
侃
)
冨
向
。
何
回
】
ω青
山
口
、
吾
5
5
Z
S
L
ニ
ω
8・
こ
う
し
た
見
方
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
原
文
は
、
任
命
胃
og--Emiod『
F
g
g
g
F巳
号
。

。
。
弓
名
門

U
Eのはわゆ
ωmwの
広
】
包
括
。
q
g旬。
-
s
=
z
o
D
o
o
a
F
Z
F
O
巳門司
mwi耳切【目。
n
E
5・

(
町
)
加
美
和
照
「
会
社
の
能
力
と
定
款
の
目
的
」
田
中
誠
二
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
』
一
一
二
頁
以
下
(
千
倉
書
房
、
一
九
六
七
)
、
上

柳
克
郎
「
ア
メ
リ
カ
株
式
会
社
法
に
於
け
る
巳
可
ω
〈
町

2
理
論
」
論
叢
五
三
巻
五
・
六
号
二
六
頁
以
下
(
一
九
四
七
)
、
前
田
達
明
「
法
人
の
権
利
能
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57　政治献金と法人の目的の範囲

　
力
・
行
為
能
力
・
不
法
行
為
能
力
ω
」
法
教
一
〇
九
号
六
八
頁
以
下
（
一
九
八
九
）
。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
目
的
外
行
為

　
　
で
も
、
①
契
約
当
事
者
双
方
が
履
行
済
み
の
と
き
は
有
効
に
権
利
を
取
得
す
る
、
②
契
約
当
事
者
双
方
が
未
履
行
の
と
き
は
無
効
で
履
行
請
求
も
損
害
賠

　
償
請
求
も
で
き
な
い
、
③
一
方
の
当
事
者
が
履
行
済
み
で
あ
る
が
他
方
の
当
事
者
が
未
履
行
の
と
き
は
他
方
に
対
し
て
準
契
約
訴
訟
（
2
器
一
1

　
8
昌
嘗
8
嘗
薗
訂
＆
8
）
又
は
受
け
取
っ
た
金
銭
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
（
未
履
行
の
当
事
者
は
色
冨
爵
霧
の
抗
弁
を
主
張
し
て
履
行
を
拒
め

　
な
い
と
す
る
州
裁
判
所
も
多
い
）
、
④
総
株
主
の
同
意
な
い
し
追
認
が
あ
る
と
き
は
契
約
は
有
効
と
な
る
、
と
さ
れ
る
。

（
6
8
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
6
7
）
六
四
頁
以
下
、
海
老
原
明
夫
「
穂
積
陳
重
と
9
欝
≦
『
霧
の
法
理
（
そ
の
一
）
」
ジ
ュ
リ
九
七
〇
号
一
〇
頁
以
下
（
一
九
九
〇
）
、

　
同
「
穂
積
陳
重
と
9
富
く
ぎ
ω
の
法
理
（
そ
の
二
）
」
ジ
ュ
リ
九
七
三
号
一
〇
頁
以
下
（
一
九
九
一
）
、
同
「
穂
積
陳
重
と
d
一
冨
≦
『
8
の
法
理
（
そ
の
三
）
」

　
　
ジ
ュ
リ
九
七
五
号
一
二
頁
以
下
（
一
九
九
一
）
、
河
内
宏
「
民
法
四
三
条
・
五
三
条
ー
五
五
条
（
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表

　
権
）
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
H
　
個
別
的
観
察
（
1
）
総
則
編
・
物
権
編
』
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
、
内
田
貴
『
民
法

　
－
総
則
・
物
権
総
論
』
一
二
九
頁
以
下
（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
一
九
九
九
）
、
四
宮
和
夫
“
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』
九
六
頁
以
下
（
弘
文
堂
、

　
第
五
版
、
一
九
九
九
）
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
松
田
二
郎
補
足
意
見
参
照
。

　
　
民
法
四
三
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
き
、
『
未
定
稿
本
／
民
法
修
正
案
理
由
書
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
人
ハ
固
ト
法
律
ノ
創
設
二

　
係
リ
或
目
的
ノ
為
メ
ニ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
権
利
能
力
モ
法
律
ノ
規
定
及
ヒ
其
目
的
ノ
範
囲
内
二
於
テ
ノ
ミ
存
シ
其
限
界
以
外
二
於
テ
ハ
法
律
上

　
　
ノ
存
在
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
特
別
法
二
因
リ
テ
特
二
創
設
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ノ
権
利
義
務
ハ
主
ト
シ
テ
其
規
定
二
依
リ
テ
定
マ
リ
一
般
法
若
ク
ハ
特
別
法

　
　
ノ
一
般
規
定
二
従
ヒ
テ
設
立
シ
タ
ル
法
人
ノ
権
利
義
務
ハ
主
ト
シ
テ
其
定
款
若
ク
ハ
寄
附
行
為
二
依
リ
テ
定
マ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
法
人
ノ
私
法
上
二
於

　
　
ケ
ル
権
利
義
務
ハ
財
産
二
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
通
常
ト
ス
レ
ト
モ
特
別
法
二
因
リ
或
ハ
財
産
以
外
ノ
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
ナ
シ
ト
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
故
二
本
條
二
於
テ
ハ
単
二
権
利
義
務
ト
云
ヘ
リ

　
中
世
以
来
往
々
法
人
ノ
擬
制
ヲ
不
当
二
拡
張
シ
法
人
ハ
自
然
人
二
均
シ
キ
能
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
シ
タ
レ
ト
モ
近
世
二
至
リ
テ
ハ
法
人
ハ
限
定
能
力

　
　
ヲ
有
シ
其
能
力
ハ
其
設
立
ノ
目
的
二
因
リ
テ
限
界
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
説
ハ
殆
ト
疑
ヲ
容
ル
ル
者
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
故
二
法
人
ノ
行
為
ニ
シ
テ
其
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
の
　
の

　
　
ノ
目
的
ノ
範
囲
外
二
在
ル
モ
ノ
ハ
謂
ハ
ユ
ル
越
権
行
為
ニ
シ
テ
（
9
一
賞
く
冨
の
）
之
ヲ
無
効
ト
ス
ヘ
キ
ヤ
固
ヨ
リ
論
ヲ
竣
タ
サ
ル
ナ
リ
」
（
広
中
俊
雄
編

　
　
『
民
法
修
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
』
九
九
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
一
九
八
七
〕
V
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
民
法
四
三
条
が
英
米
法
の
能
力
外
法
理

　
　
（
§
声
≦
『
8
）
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
穂
積
陳
重
の
法
思
想
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
白
羽
祐
三
『
民
法
起
草
者
　
穂
積
陳
重
論
』
（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
）
参
照
。

一57一

力
・
行
為
能
力
・
不
法
行
為
能
力
川
」
法
教
一

O
九
号
六
八
頁
以
下
(
一
九
八
九
)
。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
目
的
外
行
為

で
も
、
①
契
約
当
事
者
双
方
が
履
行
済
み
の
と
き
は
有
効
に
権
利
を
取
得
す
る
、
②
契
約
当
事
者
双
方
が
未
履
行
の
と
き
は
無
効
で
履
行
請
求
も
損
害
賠

償
請
求
も
で
き
な
い
、
③
一
方
の
当
事
者
が
履
行
済
み
で
あ
る
が
他
方
の
当
事
者
が
未
履
行
の
と
き
は
他
方
に
対
し
て
準
契
約
訴
訟

E
g
g
-
-

g
D可
R
E巴
R
晋
ロ
)
文
は
受
け
取
っ
た
金
銭
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
(
未
履
行
の
当
事
者
は
己
可
何
回

a

包
括
ω
の
抗
弁
を
主
張
し
て
履
行
を
拒
め

な
い
と
す
る
州
裁
判
所
も
多
い
て
④
総
株
主
の
同
意
な
い
し
追
認
が
あ
る
と
き
は
契
約
は
有
効
と
な
る
、
と
さ
れ
る
。

(
侃
)
前
回
・
前
掲
注
(
釘
)
六
四
頁
以
下
、
海
老
原
明
夫
「
穂
積
陳
重
と

gqmsgω
の
法
理
(
そ
の
一
)
」
ジ
ュ
リ
九
七
O
号一

O
頁
以
下
(
一
九
九
O
)
、

同
「
穂
積
陳
重
と
巴
胃
EJYHBω
の
法
理
(
そ
の
こ
と
ジ
ュ
リ
九
七
三
号
一

O
頁
以
下
(
一
九
九
一
)
、
同
「
穂
積
陳
重
と
口
寄
mwS5ω
の
法
理
(
そ
の
三
こ

ジ
ュ
リ
九
七
五
号
一
二
頁
以
下
(
一
九
九
一
)
、
河
内
宏
「
民
法
四
三
条
・
五
三
条
i
五
五
条
(
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表

権
)
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
E

個
別
的
観
察

(
1
)
総
則
編
・
物
権
編
』
一
頁
以
下
(
有
斐
閣
、
一
九
九
八
)
、
内
田
貴
『
民
法

I
総
則
・
物
権
総
論
』
一
二
九
頁
以
下
(
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
一
九
九
九
)
、
四
宮
和
夫
H
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』
九
六
頁
以
下
(
弘
文
堂
、

第
五
版
、
一
九
九
九
)
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
松
田
二
郎
補
足
意
見
参
照
。

民
法
四
三
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
き
、
『
未
定
稿
本
/
民
法
修
正
案
理
白
書
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
人
ハ
固
ト
法
律
ノ
創
設
ニ

係
リ
或
目
的
ノ
為
メ
ニ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
権
利
能
力
モ
法
律
ノ
規
定
及
ヒ
其
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
存
シ
其
限
界
以
外
ニ
於
テ
ハ
法
律
上

ノ
存
在
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
特
別
法
ニ
因
リ
テ
特
ニ
創
設
セ
ラ
レ
タ
ル
法
人
ノ
権
利
義
務
ハ
主
ト
シ
テ
其
規
定
ニ
依
リ
テ
定
マ
リ
一
般
法
若
ク
ハ
特
別
法

ノ
一
般
規
定
ニ
従
ヒ
テ
設
立
シ
タ
ル
法
人
ノ
権
利
義
務
ハ
主
ト
シ
テ
其
定
款
若
ク
ハ
寄
附
行
為
ニ
依
リ
テ
定
マ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
法
人
ノ
私
法
上
ニ
於

ケ
ル
権
利
義
務
ハ
財
産
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
通
常
ト
ス
レ
ト
モ
特
別
法
ニ
因
リ
或
ハ
財
産
以
外
ノ
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
ナ
シ
ト
ス
ヘ
カ
ラ
ス

故
ニ
本
候
ニ
於
テ
ハ
単
ニ
権
利
義
務
ト
云
ヘ
リ

中
世
以
来
往
々
法
人
ノ
擬
制
ヲ
不
当
ニ
拡
張
シ
法
人
ハ
自
然
人
ニ
均
シ
キ
能
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
シ
タ
レ
ト
モ
近
世
ニ
至
リ
テ
ハ
法
人
ハ
限
定
能
力

ヲ
有
シ
其
能
力
ハ
其
設
立
ノ
目
的
ニ
因
リ
テ
限
界
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
説
ハ
殆
ト
疑
ヲ
容
ル
ル
者
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
故
ニ
法
人
ノ
行
為
ニ
シ
テ
其
設
立

ノ
目
的
ノ
範
囲
外
ニ
在
ル
モ
ノ
ハ
謂
ハ
ユ
ル
捗
肱
か
か
ニ
シ
テ

(
g
g
i
z
ω
)
之
ヲ
無
効
ト
ス
ヘ
キ
ヤ
固
ヨ
リ
論
ヲ
挨
タ
サ
ル
ナ
リ
」
(
広
中
俊
雄
編

『
民
法
修
正
案
(
前
三
編
)
の
理
白
書
』
九
九
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
一
九
八
七
〕
)
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
民
法
四
三
条
が
英
米
法
の
能
力
外
法
理

(己可

migω)
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
穂
積
陳
重
の
法
思
想
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
白
羽
祐
三
『
民
法
起
草
者

政治献金と法人の目的の範囲57 

穂
積
陳
重
論
』
(
中
央
大
学
出
版
部
、

- 57-

一
九
九
五
)
参
照
。
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（
6
9
）7170

）　　）

　
最
判
昭
和
二
七
年
二
月
一
五
日
民
集
六
巻
二
号
七
七
頁
、
最
判
昭
和
三
〇
年
二
月
二
九
日
民
集
九
巻
＝
一
号
一
八
八
六
頁
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五

年
六
月
二
四
日

　
な
お
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
営
利
法
人
の
場
合
に
は
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
説
に
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
非
営
利
法
人
の
場
合
に
は
、

具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
物
断
し
た
と
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
（
最
判
昭
和
三
三
年
九
月
一
八
日
民
集
＝
一
巻
一
三
号

二
〇
二
七
頁
、
最
判
昭
和
三
五
年
七
月
二
七
日
民
集
一
四
巻
一
〇
号
一
九
一
三
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
六
日
民
集
二
〇
巻
四
号
八
四
九
頁
）
、
近

時
の
判
例
は
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
（
最
判
昭
和
四
四
年
四
月
三
日
民
集
二
一
二
巻
四
号
七
三
七
頁
、
最
判
昭
和
四

四
年
七
月
四
日
民
集
一
一
一
二
巻
八
号
一
三
四
七
頁
、
最
物
昭
和
四
五
年
七
月
一
一
日
民
集
二
四
巻
七
号
七
三
一
頁
）
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
た
判
例
に

つ
い
て
は
事
案
の
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
説
に
統
一
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
指
摘
す
る
も
の
と

し
て
、
林
良
平
軽
前
田
達
明
編
『
新
版
注
釈
民
法
ω
』
二
五
九
頁
以
下
〔
高
木
多
喜
男
〕
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
）
、
前
田
達
明
「
物
批
」
星
野
英
一
目
平

井
宜
雄
編
『
民
法
判
例
百
選
－
総
則
・
物
権
』
二
一
二
頁
（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
一
九
九
六
）
、
山
崎
敏
彦
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
」
森
泉
章
教
授
還
暦
記

念
『
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
』
三
三
頁
（
法
学
書
院
、
一
九
八
八
）
、
小
林
一
俊
「
判
研
」
金
判
七
四
一
号
四
八
頁
（
一
九
八
六
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
田
教
授
は
、
営
利
法
人
の
営
利
行
為
に
つ
い
て
は
客
観
的
抽
象
的
に
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
判
断
さ
れ
る
が
、
営
利
法
人
の
非
営

利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
営
利
行
為
・
非
営
利
行
為
に
つ
い
て
は
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
判
断
さ
れ
る
（
前
田
達
明
「
法

人
の
目
的
」
法
教
二
二
二
号
一
三
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
、
な
お
、
営
利
法
人
の
非
営
利
行
為
に
つ
き
、
個
別
的
・
具
体
的
に
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か

を
決
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
の
松
田
二
郎
補
足
意
見
参
照
）
。
客
観
的
抽
象
的
基
準
は
、
あ
く
ま
で
も
取

引
の
安
全
を
第
一
次
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
営
利
法
人
の
営
利
行
為
の
側
面
に
限
定
す
べ
き
で
、
構
成
員
の
利
益
あ
る
い
は
公
益
を
第
一
次

的
に
保
護
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
営
利
法
人
の
非
営
利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
行
為
に
拡
張
す
べ
き
で
な
く
、
前
田
教
授
の
見
解
を
正
当
と
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
「
目
的
の
範
囲
」
に
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
た
と
し
て
も
、
法
人
の
政
治
献
金
に
関
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
構
成
員
の
固
有
権
を
侵

害
す
る
か
ら
、
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
な
る
と
解
す
る
。

　
柳
川
俊
丁
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
五
年
度
（
下
）
八
八
事
件
評
釈
（
法
曹
会
、
一
九
七
一
）

　
憲
法
の
人
権
規
定
が
民
法
の
一
般
条
項
を
媒
介
と
し
て
私
人
に
間
接
適
用
さ
れ
る
と
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
と
し
て
、
最
大
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一

二
日
民
集
二
七
巻
二
号
一
五
三
六
頁
、
最
判
昭
和
五
六
年
三
月
一
一
四
日
民
集
三
五
巻
二
号
三
〇
〇
頁
。
ま
た
、
民
法
四
三
条
が
こ
う
し
た
間
接
適
用
の

媒
介
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
博
史
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
九
号
一
〇
二
頁
（
一
九
九
六
）
、
芹
沢
斉
「
『
人
権
』

一58一
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(ω)
最
判
昭
和
二
七
年
二
月
一
五
日
民
集
六
巻
二
号
七
七
頁
、
最
判
昭
和
三

O
年
一
一
月
二
九
日
民
集
九
巻
一
二
号
一
八
八
六
頁
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五

年
六
月
二
四
日

な
お
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
営
利
法
人
の
場
合
に
は
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
説
に
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
非
営
利
法
人
の
場
合
に
は
、

具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
判
断
し
た
と
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
(
最
判
昭
和
三
三
年
九
月
一
八
日
民
集
一
二
巻
一
三
号

二
O
二
七
頁
、
最
判
昭
和
三
五
年
七
月
二
七
日
民
集
一
四
巻
一

O
号
一
九
二
ニ
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
六
日
民
集
二

O
巻
四
号
八
四
九
頁
)
、
近

時
の
判
例
は
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
(
最
判
昭
和
四
四
年
四
月
三
日
民
集
二
三
巻
四
号
七
三
七
頁
、
最
判
昭
和
四

四
年
七
月
四
日
民
集
二
三
巻
八
号
二
二
四
七
頁
、
最
判
昭
和
四
五
年
七
月
二
日
民
集
二
四
巻
七
号
七
三
一
頁
)
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
た
判
例
に

つ
い
て
は
事
案
の
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
抽
象
的
基
準
説
に
統
一
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
指
摘
す
る
も
の
と

し
て
、
林
良
平
H
前
回
達
明
編
『
新
版
注
釈
民
法

ω』
二
五
九
頁
以
下
〔
高
木
多
喜
男
〕
(
有
斐
閣
、
一
九
九
一
)
、
前
田
達
明
「
判
批
」
星
野
英
一

H
平

井
宜
雄
編
『
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
』
二
三
頁
(
有
斐
閣
、
第
四
版
、
一
九
九
六
)
、
山
崎
敏
彦
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
」
森
泉
章
教
授
還
暦
記

念
『
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
』
三
三
頁
(
法
学
書
院
、
一
九
八
八
)
、
小
林
一
俊
「
判
研
」
金
判
七
四
一
号
四
八
頁
(
一
九
八
六
)
。

と
こ
ろ
で
、
前
田
教
授
は
、
営
利
法
人
の
営
利
行
為
に
つ
い
て
は
客
観
的
抽
象
的
に
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
判
断
さ
れ
る
が
、
営
利
法
人
の
非
営

利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
営
利
行
為
・
非
営
利
行
為
に
つ
い
て
は
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か
を
判
断
さ
れ
る
(
前
回
達
明
「
法

人
の
目
的
」
法
教
二
二
二
号
一
三
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
、
な
お
、
営
利
法
人
の
非
営
利
行
為
に
つ
き
、
個
別
的
・
具
体
的
に
「
目
的
の
範
囲
」
か
否
か

を
決
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
の
松
田
二
郎
補
足
意
見
参
照
)
。
客
観
的
抽
象
的
基
準
は
、
あ
く
ま
で
も
取

引
の
安
全
を
第
一
次
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
営
利
法
人
の
営
利
行
為
の
側
面
に
限
定
す
べ
き
で
、
構
成
員
の
利
益
あ
る
い
は
公
益
を
第
一
次

的
に
保
護
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
営
利
法
人
の
非
営
利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
行
為
に
拡
張
す
べ
き
で
な
く
、
前
回
教
授
の
思
解
を
正
当
と
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
「
目
的
の
範
囲
」
に
客
観
的
抽
象
的
基
準
を
用
い
た
と
し
て
も
、
法
人
の
政
治
献
金
に
関
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
構
成
員
の
固
有
権
を
侵

害
す
る
か
ら
、
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
な
る
と
解
す
る
。

(
市
)
柳
川
俊
一
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
五
年
度
(
下
)
八
八
事
件
評
釈
(
法
曹
会
、
一
九
七
一
)

(
九
)
憲
法
の
人
権
規
定
が
民
法
の
一
般
条
項
を
媒
介
と
し
て
私
人
に
間
接
適
用
さ
れ
る
と
の
立
場
に
立
っ
た
色
の
と
し
て
、
最
大
判
昭
和
四
八
年
二
一
月
一

一
一
日
民
集
二
七
巻
一
一
号
一
五
三
六
頁
、
最
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
四
日
民
集
三
五
巻
二
号
三

O
O
頁
。
ま
た
、
民
法
四
三
条
が
こ
う
し
た
間
接
適
用
の

媒
介
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
博
史
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一

O
九
九
号
一

O
ニ
頁
(
一
九
九
六
)
、
芹
沢
斉
「
『
人
権
』
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（
7
2
）

（
7
3
）

と
法
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
享
有
」
青
法
三
八
巻
三
”
四
号
四
八
二
頁
（
一
九
九
七
）
、
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
八
○
頁
（
一
九
九
八
）
。

　
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
四
日
の
大
隅
健
一
郎
補
足
意
見

　
な
お
、
法
人
の
政
治
献
金
の
可
否
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
営
利
性
・
公
益
性
は
基
準
と
な
り
え
な
い
し
（
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
橋
本

基
弘
噛
非
政
治
団
体
の
政
治
的
活
動
と
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
（
上
）
」
高
知
女
子
大
学
紀
要
四
一
巻
八
九
頁
〔
一
九
九
三
〕
、
西
原
・
前
掲
注

（
7
1
）
一
〇
二
頁
、
渡
辺
康
行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
一
三
号
一
三
頁
〔
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
1
）
一
九
一
頁
、

青
柳
幸
一
「
団
体
の
規
律
と
個
人
の
自
由
」
受
新
四
九
巻
七
号
一
四
頁
〔
一
九
九
九
〕
）
、
ま
た
、
強
制
加
入
団
体
・
任
意
加
入
団
体
も
基
準
と
な
り
え
な

い
と
解
す
る
（
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
政
治
資
金
」
日
本
財
政
法
学
会
編
『
政
治
資
金
』
二
六
頁
〈
高
柳
信
一
発
言

〉
〔
学
陽
書
房
、
一
九
九
こ
、
蟻
川
恒
正
「
思
想
の
自
由
と
団
体
規
律
」
ジ
ュ
リ
一
〇
八
九
号
二
〇
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
1
）
一
九

二
頁
）
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
法
が
非
営
利
法
人
の
政
治
献
金
も
禁
止
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
一
九
八
六
年
＝
一
月
一
五
日
の
連
邦

最
高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
決
が
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
経
済
上
そ
の
行

動
を
妨
げ
る
利
害
を
有
し
て
い
る
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
が
い
る
場
合
に
は
、
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
連
邦
法
を
適
用
す
べ
き
と
し
て
い
た
こ
と
を

想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

　
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
1
）
』
一
七
八
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）
は
、
各
社
員
は
、
そ
の
同
意
な
く
し
て
は
総
会
の
決
議
を
も
っ

て
し
て
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
と
し
、
こ
れ
を
「
固
有
権
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
「
総
会
を
通
じ
て
社
団
の
運
営
に
参
画
す
る
権
利
そ
の
も
の
は
、

す
べ
て
の
社
団
に
共
通
の
固
有
権
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
以
上
は
、
社
団
の
目
的
、
加
入
・
脱
退
の
難
易
、
制
限
が
加
入
す
る
と
き
の
定
款

の
規
定
に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
後
に
多
数
決
で
変
更
さ
れ
た
規
定
に
よ
る
か
な
ど
、
種
々
の
点
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
相
本
宏
教
授
は
、
注
目
す
べ
き
指
摘
を
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
権
の
認
定
基
準
を
社
団
目
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
国
ω
9
R
の
見
解
（
喜

多
川
篤
典
「
『
社
団
法
人
性
の
再
検
討
』
（
一
）
1
「
持
分
」
ぎ
鼠
一
と
い
う
こ
と
ー
」
法
協
七
〇
巻
三
号
九
七
頁
注
（
四
）
〔
一
九
五
三
〕
参
照
）
か
ら
示

唆
を
得
て
、
「
団
体
の
意
思
は
、
多
く
の
場
合
、
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
団
体
に
関
す
る
事
柄
の
す
べ
て
を
多
数
決
で
決
め
て
よ
い

か
は
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
。
団
体
は
一
定
の
目
的
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
の
範
囲
内
の
事
柄
で
あ
れ
ば
、
多
数
決
で
決
め
う
る

で
あ
ろ
う
が
、
目
的
の
範
囲
外
の
こ
と
は
、
多
数
決
に
よ
り
え
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
は
、
こ
の
意
味
で
、
き

わ
め
て
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
会
社
や
労
働
組
合
は
、
自
然
人
と
同
様
、
社
会
的
実
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
献
金
を
認
め
る
こ
と
は
、
問
題
の

所
在
を
隠
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
で
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
え
な
い
構
成
員
の
『
固
有
権
』
を
認
め
る
考
え
が
弱
か
っ
た
よ
う

一59一

政治献金と法人の目的の範囲

と
法
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
享
有
」
青
法
三
八
巻
一
二
H
四
号
四
八
二
頁
(
一
九
九
七
)
、
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
八
O
頁
(
一
九
九
八
)
。

(η)
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
の
大
隅
健
一
郎
補
足
意
見

な
お
、
法
人
の
政
治
献
金
の
可
否
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
営
利
性
・
公
益
性
は
基
準
と
な
り
え
な
い
し
(
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
橋
本

基
弘
「
非
政
治
団
体
の
政
治
的
活
動
と
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
(
上
こ
高
知
女
子
大
学
紀
要
因
一
巻
八
九
頁
〔
一
九
九
三
〕
、
西
原
・
前
掲
注

(
九
)
一

O
二
頁
、
渡
辺
康
行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
二
三
号
二
二
頁
〔
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
冗
)
一
九
一
頁
、

青
柳
幸
一
「
団
体
の
規
律
と
個
人
の
自
由
」
受
新
四
九
巻
七
号
一
四
頁
〔
一
九
九
九
〕
)
、
ま
た
、
強
制
加
入
団
体
・
任
意
加
入
団
体
も
基
準
と
な
り
え
な

い
と
解
す
る
(
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
政
治
資
金
」
日
本
財
政
法
学
会
編
『
政
治
資
金
』
一
一
ム
ハ
頁
八
高
柳
信
一
発
言

〉
〔
学
陽
書
房
、
一
九
九
二
、
蟻
川
恒
正
「
思
想
の
自
由
と
団
体
規
律
」
ジ
ュ
リ
一

O
八
九
号
二

O
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
九
)
一
九

二
頁
)
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
法
が
非
営
利
法
人
の
政
治
献
金
色
禁
止
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
一
九
八
六
年
一
二
月
一
五
日
の
連
邦

最
高
裁
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
市
民
生
活
協
会
事
件
判
決
が
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
関
係
を
絶
つ
た
め
に
経
済
上
そ
の
行

動
を
妨
げ
る
利
害
を
有
し
て
い
る
株
主
や
密
接
な
利
害
関
係
人
が
い
る
場
合
に
は
、
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
連
邦
法
を
適
用
す
べ
き
と
し
て
い
た
こ
と
を

想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

(
沼
)
我
妻
、
栄
『
新
訂
民
法
総
則
(
民
法
講
義
I
)
』
一
七
八
頁
(
岩
波
書
庖
、
一
九
六
五
)
は
、
各
社
員
は
、
そ
の
同
意
な
く
し
て
は
総
会
の
決
議
を
も
っ

て
し
で
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
と
し
、
こ
れ
を
「
固
有
権
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
「
総
会
を
通
じ
て
社
団
の
運
営
に
参
画
す
る
権
利
そ
の
も
の
は
、

す
べ
て
の
社
団
に
共
通
の
固
有
権
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
以
上
は
、
社
団
の
目
的
、
加
入
・
脱
退
の
難
易
、
制
限
が
加
入
す
る
と
き
の
定
款

の
規
定
に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
後
に
多
数
決
で
変
更
さ
れ
た
規
定
に
よ
る
か
な
ど
、
種
々
の
点
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
相
本
宏
教
授
は
、
注
目
す
べ
き
指
摘
を
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
権
の
認
定
基
準
を
社
団
目
的
に
求
め
よ
う
と
す
る
回
開

F
qの
見
解
(
喜

多
川
篤
典
「
『
社
団
法
人
性
の
再
検
討
』
(
一
)
|
「
持
分
」
旨
同
窓
口
と
い
う
こ
と
1

」
法
協
七
O
巻
三
号
九
七
頁
注
(
四
)
〔
一
九
五
三
〕
参
照
)
か
ら
示

唆
を
得
て
、
「
団
体
の
意
思
は
、
多
く
の
場
合
、
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
団
体
に
関
す
る
事
柄
の
す
べ
て
を
多
数
決
で
決
め
て
よ
い

か
は
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
。
団
体
は
一
定
の
目
的
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
の
範
囲
内
の
事
柄
で
あ
れ
ば
、
多
数
決
で
決
め
う
る

で
あ
ろ
う
が
、
目
的
の
範
囲
外
の
乙
と
は
、
多
数
決
に
よ
り
え
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
は
、
?
」
の
意
味
で
、
き

わ
め
て
問
題
、
だ
と
思
わ
れ
る
。
会
社
や
労
働
組
合
は
、
自
然
人
と
同
様
、
社
会
的
実
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
政
治
献
金
を
認
め
る
こ
と
は
、
問
題
の

所
在
を
隠
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
で
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
え
な
い
構
成
員
の
「
固
有
権
』
を
認
め
る
考
え
が
弱
か
っ
た
よ
う
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に
思
わ
れ
る
が
、
団
体
の
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
、
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
さ
れ
る
（
相
本
宏
「
法
人

論
」
星
野
英
】
ほ
か
編
『
民
法
講
座
1
』
一
七
四
頁
〔
有
斐
閣
、
一
九
八
四
〕
）
。
ま
た
、
星
野
教
授
も
、
法
人
が
多
数
決
で
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行

う
決
議
を
し
て
も
、
そ
の
決
議
は
代
表
者
を
拘
束
し
な
い
と
し
て
、
「
少
数
社
員
権
の
問
題
」
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
（
鈴
木
竹
雄
”
石
井
照
久
”
矢
沢

惇
“
久
保
田
き
ぬ
子
目
星
野
英
一
「
会
社
の
政
治
献
金
－
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
ジ
ュ
リ
四
六
〇
号
二
六
頁
〔
星
野
発
言
〕
コ
九
七
〇
〕
）
。

さ
ら
に
、
税
理
士
会
の
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号
六
一
五
頁
の
判
例
時
報
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
に

お
け
る
判
例
解
説
に
お
い
て
、
「
今
後
、
法
人
実
在
説
の
限
界
や
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
（
我
妻
・
民
法
総
則

｝
七
八
ほ
か
）
、
さ
ら
に
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
個
人
の
参
政
権
や
思
想
信
条
の
自
由
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
具
体
例
に
基
づ
く
論
究
が
進
み
、

学
説
が
発
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」
（
「
判
解
」
判
時
一
五
七
一
号
一
八
頁
〔
一
九
九
六
〕
）
、
「
法
人
実
在
説
の
限
界
や
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ

れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
（
我
妻
・
民
法
総
則
｝
七
八
頁
ほ
か
〉
、
さ
ら
に
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
個
人
の
参
政
権
や
思
想
信
条
の
自
由
と
の

関
連
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
例
に
基
づ
い
て
憲
法
及
び
民
法
の
両
分
野
を
合
わ
せ
た
学
説
が
発
展
し
、
進
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」
（
「
判
解
」
判

タ
九
一
四
号
六
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
）
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
点
は
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
野
教
授
は
、
コ
般
に
政
治
献
金
行
為
は
実
質
的
に
は
一
票
を
投
ず
る
投
票
権
以
上
の
機
能
を
も
つ
。
主
権
者
で
あ
る
国

民
か
ら
の
政
党
・
政
治
家
へ
の
資
金
提
供
権
も
法
理
論
的
に
は
憲
法
の
参
政
権
か
ら
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
企
業
政
治
献
金
行
為
は
、
実
質
的
に
は
国

民
の
主
権
的
権
利
で
あ
る
参
政
権
の
侵
害
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
憲
法
の
意
図
す
る
議
会
制
民
主
主
義
を
空
洞
化
さ
せ
る
（
議
会
は
『
国
民
』
で
は

な
く
『
企
業
』
の
代
表
と
な
る
）
。
企
業
の
政
治
献
金
行
為
は
博
愛
事
業
や
学
術
団
体
へ
の
寄
付
行
為
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
企
業
の
政
治
献
金
行
為

は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
に
固
有
の
主
権
的
権
利
（
憲
法
『
条
、
一
五
条
、
四
一
条
、
四
三
条
、
四
四
条
等
）
に
抵
触
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

企
業
自
体
が
社
会
的
実
在
ま
た
は
社
会
の
構
成
単
位
で
あ
る
と
か
、
納
税
者
で
あ
る
と
か
の
立
場
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
と
は
、
『
国

民
主
権
』
を
前
提
と
す
る
日
本
国
憲
法
秩
序
の
根
幹
に
関
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
北
野
弘
久
『
現
代
企
業
税
法
論
』
三
三
八
頁
〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
〕
）

と
指
摘
さ
れ
る
が
、
国
民
で
あ
る
構
成
員
に
固
有
の
主
権
的
権
利
で
あ
る
が
故
に
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
と
い
う
二
と
が
で
き
よ

う
。　

も
っ
と
も
、
固
有
権
を
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
権
利
と
定
義
し
、
固
有
権
の
内
容
と
し
て
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思

想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
と
い
っ
た
人
権
を
考
え
る
こ
と
に
は
、
伝
統
的
見
解
か
ら
す
る
と
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
民

法
三
五
条
は
、
ω
o
注
段
お
9
鼠
o
ぎ
8
蜜
凝
一
8
房
ま
目
8
艮
o
算
o
ぎ
o
α
①
器
窪
曽
鋒
日
ヨ
仁
轟
自
ξ
魯
ω
①
零
霞
蕊
島
R
鼠
凝
田
8
笥
①
『
舞
ヨ
巨
§
晦
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に
思
わ
れ
る
が
、
団
体
の
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
、
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
さ
れ
る
(
相
本
宏
「
法
人

論
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
I
』
一
七
四
頁
〔
有
斐
閣
、
一
九
八
四
〕
)
。
ま
た
、
星
野
教
授
も
、
法
人
が
多
数
決
で
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行

う
決
議
を
し
て
も
、
そ
の
決
議
は
代
表
者
を
拘
束
し
な
い
と
し
て
、
「
少
数
社
員
権
の
問
題
」
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
(
鈴
木
竹
雄
H
石
井
照
久
H
矢
沢

惇
日
久
保
田
き
ぬ
子
H

星
野
英
一
「
会
社
の
政
治
献
金
|
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
l
」
ジ
ユ
リ
四
六
O
号
二
六
頁
〔
星
野
発
言
〕
〔
一
九
七
O
〕)。

さ
ら
に
、
税
理
士
会
の
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五

O
巻
三
号
六
一
五
頁
の
判
例
時
報
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
に

お
け
る
判
例
解
説
に
お
い
て
、
「
今
後
、
法
人
実
在
説
の
限
界
や
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
(
我
妻
・
民
法
総
則

一
七
八
ほ
か
)
、
さ
ら
に
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
個
人
の
参
政
権
や
思
想
信
条
の
自
由
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
具
体
例
に
基
づ
く
論
究
が
進
み
、

学
説
が
発
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」
(
「
判
解
」
判
時
一
五
七
一
号
一
八
頁
〔
一
九
九
六
〕
)
、
「
法
人
実
在
説
の
限
界
や
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ

れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
(
我
妻
・
民
法
総
則
一
七
八
頁
ほ
か
て
さ
ら
に
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
個
人
の
参
政
権
や
思
想
信
条
の
自
由
と
の

関
連
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
例
に
基
づ
い
て
憲
法
及
び
民
法
の
両
分
野
を
合
わ
せ
た
学
説
が
発
展
し
、
進
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」
(
「
判
解
」
判

タ
九
一
四
号
六
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
)
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
点
は
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
野
教
授
は
、
「
一
般
に
政
治
献
金
行
為
は
実
質
的
に
は
一
票
を
投
ず
る
投
票
権
以
上
の
機
能
を
も
っ
。
主
権
者
で
あ
る
国

民
か
ら
の
政
党
・
政
治
家
へ
の
資
金
提
供
権
も
法
理
論
的
に
は
憲
法
の
参
政
権
か
ら
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
企
業
政
治
献
金
行
為
は
、
実
質
的
に
は
国

民
の
主
権
的
権
利
で
あ
る
参
政
権
の
侵
害
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
憲
法
の
意
図
す
る
議
会
制
民
主
主
義
を
空
洞
化
さ
せ
る
(
議
会
は
『
国
民
』
で
は

な
く
『
企
業
』
の
代
表
と
な
る
)
。
企
業
の
政
治
献
金
行
為
は
博
愛
事
業
や
学
術
団
体
へ
の
寄
付
行
為
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
企
業
の
政
治
献
金
行
為

は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
に
固
有
の
主
権
的
権
利
(
憲
法
一
条
、
一
五
条
、
四
一
条
、
四
三
条
、
四
四
条
等
)
に
抵
触
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
乙
れ
を

企
業
自
体
が
社
会
的
実
在
ま
た
は
社
会
の
構
成
単
位
で
あ
る
と
か
、
納
税
者
で
あ
る
と
か
の
立
場
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
と
は
、
『
国

民
主
権
」
を
前
提
と
す
る
日
本
国
憲
法
秩
序
の
根
幹
に
関
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
北
野
弘
久
『
現
代
企
業
税
法
論
』
三
三
八
頁
〔
岩
波
書
庖
、
一
九
九
四
〕
)

と
指
摘
さ
れ
る
が
、
国
民
で
あ
る
構
成
員
に
固
有
の
主
権
的
権
利
で
あ
る
が
故
に
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ

ゆっ。
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も
っ
と
も
、
固
有
権
を
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
権
利
と
定
義
し
、
固
有
権
の
内
容
と
し
て
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思

想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
と
い
っ
た
人
権
を
考
え
る
こ
と
に
は
、
伝
統
的
見
解
か
ら
す
る
と
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
民

法
三
五
条
は
、
印
。
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げ
①
o
ぎ
鼠
o
匪
讐
≦
R
号
戸
（
社
員
の
固
有
権
は
、
そ
の
同
意
が
な
け
れ
ば
社
員
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
侵
害
さ
れ
得
な
い
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
固
有

権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
に
委
ね
て
い
る
（
田
中
耕
太
郎
『
商
法
学
　
特
殊
問
題
上
』
一
九
五
頁
〔
春
秋
社
、
一
九
五
五
〕
）
。
そ
し
て
、
従

来
、
こ
こ
で
い
う
固
有
権
は
社
団
法
人
を
構
成
す
る
社
員
が
社
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
法
人
に
対
し
て
も
つ
権
利
を
前
提
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た

（
田
中
・
前
掲
二
〇
〇
頁
、
な
お
、
固
有
権
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
竹
田
省
「
株
主
ノ
固
有
権
ヲ
論
ス
」
京
都
法
学
会
雑
誌
五
巻
七
号
四
三
頁
以
下

〔
一
九
一
〇
〕
、
田
中
・
前
掲
一
八
五
頁
以
下
、
松
本
丞
醐
治
『
私
法
論
文
集
』
一
三
四
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
復
刻
版
、
一
九
八
九
〕
）
。

　
確
か
に
、
私
法
と
公
法
が
分
化
し
、
相
互
に
交
渉
が
な
く
、
人
権
の
私
人
間
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
、
固
有
権
の
内
容
と
し
て
人

権
を
取
り
入
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
一
方
で
は
、
私
法
原
理
が
国
家
・
公
共
団
体
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
も
滲
透
し
て
い
く

・
…
：
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
資
本
主
義
の
高
度
化
と
と
も
に
資
本
主
義
の
矛
盾
・
欠
陥
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
、
個
人
的
生
活

関
係
に
対
し
て
も
国
家
の
干
渉
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
（
社
会
法
・
経
済
法
の
誕
生
）
、
個
人
的
生
活
関
係
を
支
配
し
た
私
的
自
治
の

原
則
は
広
範
な
制
限
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
（
私
法
の
公
法
化
）
。
」
（
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
二
頁
〔
弘
文
堂
、
第
四
版
補
正
版
、
一
九
九
六
〕
）
。
こ

う
し
て
、
私
法
と
公
法
が
交
錯
す
る
時
代
と
な
り
、
し
か
も
、
私
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
私
人
に
よ
る
人
権
侵
害
が
問
題
と
な
る
に
及
ん
で
、
基
本
権

の
私
人
間
効
力
論
が
登
場
す
る
に
至
る
。
我
が
国
で
は
、
問
接
適
用
説
が
判
例
（
前
掲
最
大
判
昭
和
四
八
年
二
一
月
一
一
百
、
前
掲
最
判
昭
和
五
六
年
三

月
二
四
日
）
・
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
問
接
適
用
説
か
ら
一
歩
進
み
、
国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
（
国
家
は
、
第
三
者
に
よ
る
侵
害
か

ら
個
人
の
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
に
積
極
的
な
措
置
を
と
る
義
務
）
を
基
本
権
の
私
人
問
効
力
が
問
題
と
な
る
場
面
で
も
肯
定
し
、
①
過
少
保
護
の
禁

止
（
保
護
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
た
最
低
限
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
）
と
、
②
過
剰
介
入
の
禁
止
（
保
護
は
そ
の
相
手
方
の
基
本
権
に
対
し
て
過
度
に
介

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
）
と
を
ま
も
り
な
が
ら
、
双
方
の
基
本
権
を
衡
量
し
て
解
決
を
導
く
見
解
が
支
配
的
な
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
と

さ
れ
（
山
本
敬
三
「
憲
法
と
民
法
の
関
係
ー
ド
イ
ツ
法
の
視
点
」
法
教
一
七
一
号
四
七
頁
コ
九
九
四
〕
、
な
お
、
同
「
現
代
社
会
に
お
け
る
り
ベ
ラ
リ

ズ
ム
と
私
的
自
治
（
一
）
1
私
法
関
係
に
お
け
る
憲
法
原
理
の
衝
突
1
」
論
叢
一
三
三
巻
四
号
一
五
頁
以
下
〔
一
九
九
三
〕
）
、
我
が
国
に
も
、
こ
う
し
た

国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
の
構
成
を
採
り
入
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
山
本
敬
三
「
基
本
権
の
保
護
と
公
序
良
俗
」
京
都

大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
　
第
三
巻
』
一
六
七
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
一
九
九
九
〕
、

同
「
公
序
良
俗
論
の
再
構
成
」
奥
田
昌
道
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
法
理
論
の
諸
問
題
下
巻
』
六
九
頁
以
下
〔
成
文
堂
、
一
九
九
五
〕
）
。
こ
う
し
た
状
況
下

に
お
い
て
、
私
人
で
あ
る
法
人
の
多
数
決
に
よ
っ
て
私
人
で
あ
る
構
成
員
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
の
保
護
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
団

体
が
特
定
政
党
（
ま
た
は
特
定
候
補
者
）
の
支
持
決
議
を
す
る
場
合
、
団
体
の
構
成
員
と
の
関
係
で
問
題
を
発
生
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
局
面
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-g-(社
員
の
固
有
権
は
、
そ
の
同
意
が
な
け
れ
ば
社
員
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
侵
害
さ
れ
得
な
い
)
と
規
定
し
て
い
る
が
、
固
有

権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
に
委
ね
て
い
る
(
田
中
耕
太
郎
『
商
法
学
特
殊
問
題
上
』
一
九
五
頁
〔
春
秋
社
、
一
九
五
五
〕
)
。
そ
し
て
、
従

来
、
こ
こ
で
い
う
固
有
権
は
社
団
法
人
を
構
成
す
る
社
員
が
社
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
法
人
に
対
し
て
も
つ
権
利
を
前
提
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た

(
田
中
・
前
掲
二

O
O頁
、
な
お
、
固
有
権
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
竹
田
省
「
株
主
ノ
固
有
権
ヲ
論
ス
」
京
都
法
学
会
雑
誌
五
巻
七
号
四
三
頁
以
下

〔
一
九
一

O
〕
、
田
中
・
前
掲
一
八
五
頁
以
下
、
松
本
柔
治
『
私
法
論
文
集
』
一
三
四
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
復
刻
版
、
一
九
八
九
〕
)
。

確
か
に
、
私
法
と
公
法
が
分
化
し
、
相
互
に
交
渉
が
な
く
、
人
権
の
私
人
間
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
、
固
有
権
の
内
容
と
し
て
人

権
を
取
り
入
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
一
方
で
は
、
私
法
原
理
が
国
家
・
公
共
団
体
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
も
漆
透
し
て
い
く

:
:
:
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
資
本
主
義
の
高
度
化
と
と
も
に
資
本
主
義
の
矛
盾
・
欠
陥
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
、
個
人
的
生
活

関
係
に
対
し
て
も
国
家
の
干
渉
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
(
社
会
法
・
経
済
法
の
誕
生
)
、
個
人
的
生
活
関
係
を
支
配
し
た
私
的
自
治
の

原
則
は
広
範
な
制
限
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
(
私
法
の
公
法
化
)
。
」
(
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
二
頁
〔
弘
文
堂
、
第
四
版
補
正
版
、
一
九
九
六
)
)
。
こ

う
し
て
、
私
法
と
公
法
が
交
錯
す
る
時
代
と
な
り
、
し
か
も
、
私
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
私
人
に
よ
る
人
権
侵
害
が
問
題
と
な
る
に
及
ん
で
、
基
本
権

の
私
人
間
効
力
論
が
登
場
す
る
に
至
る
。
我
が
国
で
は
、
間
接
適
用
説
が
判
例
(
前
掲
最
大
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
二
日
、
前
掲
最
判
昭
和
五
六
年
三

月
二
四
日
)
・
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
間
接
適
用
説
か
ら
一
歩
進
み
、
国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
(
国
家
は
、
第
三
者
に
よ
る
侵
害
か

ら
個
人
の
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
に
積
極
的
な
措
置
を
と
る
義
務
)
を
基
本
権
の
私
人
間
効
力
が
問
題
と
な
る
場
面
で
も
肯
定
し
、
①
過
少
保
護
の
禁

止
(
保
護
は
憲
法
上
要
請
さ
れ
た
最
低
限
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
)
と
、
②
過
剰
介
入
の
禁
止
(
保
護
は
そ
の
相
手
方
の
基
本
権
に
対
し
て
過
度
に
介

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
)
と
を
ま
も
り
な
が
ら
、
双
方
の
基
本
権
を
衡
量
し
て
解
決
を
導
く
見
解
が
支
配
的
な
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
と

さ
れ
(
山
本
敬
三
「
憲
法
と
民
法
の
関
係
l
ド
イ
ツ
法
の
視
点
」
法
教
一
七
一
号
四
七
頁
〔
一
九
九
四
〕
、
な
お
、
同
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
と
私
的
自
治
(
一

)
l私
法
関
係
に
お
け
る
憲
法
原
理
の
衝
突
|
」
論
叢
一
三
三
巻
四
号
一
五
頁
以
下
〔
一
九
九
三
〕
)
、
我
が
国
に
も
、
こ
う
し
た

国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
の
構
成
を
採
り
入
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
山
本
敬
三
「
基
本
権
の
保
護
と
公
序
良
俗
」
京
都

大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
第
三
巻
』
一
六
七
頁
以
下
〔
有
斐
閣
、
一
九
九
九
〕
、

同
「
公
序
良
俗
論
の
再
構
成
」
奥
田
昌
道
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
法
理
論
の
諸
問
題
下
巻
』
六
九
頁
以
下
〔
成
文
堂
、
一
九
九
五
〕
)
。
こ
う
し
た
状
況
下

に
お
い
て
、
私
人
で
あ
る
法
人
の
多
数
決
に
よ
っ
て
私
人
で
あ
る
構
成
員
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
の
保
護
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
団

体
が
特
定
政
党
(
ま
た
は
特
定
候
補
者
)
の
支
持
決
議
を
す
る
場
合
、
団
体
の
構
成
員
と
の
関
係
で
問
題
を
発
生
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
局
面
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が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
他
の
政
党
の
支
持
・
選
挙
活
動
を
行
っ
た
構
成
員
を
決
議
違
反
H
統
制
違
反
と
し
て
統
制
処
分
の
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
②
当
該
支
持
決
議
に
基
づ
き
、
当
該
政
党
の
た
め
の
運
動
資
金
を
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
③
当
該
支
持
決

議
に
基
づ
き
、
当
該
政
党
の
た
め
の
運
動
資
金
を
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
政
党
支
持
の
構
成
員
は
こ
れ
に
異
議
申
立
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
（
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
横
井
芳
弘
「
判
批
」
萩
澤
清
彦
編
『
労
働
判
例
百
選
』
二
九
頁

〔
有
斐
閣
、
第
五
版
、
一
九
八
九
〕
、
蓼
沼
謙
一
「
特
定
政
党
・
候
補
者
支
持
の
組
合
決
定
と
こ
れ
に
も
と
づ
く
組
合
員
か
ら
の
資
金
徴
収
の
組
合
決
定
の

効
カ
ー
最
近
の
裁
判
例
に
つ
い
て
」
判
評
一
八
八
号
七
頁
〔
一
九
七
四
〕
、
長
岡
徹
「
労
働
組
合
の
政
治
資
金
と
組
合
員
の
人
権
e
」
論
叢
一
二
一
巻
一

号
二
〇
頁
〔
一
九
八
二
〕
）
。
営
利
法
人
の
場
合
、
と
り
わ
け
有
限
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
社
員
で
構
成
さ
れ
る
株
式
会
社
の
場
合
、
③
の
問
題
し
か
生

じ
得
ず
、
株
式
会
社
の
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
固
有
権
の
内
容
と
し

て
人
権
を
盛
り
込
む
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
意
識
が
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
①
②
③
の
局
面
が
問
題
と
な
り
う
る
労
働
組
合
の
よ
う
な
中
間

法
人
や
、
税
理
士
会
、
司
法
書
士
会
の
よ
う
な
公
益
法
人
に
ま
で
視
野
を
広
げ
た
と
き
、
総
会
を
通
じ
て
社
団
の
運
営
に
参
画
す
る
権
利
と
い
っ
た
社
員

た
る
地
位
に
基
づ
く
権
利
の
み
な
ら
ず
、
構
成
員
の
人
権
も
、
各
構
成
員
が
そ
の
同
意
な
し
に
は
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
し
て
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
で
あ

る
固
有
権
と
し
て
と
ら
え
、
多
数
決
原
理
の
限
界
と
し
て
位
置
づ
け
て
そ
の
保
護
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
基
本
権
の
私
人
間
効
力
が
認
め
ら
れ
、
国
家

の
基
本
権
保
護
義
務
を
強
調
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
現
在
で
は
有
用
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
石
川
教
授
は
、
「
労
働
組

合
に
お
い
て
は
、
個
人
の
基
本
的
人
権
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
況
ん
や
、
そ
の
中
心
た
る
思
想
の
自
由
、
政
治
的
活
動
の
自
由
は
特
に
重
ん
ぜ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
個
人
の
政
治
的
活
動
の
自
由
は
、
労
働
組
合
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
そ
れ
を
奪
い
得
な
い
、
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
石
川
吉
右
衛
門
「
労
働
組
合
の
統
制
力
と
組
合
員
の
政
治
的
自
由
ー
統
制
力
の
限
界
の
一
側
面
ー
」
法
協
七
六
巻
一
号
一
二
頁
以
下

〔
一
九
五
九
〕
）
と
さ
れ
る
が
、
構
成
員
の
思
想
の
自
由
、
政
治
活
動
の
自
由
を
固
有
権
に
含
め
る
な
ら
ば
「
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
そ
れ
を
奪
い
得
な

い
」
と
い
う
こ
と
が
実
現
で
き
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
「
本
来
の
固
有
権
論
は
、
当
該
の
権
利
自
体
の
本
質
上
多
数
決
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
う
る
権
利

で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
そ
の
問
題
で
あ
る
」
（
鈴
木
竹
雄
『
新
版
　
会
社
法
』
八
九
頁
〔
弘
文
堂
、
全
訂
第
二
版
補
正
版
、
一
九
八
三
〕
）
と

す
る
な
ら
ば
、
「
多
数
決
の
限
界
」
と
し
て
機
能
す
る
固
有
権
を
構
成
員
が
「
基
本
的
に
有
し
て
い
る
利
益
で
多
数
決
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
」
と
定
義
し
（
永
井
和
之
『
会
社
法
』
一
三
四
頁
〔
有
斐
閣
、
一
九
九
六
〕
）
、
構
成
員
の
人
権
も
視
野
に
入
れ
た
形
で
多
数
決
原
理
の
限
界
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
後
述
の
「
公
序
良
俗
論
」
よ
り
も
一
層
、
多
数
決
原
理
の
濫
用
に
対
し
有
効
な
歯
止
め
と
な
る
と
考
え
る
。
固
有
権
理
論
は
そ

も
そ
も
公
法
の
領
域
に
お
い
て
発
達
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
公
法
の
本
質
よ
り
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
社
団
の
本
質
よ
り
生
ず
る
も
の
で
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が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
他
の
政
党
の
支
持
・
選
挙
活
動
を
行
っ
た
構
成
員
を
決
議
違
反
日
統
制
違
反
と
し
て
統
制
処
分
の
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
②
当
該
支
持
決
議
に
基
づ
き
、
当
該
政
党
の
た
め
の
運
動
資
金
を
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
③
当
該
支
持
決

議
に
基
づ
き
、
当
該
政
党
の
た
め
の
運
動
資
金
を
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
政
党
支
持
の
構
成
員
は
こ
れ
に
異
議
申
立
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
(
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
横
井
芳
弘
「
判
批
」
萩
淳
清
彦
編
『
労
働
判
例
百
選
』
一
一
九
頁

〔
有
斐
閣
、
第
五
版
、
一
九
八
九
〕
、
琴
沼
謙
一
「
特
定
政
党
・
候
補
者
支
持
の
組
合
決
定
と
こ
れ
に
も
と
づ
く
組
合
員
か
ら
の
資
金
徴
収
の
組
合
決
定
の

効
力
l
最
近
の
裁
判
例
に
つ
い
て
」
判
評
一
八
八
号
七
頁
〔
一
九
七
四
〕
、
長
岡
徹
「
労
働
組
合
の
政
治
資
金
と
組
合
員
の
人
権
付
」
論
叢
一
一
一
一
巻
一

号
二

O
頁
〔
一
九
八
二
〕
)
。
営
利
法
人
の
場
合
、
と
り
わ
け
有
限
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
社
員
で
構
成
さ
れ
る
株
式
会
社
の
場
合
、
③
の
問
題
し
か
生

じ
得
ず
、
株
式
会
社
の
政
治
献
金
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
固
有
権
の
内
容
と
し

て
人
権
を
盛
り
込
む
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
意
識
が
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
①
②
③
の
局
面
が
問
題
と
な
り
う
る
労
働
組
合
の
よ
う
な
中
間

法
人
や
、
税
理
士
会
、
司
法
書
士
会
の
よ
う
な
公
益
法
人
に
ま
で
視
野
を
広
げ
た
と
き
、
総
会
を
通
じ
て
社
団
の
運
営
に
参
画
す
る
権
利
と
い
っ
た
社
員

た
る
地
位
に
基
づ
く
権
利
の
み
な
ら
ず
、
構
成
員
の
人
権
も
、
各
構
成
員
が
そ
の
同
意
な
し
に
は
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
し
で
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
で
あ

る
固
有
権
と
し
て
と
ら
え
、
多
数
決
原
理
の
限
界
と
し
て
位
置
づ
け
て
そ
の
保
護
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
基
本
権
の
私
人
間
効
力
が
認
め
ら
れ
、
国
家

の
基
本
権
保
護
義
務
を
強
調
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
現
在
で
は
有
用
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
石
川
教
授
は
、
「
労
働
組

合
に
お
い
て
は
、
個
人
の
基
本
的
人
権
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
況
ん
や
、
そ
の
中
心
た
る
思
想
の
自
由
、
政
治
的
活
動
の
自
由
は
特
に
重
ん
ぜ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
個
人
の
政
治
的
活
動
の
自
由
は
、
労
働
組
合
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
そ
れ
を
奪
い
得
な
い
、
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
石
川
吉
右
衛
門
「
労
働
組
合
の
統
制
力
と
組
合
員
の
政
治
的
自
由
|
統
制
力
の
限
界
の
一
側
面
|
」
法
協
七
六
巻
一
号
一
二
頁
以
下

〔
一
九
五
九
〕
)
と
さ
れ
る
が
、
構
成
員
の
思
想
の
自
由
、
政
治
活
動
の
自
由
を
匝
有
権
に
含
め
る
な
ら
ば
「
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
そ
れ
を
奪
い
得
な

い
」
と
い
う
こ
と
が
実
現
で
き
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
「
本
来
の
固
有
権
論
は
、
当
該
の
権
利
自
体
の
本
質
上
多
数
決
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
う
る
権
利

で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
そ
の
問
題
で
あ
る
」
(
鈴
木
竹
雄
『
新
版
会
社
法
』
八
九
頁
〔
弘
文
堂
、
全
訂
第
二
版
補
正
版
、
一
九
八
三
〕
)
と

す
る
な
ら
ば
、
「
多
数
決
の
限
界
」
と
し
て
機
能
す
る
固
有
権
を
構
成
員
が
「
基
本
的
に
有
し
て
い
る
利
益
で
多
数
決
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
」
と
定
義
し
(
永
井
和
之
『
会
社
法
」
一
三
四
頁
〔
有
斐
問
、
一
九
九
六
〕
)
、
構
成
員
の
人
権
も
視
野
に
入
れ
た
形
で
多
数
決
原
理
の
限
界
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
後
述
の
「
公
序
良
俗
論
」
よ
り
も
一
層
、
多
数
決
原
理
の
濫
用
に
対
し
有
効
な
歯
止
め
と
な
る
と
考
え
る
。
固
有
権
理
論
は
そ

も
そ
も
公
法
の
領
域
に
お
い
て
発
達
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
公
法
の
本
質
よ
り
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
社
団
の
本
質
よ
り
生
ず
る
も
の
で
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あ
り
、
多
数
決
の
原
理
が
適
用
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
所
に
も
多
数
決
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
論
理
的
相
関
者
と
し
て
現
れ
る
理
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

固
有
権
理
論
は
公
法
よ
り
私
法
の
法
人
理
論
に
移
入
せ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
か
ら
す
る
な
ら
ば
（
田
中
・
前
掲
一
九
四
頁
）
、
構
成
員
の
人
権
も
、

各
構
成
員
が
そ
の
同
意
な
し
に
は
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
し
て
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
で
あ
る
固
有
権
と
し
て
と
ら
え
、
多
数
決
原
理
の
限
界
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
は
不
当
で
な
い
と
考
え
る
。
か
つ
て
の
学
説
に
は
、
社
員
が
有
す
る
親
族
権
、
相
続
権
、
総
て
の
財
産
権
と
い
っ
た
社
団
の
社
員
に
属
す

る
総
て
の
権
利
を
固
有
権
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
（
こ
う
し
た
見
解
に
つ
き
、
田
中
・
前
掲
二
〇
〇
頁
）
、
社
団
の
目
的
と
無
関
係
に
こ
う
し
た
権
利

を
固
有
権
に
含
め
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
社
団
の
目
的
に
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
社
員
の
人
権
を
固
有
権
に
含
め
る
こ
と
は
正
当
と
考
え
る
。

最
近
に
な
っ
て
、
民
法
と
憲
法
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
、
星
野
教
授
は
、
基
本
的
人
権
に
関
し
、
「
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
国
に
対
し
て
、
人
間
と
し
て

人
間
の
尊
厳
ゆ
え
に
持
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
利
益
を
、
主
張
で
き
る
権
利
で
す
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
人
間
の
尊
厳
に
基
づ
く
い
ろ
い
ろ
な
利
益
、

権
利
と
い
っ
た
も
の
は
、
私
人
同
士
、
国
民
同
士
で
も
主
張
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
実
は
人
間
の
尊
厳
と
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
考

え
る
と
、
民
法
も
憲
法
も
共
通
し
た
基
本
原
則
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
星
野
英
一
「
民
法
と
憲
法
－
民
法
か
ら
出
発
し
て
ー
」
法
教

一
七
一
号
七
頁
〔
一
九
九
四
〕
）
、
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
は
、
構
成
員
の
固
有
権
の
中
に
構
成
員
の
人
権
も
含
め
、
私
人
で
あ
る
団
体
が
多
数
決
に

よ
っ
て
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
。
相
本
宏
教
授
の
「
固
有
権
」
に
関
す
る
見
解
は
こ
う
し
た
見
地
か
ら
支
持

し
う
る
と
考
え
る
。

　
な
お
、
私
見
の
よ
う
に
考
え
る
見
解
は
、
決
し
て
特
異
な
見
解
で
は
な
い
。
富
山
教
授
が
、
株
式
会
社
が
な
す
政
治
的
目
的
の
た
め
の
支
出
行
為
は

「
対
社
会
的
に
は
国
民
の
参
政
の
平
等
と
い
う
原
則
と
矛
盾
し
、
対
構
成
員
の
関
係
で
は
構
成
員
が
市
民
と
し
て
有
す
る
政
治
的
自
由
と
矛
盾
す
る
と
い

う
、
そ
の
反
公
益
性
」
を
有
し
、
「
公
の
秩
序
違
反
の
行
為
（
民
九
〇
）
と
し
て
そ
の
私
法
上
の
効
力
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
行
為
」
で
あ
る
と
さ
れ
（
富

山
・
前
掲
注
（
3
7
）
五
一
頁
以
下
、
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
小
松
俊
雄
「
会
社
の
政
治
献
金
ー
八
幡
製
鉄
事
件
の
二
つ
の
判
決
を
中
心
と
し
て
i
」
明
治

大
学
現
代
法
研
究
会
編
『
政
治
の
な
か
の
法
』
六
九
頁
〔
敬
文
堂
、
一
九
六
九
〕
）
、
河
本
教
授
が
、
株
式
会
社
の
な
す
政
治
献
金
は
、
「
商
法
以
前
の
、

憲
法
・
民
法
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
無
効
」
と
さ
れ
、
「
本
判
決
（
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
四
日
…
筆
者
注
）
も

認
め
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
献
金
が
『
政
治
の
動
向
に
影
響
を
与
え
る
』
、
『
国
民
の
政
治
意
思
の
形
成
に
作
用
す
る
』
こ
と
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
自

然
人
で
あ
る
国
民
各
自
の
選
択
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
取
締
役
が
自
己
の
財
産
で
は
な
い
会
社
財
産
を
、
政
治
的
目
的
に
使
用
す
る
こ

と
は
、
右
の
原
則
に
反
す
る
、
と
の
理
論
に
よ
る
。
」
と
さ
れ
（
河
本
一
郎
『
現
代
会
社
法
』
七
四
頁
〔
商
事
法
務
研
究
会
、
新
訂
第
七
版
、
一
九
九
五
〕
、

な
お
、
同
「
判
批
」
昭
和
四
五
年
度
重
判
解
説
ジ
ュ
リ
四
八
二
号
八
七
頁
〔
一
九
七
一
〕
参
照
）
、
中
村
教
授
が
、
「
会
社
の
政
治
献
金
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

一63一

政治献金と法人の目的の範囲

あ
り
、
多
数
決
の
原
理
が
適
用
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
所
に
も
多
数
決
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
論
理
的
相
関
者
と
し
て
現
れ
る
理
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

固
有
権
理
論
は
公
法
よ
り
私
法
の
法
人
理
論
に
移
入
せ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
か
ら
す
る
な
ら
ば
(
田
中
・
前
掲
一
九
四
頁
)
、
構
成
員
の
人
権
も
、

各
構
成
員
が
そ
の
同
意
な
し
に
は
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
し
で
も
奪
わ
れ
な
い
権
利
で
あ
る
固
有
権
と
し
て
と
ら
え
、
多
数
決
原
理
の
限
界
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
は
不
当
で
な
い
と
考
え
る
。
か
つ
て
の
学
説
に
は
、
社
員
が
有
す
る
親
族
権
、
相
続
権
、
総
て
の
財
産
権
と
い
っ
た
社
団
の
社
員
に
属
す

る
総
て
の
権
利
を
固
有
権
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
(
こ
う
し
た
見
解
に
つ
き
、
田
中
・
前
掲
二

O
O頁
)
、
社
団
の
目
的
と
無
関
係
に
こ
う
し
た
権
利

を
固
有
権
に
含
め
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
社
団
の
目
的
に
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
社
員
の
人
権
を
固
有
権
に
含
め
る
こ
と
は
正
当
と
考
え
る
。

最
近
に
な
っ
て
、
民
法
と
憲
法
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
、
星
野
教
授
は
、
基
本
的
人
権
に
関
し
、
「
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
国
に
対
し
て
、
人
間
と
し
て

人
間
の
尊
厳
ゆ
え
に
持
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
利
益
を
、
主
張
で
き
る
権
利
で
す
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
人
間
の
尊
厳
に
基
づ
く
い
ろ
い
ろ
な
利
益
、

権
利
と
い
っ
た
も
の
は
、
私
人
同
士
、
国
民
同
士
で
も
主
張
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
実
は
人
間
の
尊
厳
と
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
考

え
る
と
、
民
法
も
憲
法
も
共
通
し
た
基
本
原
則
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
星
野
英
一
「
民
法
と
憲
法
|
民
法
か
ら
出
発
し
て

i
」
法
教

一
七
一
号
七
頁
〔
一
九
九
四
〕
)
、
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
は
、
構
成
員
の
固
有
権
の
中
に
構
成
員
の
人
権
も
含
め
、
私
人
で
あ
る
団
体
が
多
数
決
に

よ
っ
て
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
。
相
本
宏
教
授
の
「
固
有
権
」
に
関
す
る
見
解
は
こ
う
し
た
見
地
か
ら
支
持

し
う
る
と
考
え
る
。

な
お
、
私
見
の
よ
う
に
考
え
る
見
解
は
、
決
し
て
特
異
な
見
解
で
は
な
い
。
富
山
教
授
が
、
株
式
会
社
が
な
す
政
治
的
目
的
の
た
め
の
支
出
行
為
は

「
対
社
会
的
に
は
国
民
の
参
政
の
平
等
と
い
う
原
則
と
矛
盾
し
、
対
構
成
員
の
関
係
で
は
構
成
員
が
市
民
と
し
て
有
す
る
政
治
的
自
由
と
矛
盾
す
る
と
い

う
、
そ
の
反
公
益
性
」
を
有
し
、
「
公
の
秩
序
違
反
の
行
為
(
民
九
O
)
と
し
て
そ
の
私
法
上
の
効
力
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
行
為
」
で
あ
る
と
さ
れ
(
富

山
・
前
掲
注
(
訂
)
五
一
頁
以
下
、
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
小
松
俊
雄
「
会
社
の
政
治
献
金
l
八
幡
製
鉄
事
件
の
二
つ
の
判
決
を
中
心
と
し
て
l
」
明
治

大
学
現
代
法
研
究
会
編
『
政
治
の
な
か
の
法
』
六
九
頁
〔
敬
文
堂
、
一
九
六
九
〕
)
、
河
本
教
授
が
、
株
式
会
社
の
な
す
政
治
献
金
は
、
「
商
法
以
前
の
、

憲
法
・
民
法
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
無
効
」
と
さ
れ
、
「
本
判
決
(
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
・
:
筆
者
注
)
も

認
め
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
献
金
が
「
政
治
の
動
向
に
影
響
を
与
え
る
』
、
『
国
民
の
政
治
意
思
の
形
成
に
作
用
す
る
』
こ
と
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
自

然
人
で
あ
る
国
民
各
自
の
選
択
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
取
締
役
が
自
己
の
財
産
で
は
な
い
会
社
財
産
を
、
政
治
的
目
的
に
使
用
す
る
こ

と
は
、
右
の
原
則
に
反
す
る
、
と
の
理
論
に
よ
る
。
」
と
さ
れ
(
河
本
一
郎
『
現
代
会
社
法
』
七
四
頁
〔
商
事
法
務
研
究
会
、
新
訂
第
七
版
、
一
九
九
五
〕
、

な
お
、
同
「
判
批
」
昭
和
四
五
年
度
重
判
解
説
ジ
ュ
リ
四
八
二
号
八
七
頁
〔
一
九
七
乙
参
照
)
、
中
村
教
授
が
、
「
会
社
の
政
治
献
金
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
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国
民
の
政
治
的
信
条
の
自
由
お
よ
び
参
政
権
の
個
人
的
性
質
と
両
立
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
憲
法
秩
序
に
違
反
し
、
ま
た
民
法
九
〇
条
違
反
と
解
す
る
説
に

賛
同
し
た
い
。
」
と
さ
れ
る
が
（
中
村
一
彦
『
企
業
の
社
会
的
責
任
－
法
学
的
考
察
ー
』
一
三
六
頁
〔
同
文
舘
、
改
訂
増
補
版
、
一
九
八
乙
）
、
私
見
は
、

富
山
教
授
・
河
本
教
授
・
中
村
教
授
が
憲
法
違
反
・
民
法
九
〇
条
違
反
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
法
人
の
政
治
献
金
が
「
対
構
成
員
の
関
係
で
は
構

成
員
が
市
民
と
し
て
有
す
る
政
治
的
自
由
と
矛
盾
す
る
と
い
う
」
側
面
か
ら
、
固
有
権
を
媒
介
と
し
て
民
法
四
三
条
論
で
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
構
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
民
法
九
〇
条
違
反
と
す
る
説
は
、
奥
島
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
（
前
掲
最
大
判
昭
和
四
八
年
一

二
月
一
二
日
）
に
よ
り
、
憲
法
上
の
人
権
保
障
を
私
人
間
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
間
接
適
用
説
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
参
政
権
（
憲
法
一
五
条
）

の
侵
害
に
対
し
て
は
、
「
参
政
権
違
反
を
内
実
と
す
る
民
法
九
〇
条
の
適
用
に
よ
り
、
問
接
的
に
、
憲
法
の
人
権
規
定
を
」
適
用
し
「
政
党
と
会
社
と
い

う
私
人
問
の
政
治
献
金
と
い
う
私
的
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
（
奥
島
孝
康
「
会
社
の
政
治
献

金
」
法
セ
ニ
四
一
号
一
二
四
頁
〔
一
九
七
五
〕
、
憲
法
の
間
接
適
用
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
北
野
・
前
掲
三
三
九
頁
）
、
私
見
も
、
憲
法
の
間
接
適
用

と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
南
九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
事
件
の
最
高
裁
判
決
（
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
）
が
、
政
治
献
金
を
税
理

士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
根
拠
と
し
て
政
治
献
金
は
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
し
構
成
員
が
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
点
を
あ
げ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
法
四
三
条
に
お
い
て
憲
法
の
間
接
適
用
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
四
宮
教
授
は
、
法
人
の
政
治
献
金
は

コ
応
目
的
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
ぺ
ん
社
会
的
妥
当
性
の
判
断
を
加
え
、
そ
し
て
ま
た
目
的
の
範
囲
の
問
題
に
返
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な

一
一
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。
」
と
分
析
し
、
「
金
の
行
方
が
ど
う
な
る
か
は
、
あ
ま
り
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
政
党

を
支
持
す
る
か
、
ど
の
政
党
に
献
金
す
べ
き
か
は
、
個
人
が
判
断
す
べ
き
だ
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
て
い
く
の
で
す
。
」
と
し
て
、
法
人
の
政
治
献
金
を

民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
違
反
と
と
ら
え
、
法
人
の
政
治
献
金
を
結
局
、
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
解
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
竹
雄
H
伍
堂
輝
雄
“
四
宮
和

夫
師
矢
沢
惇
H
小
林
直
樹
「
会
社
の
政
治
献
金
の
法
律
問
題
ー
東
京
高
裁
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
ジ
ュ
リ
三
四
三
号
三
六
頁
以
下
〔
四
宮
発
言
〕
〔
一

九
六
六
〕
）
。
私
見
は
、
こ
の
見
解
を
一
歩
進
め
、
構
成
員
の
固
有
権
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
公
序
良
俗
違
反
を
媒
介
と
せ
ず
に
法
人
の
政
治

献
金
は
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
結
論
を
導
け
る
と
構
成
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
富
山
教
授
が
、
「
そ
の
行
為
の
私
法
上
の
効
力
を
絶
対

的
に
否
定
す
る
、
と
い
う
結
論
を
う
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
こ
れ
を
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
、
わ
が
国
の
判

例
・
学
説
が
、
現
在
な
お
権
利
能
力
の
有
無
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
法
人
の
な
し
う
る
行
為
の
限
界
を
定
め
る
一
般
的
形
式
と
す
る
た
て
ま
え
を
貫
ぬ

く
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
意
思
形
成
へ
の
参
加
は
原
則
と
し
て
個
人
た
る
市
民
の
生
活
関
係
に
属
し
、
市
民
法
上
の
法
人
は
か
か
る
生
活
関
係
に
立
た
な
い
、

と
い
う
点
だ
け
か
ら
、
こ
れ
を
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
法
技
術
上
処
理
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
（
富
山
・
前
掲
五
こ
頁
）
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国
民
の
政
治
的
信
条
の
自
由
お
よ
び
参
政
権
の
個
人
的
性
質
と
両
立
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
憲
法
秩
序
に
違
反
し
、
ま
た
民
法
九

O
条
違
反
と
解
す
る
説
に

賛
同
し
た
い
。
」
と
さ
れ
る
が
(
中
村
一
彦
「
企
業
の
社
会
的
責
任
1

法
学
的
考
察
l
』
一
一
二
六
頁
〔
同
文
舘
、
改
訂
増
補
版
、
一
九
八
二
)
、
私
見
は
、

富
山
教
授
・
河
本
教
授
・
中
村
教
授
が
憲
法
違
反
・
民
法
九

O
条
違
反
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
法
人
の
政
治
献
金
が
「
対
構
成
員
の
関
係
で
は
構

成
員
が
市
民
と
し
て
有
す
る
政
治
的
自
由
と
矛
盾
す
る
と
い
う
」
側
面
か
ら
、
固
有
権
を
媒
介
と
し
て
民
法
四
三
条
論
で
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
構
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
民
法
九

O
条
違
反
と
す
る
説
は
、
奥
島
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
(
前
掲
最
大
判
昭
和
四
八
年
一

一
一
月
一
二
日
)
に
よ
り
、
憲
法
上
の
人
権
保
障
を
私
人
聞
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
間
接
適
用
説
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
参
政
権
(
憲
法
一
五
条
)

の
侵
害
に
対
し
て
は
、
「
参
政
権
違
反
を
内
実
と
す
る
民
法
九

O
条
の
適
用
に
よ
り
、
間
接
的
に
、
憲
法
の
人
権
規
定
を
」
適
用
し
「
政
党
と
会
社
と
い

う
私
人
間
の
政
治
献
金
と
い
う
私
的
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
(
奥
島
孝
康
「
会
社
の
政
治
献

金
」
法
セ
二
四
一
号
一
二
四
頁
〔
一
九
七
五
〕
、
憲
法
の
間
接
適
用
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
北
野
・
前
掲
三
三
九
頁
)
、
私
見
も
、
憲
法
の
間
接
適
用

と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
南
九
州
税
理
士
会
政
治
献
金
事
件
の
最
高
裁
判
決
(
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
)
が
、
政
治
献
金
を
税
理

士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
根
拠
と
し
て
政
治
献
金
は
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
し
構
成
員
が
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
点
を
あ
げ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
法
四
三
条
に
お
い
て
憲
法
の
間
接
適
用
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
四
宮
教
授
は
、
法
人
の
政
治
献
金
は

「
一
応
目
的
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
ぺ
ん
社
会
的
妥
当
性
の
判
断
を
加
え
、
そ
し
て
ま
た
目
的
の
範
囲
の
問
題
に
返
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な

二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。
」
と
分
析
し
、
「
金
の
行
方
が
ど
う
な
る
か
は
、
あ
ま
り
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
政
党

を
支
持
す
る
か
、
ど
の
政
党
に
献
金
す
べ
き
か
は
、
個
人
が
判
断
す
べ
き
だ
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
て
い
く
の
で
す
。
」
と
し
て
、
法
人
の
政
治
献
金
を

民
法
九

O
条
の
公
序
良
俗
違
反
と
と
ら
え
、
法
人
の
政
治
献
金
を
結
局
、
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
解
さ
れ
て
い
る
(
鈴
木
竹
雄
日
伍
堂
輝
雄
H
四
宮
和

夫
H
矢
沢
惇
H
小
林
直
樹
「
会
社
の
政
治
献
金
の
法
律
問
題
l
東
京
高
裁
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て

l
」
ジ
ュ
リ
三
四
三
号
三
六
頁
以
下
〔
四
宮
発
言
〕
〔
一

九
六
六
〕
)
。
私
見
は
、
こ
の
見
解
を
一
歩
進
め
、
構
成
員
の
固
有
権
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
公
序
良
俗
違
反
を
媒
介
と
せ
ず
に
法
人
の
政
治

献
金
は
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
結
論
を
導
け
る
と
構
成
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
富
山
教
授
が
、
「
そ
の
行
為
の
私
法
上
の
効
力
を
絶
対

的
に
否
定
す
る
、
と
い
う
結
論
を
う
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
こ
れ
を
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
、
わ
が
国
の
判

例
・
学
説
が
、
現
在
な
お
権
利
能
力
の
有
無
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
法
人
の
な
し
う
る
行
為
の
限
界
を
定
め
る
一
般
的
形
式
と
す
る
た
て
ま
え
を
貫
ぬ

く
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
意
思
形
成
へ
の
参
加
は
原
則
と
し
て
個
人
た
る
市
民
の
生
活
関
係
に
属
し
、
市
民
法
上
の
法
人
は
か
か
る
生
活
関
係
に
立
た
な
い
、

と
い
う
点
だ
け
か
ら
、
こ
れ
を
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
法
技
術
上
処
理
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
(
富
山
・
前
掲
五
二
頁
)
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65政治献金と法人の目的の範囲

　
　
と
し
て
い
た
が
、
私
見
は
、
法
人
の
か
か
わ
る
生
活
関
係
の
側
面
か
ら
捉
え
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
法
人
の
多
数
決
原
理
の
限
界
の
側
面
か
ら
法
人
の
目

　
的
の
範
囲
外
と
い
う
結
論
を
基
礎
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
4
）
　
こ
の
点
に
つ
き
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
、
組
合
基
金
か
ら
支
出
す
る
場
合
は
許
さ
れ
る
が
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
組
合
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴

　
収
す
る
場
合
は
許
さ
れ
な
い
（
分
離
論
）
と
し
た
国
労
広
島
地
方
本
部
事
件
の
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
民
集
二
九
巻
一
〇
号
一
六
九
八
頁
が
あ

　
　
る
。
し
か
し
、
①
構
成
員
が
会
費
を
支
払
う
場
合
、
そ
れ
が
政
治
献
金
に
流
用
さ
れ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
流
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
は

　
反
対
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
そ
う
し
た
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
川
口
実
「
労
働
組

　
合
の
政
党
支
持
の
自
由
と
統
制
権
」
季
労
六
七
号
一
八
頁
〔
一
九
六
八
〕
）
、
②
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
な
る
と
、
会
費
名
目
で
直

　
接
の
政
治
献
金
を
強
制
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
（
「
運
動
の
た
め
の
費
用
を
会
員
か
ら

　
　
一
般
会
費
と
し
て
徴
収
し
た
中
か
ら
支
出
す
る
か
、
又
は
、
そ
の
た
め
の
特
別
会
費
と
し
て
会
員
か
ら
徴
収
す
る
か
は
、
単
に
政
策
的
、
便
宜
的
な
問
題
」

　
　
で
あ
り
、
「
団
体
は
、
機
関
の
多
数
決
に
よ
り
、
一
般
会
費
を
特
別
会
費
分
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
団
体
の
政
治
運
動
に
反
対
の
会
員
か
ら
一
般
会
費

　
　
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
た
会
財
政
か
ら
費
用
を
支
出
し
て
政
治
運
動
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
反
対
の
会
員
に
対
し
、
右
政
治
運
動
の
よ
っ
て

　
立
つ
政
治
的
立
場
に
賛
成
す
る
よ
う
強
制
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
前
記
判
例
法
〔
前
掲
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
一
八
日
…
…
筆
者
注
〕
の
適
用
を
免

　
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
前
記
判
例
の
法
理
は
、
事
実
上
殆
ど
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
ス
パ
イ

　
防
止
法
反
対
運
動
事
件
の
原
告
ら
の
主
張
く
「
『
総
会
決
議
無
効
訴
訟
』
報
告
⑯
」
自
正
四
三
巻
九
号
一
四
七
頁
〔
一
九
九
二
〕
V
）
、
③
支
出
に
不
足
す
る

　
団
体
財
産
の
補
充
の
た
め
に
会
費
の
追
加
徴
収
が
臨
時
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
不
可
分
一
体
で
あ
る
と
み
る
べ
き
こ
と
、
④

　
分
離
論
は
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
た
か
否
か
の
基
準
で
両
者
を
区
別
す
る
が
（
佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五
〇
年

　
度
五
六
事
件
評
釈
〔
法
曹
会
、
一
九
七
九
〕
）
、
毎
年
同
じ
政
党
に
政
治
献
金
を
し
て
い
る
団
体
が
会
費
を
徴
収
し
そ
の
団
体
財
産
か
ら
そ
の
政
党
に
政
治

　
献
金
す
る
場
合
は
、
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
徴
収
決
議
に
基
づ
き
政
治
献
金
を
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
と
ほ

　
と
ん
ど
差
異
は
な
く
、
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
た
か
否
か
で
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

　
分
離
論
は
妥
当
と
い
え
ず
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に
基
づ
き
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
一
般
財
産
か

　
　
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
許
さ
れ
な
い
と
す
る
一
体
論
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
（
分
離
論
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
蟻
川
・

　
前
掲
注
（
72
）
二
〇
三
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』
一
一
二
〇
頁
〔
新
世
社
、
一
九
九
六
〕
、
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権

　
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
山
院
三
八
号
三
〇
四
頁
以
下
〔
一
九
九
七
〕
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
五
号
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と
し
て
い
た
が
、
私
見
は
、
法
人
の
か
か
わ
る
生
活
関
係
の
側
面
か
ら
捉
え
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
法
人
の
多
数
決
原
理
の
限
界
の
側
面
か
ら
法
人
の
目

的
の
範
囲
外
と
い
う
結
論
を
基
礎
哨
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

(
九
)
こ
の
点
に
つ
き
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
、
組
合
基
金
か
ら
支
出
す
る
場
合
は
許
さ
れ
る
が
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
組
合
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴

収
す
る
場
合
は
許
さ
れ
な
い
(
分
離
論
)
と
し
た
国
労
広
島
地
方
本
部
事
件
の
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
民
集
二
九
巻
一

O
号
一
六
九
八
頁
が
あ

る
。
し
か
し
、
①
構
成
員
が
会
費
を
支
払
う
場
合
、
そ
れ
が
政
治
献
金
に
流
用
さ
れ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
流
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
は

反
対
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
そ
う
し
た
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
(
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
川
口
実
「
労
働
組

合
の
政
党
支
持
の
自
由
と
統
制
権
」
季
労
六
七
号
一
八
頁
〔
一
九
六
八
)
)
、
②
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
な
る
と
、
会
費
名
目
で
直

接
の
政
治
献
金
を
強
制
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
(
「
運
動
の
た
め
の
費
用
を
会
員
か
ら

一
般
会
費
と
し
て
徴
収
し
た
中
か
ら
支
出
す
る
か
、
又
は
、
そ
の
た
め
の
特
別
会
費
と
し
て
会
員
か
ら
徴
収
す
る
か
は
、
単
に
政
策
的
、
便
宜
的
な
問
題
」

で
あ
り
、
「
団
体
は
、
機
関
の
多
数
決
に
よ
り
、
一
般
会
費
を
特
別
会
費
分
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
団
体
の
政
治
運
動
に
反
対
の
会
員
か
ら
一
般
会
費

の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
た
会
財
政
か
ら
費
用
を
支
出
し
て
政
治
運
動
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
反
対
の
会
員
に
対
し
、
右
政
治
運
動
の
よ
っ
て

立
つ
政
治
的
立
場
に
賛
成
す
る
よ
う
強
制
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
前
記
判
例
法
〔
前
掲
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
:
:
:
筆
者
注
〕
の
適
用
を
免

れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
前
記
判
例
の
法
理
は
、
事
実
上
殆
ど
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
ス
パ
イ

防
止
法
反
対
運
動
事
件
の
原
告
ら
の
主
張
八
三
総
会
決
議
無
効
訴
訟
』
報
告
凶
」
自
正
四
三
巻
九
号
一
四
七
頁
〔
一
九
九
二
〕

V
)
、
③
支
出
に
不
足
す
る

団
体
財
産
の
補
充
の
た
め
に
会
費
の
追
加
徴
収
が
臨
時
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
不
可
分
一
体
で
あ
る
と
み
る
べ
き
こ
と
、
④

分
離
論
は
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
た
か
否
か
の
基
準
で
両
者
を
区
別
す
る
が
(
佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五

0
年

度
五
六
事
件
評
釈
〔
法
曹
会
、
一
九
七
九
〕
)
、
毎
年
同
じ
政
党
に
政
治
献
金
を
し
て
い
る
団
体
が
会
費
を
徴
収
し
そ
の
団
体
財
産
か
ら
そ
の
政
党
に
政
治

献
金
す
る
場
合
は
、
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
徴
収
決
議
に
基
づ
き
政
治
献
金
を
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
と
ほ

と
ん
ど
差
異
は
な
く
、
拠
出
者
と
政
治
的
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
た
か
否
か
で
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

分
離
論
は
妥
当
と
い
え
ず
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に
基
づ
き
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
一
般
財
産
か

ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
許
さ
れ
な
い
と
す
る
一
体
論
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
(
分
離
論
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
蟻
川
・

前
掲
注

(η)
二
O
三
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
」
二
二

O
頁
〔
新
世
社
、
一
九
九
六
〕
、
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
l
政
治
献
金
は
法
人
の
権

利
能
力
の
範
囲
内
か
|
」
山
院
三
八
号
三

O
四
頁
以
下
〔
一
九
九
七
〕
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ

l
ク
ス
一
五
号
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一
〇
頁
〔
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
1
）
「
判
研
」
一
九
三
頁
）
。

　
な
お
、
一
九
九
〇
年
六
月
四
日
の
連
邦
最
高
裁
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
（
ざ
田
『
‘
ω
§
①
ω
貰
9
0
巴
喧
o
菖
m
」
8
鍔
ψ
一
〔
お
8
〕
）

に
お
い
て
、
同
弁
護
士
会
が
、
所
属
弁
護
士
の
一
部
が
賛
成
し
な
い
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し

た
会
費
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
支
出
が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
を
統
制
し
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必

ず
し
も
合
理
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
言
論
の
自
由
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
「
原
告
は
、
州
弁
護
士
会

が
と
り
わ
け
州
の
立
法
、
す
な
わ
ち
、
（
a
）
州
な
い
し
州
以
下
の
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
の
雇
用
者
が
被
用
者
に
嘘
発
見
器
の
検
査
を
す
る
よ
う

要
求
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
、
（
b
）
甲
鉄
を
貫
通
す
る
よ
う
な
強
力
拳
銃
と
い
っ
た
武
器
の
所
持
を
禁
ず
る
法
、
（
c
）
大
気
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
者

を
無
制
限
に
訴
え
る
訴
権
を
創
設
す
る
法
、
（
d
）
他
国
か
ら
、
労
働
者
を
招
聰
す
る
計
画
を
制
定
し
た
り
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
許
可
す
る
こ
と
を
、

や
め
る
よ
う
連
邦
議
会
に
要
求
す
る
法
、
と
い
っ
た
立
法
に
賛
成
な
い
し
は
反
対
の
運
動
を
す
る
こ
と
に
従
事
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。
原
告
の
申
し
立

て
は
ま
た
、
州
弁
護
士
会
に
よ
っ
て
資
金
を
供
給
さ
れ
後
援
さ
れ
た
代
表
者
会
議
が
、
銃
規
制
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
被
害
者
の
権
利
章
典
で
あ

る
再
審
裁
判
を
考
え
て
い
る
合
衆
国
上
院
候
補
者
の
声
明
を
非
難
し
た
り
、
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
妊
娠
中
絶
・
公
立
学
校
で
の
礼

拝
・
人
種
差
別
廃
止
の
た
め
の
生
徒
の
バ
ス
通
学
輸
送
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
を
制
限
す
る
連
邦
の
立
法
に
反
対
し
た
り
し
た
と
主
張
す
る
。
一

方
で
は
、
弁
護
士
会
の
役
員
や
会
員
が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
の
統
制
を
最
終
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
専
門
的
助
言
者
と
し
て
本
来
的
に

行
動
す
る
州
弁
護
士
会
の
活
動
と
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
目
標
の
促
進
に
合
理
的
関
連
性
を
有
し
な
い
政
治
色
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
つ
い
た

州
弁
護
士
会
の
活
動
と
の
間
の
境
界
線
が
、
正
確
に
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
の
両

極
端
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銃
規
制
や
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
促
進
す
る
た
め
に
、
強
制
的
な
会
費
が
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
他

面
に
お
い
て
、
原
告
は
、
弁
護
士
会
の
会
員
の
懲
戒
や
専
門
職
の
た
め
の
倫
理
規
定
の
提
案
に
関
係
し
た
活
動
の
た
め
に
使
わ
れ
る
強
制
的
な
会
費
に
、

憲
法
上
有
効
な
反
対
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
ぎ
一
一
段
ダ
ω
鼻
①
ω
震
9
9
ま
o
旨
貫
⑦
§
醤
暮
5
1
一
①
）
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件

を
差
し
戻
し
た
。
強
制
加
入
の
弁
護
士
会
が
、
政
治
的
思
想
的
主
張
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
費
用
を
、
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し
た
会
費
で
賄
っ
た
の
は
、

団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
構
成
員
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
し
て
お
り
（
一
体
論
）
、
徴
収
決
議

に
基
づ
き
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
は
構
成
員
の
権
利
を
侵
害
す
る
が
、
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
は
構
成
員
の
権

利
を
侵
害
し
な
い
と
い
っ
た
議
論
（
分
離
論
）
は
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
ス
パ
イ
防

止
法
反
対
運
動
事
件
の
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
四
三
〇
号
一
〇
八
頁
）
が
、
ア
メ
リ
カ
の
右
連
邦
最
高
裁
判
決
と
異
な
り
分

一66一
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一
O
頁
〔
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
九
)
「
判
研
」
一
九
三
頁
)
。

な
お
、
一
九
九

O
年
六
月
四
日
の
連
邦
最
高
裁
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
(
窓
口
。

2
・
∞
宮
帝
国
買
え
わ
包

5
5
F
h
p
g
d・∞
-
H

〔
5
8〕)

に
お
い
て
、
同
弁
護
士
会
が
、
所
属
弁
護
士
の
一
部
が
賛
成
し
な
い
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し

た
会
費
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
支
出
が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
を
統
制
し
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必

ず
し
も
合
理
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
言
論
の
自
由
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
「
原
告
は
、
州
弁
護
士
会

が
と
り
わ
け
州
の
立
法
、
す
な
わ
ち
、

(

a

)

州
な
い
し
州
以
下
の
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
の
雇
用
者
が
被
用
者
に
嘘
発
見
器
の
検
査
を
す
る
よ
う

要
求
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
、

(
b
)
甲
鉄
を
貫
通
す
る
よ
う
な
強
力
拳
銃
と
い
っ
た
武
器
の
所
持
を
禁
ず
る
法
、

(

C

)

大
気
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
者

を
無
制
限
に
訴
え
る
訴
権
を
創
設
す
る
法
、

(
d
)
他
国
か
ら
、
労
働
者
を
招
轄
す
る
計
画
を
制
定
し
た
り
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
許
可
す
る
こ
と
を
、

や
め
る
よ
う
連
邦
議
会
に
要
求
す
る
法
、
と
い
っ
た
立
法
に
賛
成
な
い
し
は
反
対
の
運
動
を
す
る
こ
と
に
従
事
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。
原
告
の
申
し
立

て
は
ま
た
、
州
弁
護
士
会
に
よ
っ
て
資
金
を
供
給
さ
れ
後
援
さ
れ
た
代
表
者
会
議
が
、
銃
規
制
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
被
害
者
の
権
利
章
典
で
あ

る
再
審
裁
判
を
考
え
て
い
る
合
衆
国
上
院
候
補
者
の
声
明
を
非
難
し
た
り
、
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
妊
娠
中
絶
・
公
立
学
校
で
の
礼

拝
・
人
種
差
別
廃
止
の
た
め
の
生
徒
の
パ
ス
通
学
輸
送
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
を
制
限
す
る
連
邦
の
立
法
に
反
対
し
た
り
し
た
と
主
張
す
る
。
一

方
で
は
、
弁
護
士
会
の
役
員
や
会
員
が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
の
統
制
を
最
終
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
専
門
的
助
言
者
と
し
て
本
来
的
に

行
動
す
る
州
弁
護
士
会
の
活
動
と
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
目
標
の
促
進
に
合
理
的
関
連
性
を
有
し
な
い
政
治
色
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
つ
い
た

州
弁
護
士
会
の
活
動
と
の
間
の
境
界
線
が
、
正
確
に
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
の
両

極
端
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銃
規
制
や
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
促
進
す
る
た
め
に
、
強
制
的
な
会
費
が
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
他

面
に
お
い
て
、
原
告
は
、
弁
護
士
会
の
会
員
の
懲
戒
や
専
門
職
の
た
め
の
倫
理
規
定
の
提
案
に
関
係
し
た
活
動
の
た
め
に
使
わ
れ
る
強
制
的
な
会
費
に
、

憲
法
上
有
効
な
反
対
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
付
色

q
〈
・
∞
冨
帝
国
買
え

nm居。
S
E
W
E
Rぬ
注
目

1
5
)
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件

を
差
し
戻
し
た
。
強
制
加
入
の
弁
護
士
会
が
、
政
治
的
思
想
的
主
張
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
費
用
を
、
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し
た
会
費
で
賄
っ
た
の
は
、

団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
構
成
員
の
言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
し
て
お
り
(
一
体
論
)
、
徴
収
決
議

に
基
づ
き
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
は
構
成
員
の
権
利
を
侵
害
す
る
が
、
団
体
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
は
構
成
員
の
権

利
を
侵
害
し
な
い
と
い
っ
た
議
論
(
分
離
論
)
は
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
ス
パ
イ
防

止
法
反
対
運
動
事
件
の
第
一
審
(
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
三

O
日
判
時
一
四
三

O
号
一

O
八
頁
)
が
、
ア
メ
リ
カ
の
右
連
邦
最
高
裁
判
決
と
異
な
り
分
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67　政治献金と法人の目的の範囲

　
離
論
に
立
ち
、
「
被
告
が
、
一
方
で
一
般
会
費
と
し
て
原
告
ら
に
資
金
拠
出
を
強
制
し
、
他
方
で
会
財
政
か
ら
費
用
を
支
出
し
て
本
件
反
対
運
動
を
行
っ

　
　
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
原
告
ら
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
右
運
動
の
よ
っ
て
立
つ
意
見
、
立
場
等
に
つ
い
て
の
支
持
の
表
明
を
強
制
し
て
い
る
に
等

　
　
し
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
原
告
ら
の
思
想
、
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
こ
と
と
対
比
す
べ
き
で
あ
る
。

（
7
5
）
　
①
傾
向
企
業
が
政
治
献
金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
政
治
献

　
金
を
肯
定
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
（
①
の
場
合
に
政
治
献
金
は
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
崎
稜
「
判
批
」
法
セ
一
八
八
二
年
二
月
号
別
冊
付
録

　
　
『
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
［
会
社
法
］
』
一
四
頁
、
な
お
、
「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
」
た
団
体
に
対
し
、
一
般
基
金
か
ら
の
政
治
的

　
独
立
支
出
を
認
め
た
窄
8
邑
田
①
＆
8
9
ヨ
巨
の
の
一
9
‘
ζ
器
器
o
ぎ
器
誘
Ω
欝
窪
の
｛
興
霞
ρ
⑦
§
奉
ぎ
帯
斜
♪
象
器
o
。
参
照
。
②
の
場
合
に
政
治
献
金
は

　
　
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
富
山
・
前
掲
注
（
37
）
五
二
頁
以
下
、
四
宮
発
言
・
前
掲
注
（
7
3
）
三
六
頁
、
星
野
発
言
・
前
掲
注
（
7
3
〉
｝
二
頁
、
二
六

　
　
頁
、
河
本
・
前
掲
注
（
7
3
）
七
四
頁
）
と
し
て
も
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た

　
　
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
反
対
の
構
成
員
が
い
る
こ
と
か
ら
法
人
の
政
治
献
金
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
わ

　
　
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
構
成
員
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て
法
人
の
存
在
を
認
め
、
法
人
の
政
治
的
言
論
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
法
人
の
意
思
と

　
　
し
て
公
職
選
挙
に
お
い
て
特
定
政
党
な
い
し
特
定
候
補
者
を
支
持
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
る
（
特
定
候
補
者
支

　
　
持
の
組
合
大
会
決
議
も
、
そ
の
決
議
に
従
わ
ず
に
自
ら
立
候
補
し
よ
う
と
す
る
組
合
員
や
他
の
候
補
者
を
支
持
す
る
活
動
を
す
る
組
合
員
に
対
し
、
そ
れ

　
　
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
勧
告
ま
た
は
説
得
す
る
と
い
う
趣
旨
に
と
ど
ま
り
、
右
組
合
員
を
統
制
違
反
と
し
て
直
ち
に
処
分
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
趣

　
　
旨
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
右
組
合
決
議
も
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
最
大
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
四
日
刑
集
二
二

　
　
巻
二
舌
璽
四
二
五
頁
、
最
判
昭
和
四
四
年
五
月
二
日
裁
判
集
民
九
五
号
一
一
五
七
頁
）
。
た
と
え
公
益
法
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
宗
教
法
人

　
　
が
宗
教
法
人
の
税
制
等
の
優
遇
措
置
を
主
張
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
し
た
り
、
慈
善
活
動
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
が
当
該
慈
善

　
　
活
動
に
関
わ
る
社
会
福
祉
立
法
の
成
立
を
主
張
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
よ
う
（
こ
う
し
た
こ
と
を
禁
止
す

　
　
る
公
益
法
人
の
場
合
に
は
、
政
治
的
中
立
を
要
求
す
る
教
育
基
本
法
八
条
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
）
。
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日

　
　
判
決
の
調
査
官
解
説
も
、
「
法
（
税
理
士
法
…
…
筆
者
注
）
四
九
条
の
一
二
第
一
項
に
は
、
税
理
士
会
は
、
税
務
行
政
そ
の
他
国
税
若
し
く
は
地
方
税
又

　
　
は
税
理
士
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
権
限
の
あ
る
官
公
署
に
建
議
し
、
又
は
そ
の
諮
問
に
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規

　
　
定
や
本
判
決
の
判
示
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
、
税
理
士
会
が
右
の
範
囲
の
行
動
や
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
、
例
え
ば
、
税
理
士
法
改
正
案
に
つ
き
国
税
当
局

　
　
や
国
会
議
員
に
税
理
士
会
の
立
場
を
説
明
し
、
意
見
を
述
べ
た
り
、
税
理
士
会
と
し
て
意
見
表
明
の
決
議
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
政
治
性
を
帯
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離
論
に
立
ち
、
「
被
告
が
、
一
方
で
一
般
会
費
と
し
て
原
告
ら
に
資
金
拠
出
を
強
制
し
、
他
方
で
会
財
政
か
ら
費
用
を
支
出
し
て
本
件
反
対
運
動
を
行
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
原
告
ら
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
右
運
動
の
よ
っ
て
立
つ
意
見
、
立
場
等
に
つ
い
て
の
支
持
の
表
明
を
強
制
し
て
い
る
に
等

し
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
原
告
ら
の
思
想
、
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
こ
と
と
対
比
す
べ
き
で
あ
る
。

(
花
)
①
傾
向
企
業
が
政
治
献
金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全
員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
政
治
献

金
を
肯
定
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
(
①
の
場
合
に
政
治
献
金
は
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
崎
稜
「
判
批
」
法
セ
一
八
八
二
年
一
一
月
号
別
冊
付
録

『
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
[
会
社
法
]
』
一
四
頁
、
な
お
、
「
政
治
思
想
を
促
進
す
る
た
め
に
特
に
形
成
さ
れ
」
た
団
体
に
対
し
、
一
般
基
金
か
ら
の
政
治
的

独
立
支
出
を
認
め
た

F
r邑巴ゅの片山
g
n
。B
B
Z号
ロ
〈
・
宮
町
世
話

R
F
5
3
ω
ゎ
5
8
5
向。ユ
kpω
毛
5
5
z
h
F
p
a
N
ω
∞
参
照
。
②
の
場
合
に
政
治
献
金
は

可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
富
山
・
前
掲
注
(
幻
)
五
二
頁
以
下
、
四
宮
発
言
・
前
掲
注
(
花
)
三
六
頁
、
星
野
発
一
言
・
前
掲
注
(
花
)
二
一
頁
、
二
六

頁
、
河
本
・
前
掲
注
(
均
)
七
四
頁
)
と
し
て
も
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た

構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
反
対
の
構
成
員
が
い
る
こ
と
か
ら
法
人
の
政
治
献
金
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
構
成
員
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て
法
人
の
存
在
を
認
め
、
法
人
の
政
治
的
言
論
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
法
人
の
意
思
と

し
て
公
職
選
挙
に
お
い
て
特
定
政
党
な
い
し
特
定
候
補
者
を
支
持
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
る
(
特
定
候
補
者
支

持
の
組
合
大
会
決
議
も
、
そ
の
決
議
に
従
わ
ず
に
自
ら
立
候
補
し
よ
う
と
す
る
組
合
員
や
他
の
候
補
者
を
支
持
す
る
活
動
を
す
る
組
合
員
に
対
し
、
そ
れ

を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
勧
告
ま
た
は
説
得
す
る
と
い
う
趣
旨
に
と
ど
ま
り
、
右
組
合
員
を
統
制
違
反
と
し
て
直
ち
に
処
分
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
趣

旨
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
右
組
合
決
議
も
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
最
大
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
四
日
刑
集
二
二

巻
二
二
号
一
四
二
五
頁
、
最
判
昭
和
四
四
年
五
月
二
日
裁
判
集
民
九
五
号
二
五
七
頁
)
。
た
と
え
公
益
法
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
宗
教
法
人

が
宗
教
法
人
の
税
制
等
の
優
遇
措
置
を
主
張
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
し
た
り
、
慈
善
活
動
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
が
当
該
慈
善

活
動
に
関
わ
る
社
会
福
祉
立
法
の
成
立
を
主
張
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
よ
う
(
こ
う
し
た
こ
と
を
禁
止
す

る
公
益
法
人
の
場
合
に
は
、
政
治
的
中
立
を
要
求
す
る
教
育
基
本
法
八
条
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
)
。
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日

判
決
の
調
査
官
解
説
も
、
「
法
(
税
理
士
法
:
:
:
筆
者
注
)
四
九
条
の
一
二
第
一
項
に
は
、
税
理
士
会
は
、
税
務
行
政
そ
の
他
国
税
若
し
く
は
地
方
税
又

は
税
理
士
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
権
限
の
あ
る
官
公
署
に
建
議
し
、
又
は
そ
の
諮
問
に
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規

定
や
本
判
決
の
判
示
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
、
税
理
士
会
が
右
の
範
囲
の
行
動
や
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
、
例
え
ば
、
税
理
士
法
改
正
案
に
つ
き
国
税
当
局

や
国
会
議
員
に
税
理
士
会
の
立
場
を
説
明
し
、
意
見
を
述
べ
た
り
、
税
理
士
会
と
し
て
意
見
表
明
の
決
議
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
政
治
性
を
帯
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び
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
動
と
し
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
し
て
お
り
（
八
木
良
一
「
判
解
」

　
曹
時
五
〇
巻
一
二
号
一
六
三
頁
〔
一
九
九
八
〕
）
、
税
理
士
法
改
正
案
に
関
し
立
場
を
同
じ
く
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す
る
こ
と
も
、

　
そ
の
延
長
線
上
の
問
題
と
し
て
許
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
（
公
益
法
人
で
あ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
、
ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行

　
　
い
、
ま
た
意
見
書
の
発
表
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配
布
等
の
反
対
運
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
、
弁
護
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
高
裁
判
決
く
東
京
高
判
平

　
成
四
年
＝
一
月
二
一
日
自
正
四
四
巻
二
号
九
九
頁
V
を
最
高
裁
は
是
認
し
た
が
く
最
判
平
成
一
〇
年
三
月
一
三
日
判
例
集
未
登
載
V
、
こ
う
し
た
こ
と
か

　
ら
最
高
裁
は
、
公
益
法
人
に
つ
き
政
治
献
金
以
外
の
何
ら
か
の
「
政
治
的
活
動
」
の
余
地
を
承
認
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
康
行
「
団

　
体
の
中
の
個
人
ー
団
体
の
紀
律
と
個
人
の
自
律
」
法
教
二
二
一
号
三
六
頁
〔
一
九
九
八
〕
）
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
企
業
や
労
働
組
合
が
「
政
治
目
的

　
に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す
な
わ
ち
P
A
C
（
評
ま
o
巴
諺
＆
8
9
ヨ
ヨ
葺
8
）
と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員
会
を
設
立
し
、
企
業
の
場
合
に

　
は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ
ら
の
家
族
か
ら
、
ま
た
、
労
働
組
合
の
場
合
に
は
組
合
員
と
そ
の
家
族
か
ら
、
任
意
の
寄
付
を
集
め
、
こ
う
し
て

　
集
め
た
基
金
か
ら
政
治
献
金
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
法
人
が
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す

　
る
の
み
な
ら
ず
、
法
人
が
P
A
C
の
よ
う
な
別
組
織
を
作
り
任
意
の
寄
付
を
集
め
て
そ
こ
か
ら
献
金
し
た
り
（
P
A
C
に
よ
る
政
治
献
金
を
導
入
す
る
こ

　
と
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
『
第
一
二
八
回
国
会
衆
議
院
　
政
治
改
革
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
議
録
』
第
一

　
三
号
τ
一
頁
〔
一
九
九
三
年
一
一
月
二
日
〕
）
、
あ
る
い
は
、
任
意
加
入
の
別
組
織
を
作
っ
て
献
金
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
任
意
加

　
入
の
別
組
織
を
通
じ
て
政
治
献
金
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
北
野
弘
久
「
税
理
士
会
の
政
治
献
金
」
時
法
一
三
二
号
六
九
頁
〔
一
九
八
七
〕
）
。

　
さ
ら
に
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
法
人
が
構
成
員
か
ら
任
意
の
寄
付
を
徴
収

　
し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
、
法
人
が
支
持
す
る
特
定
政
党
な
い
し
特
定
候
補
者
に
献
金
す
る
こ
と
も
、
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ

　
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
と
、
法
人
の
政
治
的
言
論
の
自
由
・
政
治
活
動
の
自
由

　
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
事
件
で
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

　
　
「
法
人
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
言
論
は
法
人
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
寄
付
者
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
法
人
が
そ
の
政

　
治
的
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
法
人
の
支
出
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
歪
曲
化
を
取
り
除
く
こ
と
に
正
確
に
向
け
ら
れ
て
」
い
る
こ
と

　
が
重
要
で
あ
り
（
》
5
鼠
ダ
霞
9
貫
き
O
げ
§
び
醇
o
h
9
目
ヨ
震
o
ρ
の
唇
憲
8
冨
ミ
る
ま
R
T
①
窪
）
、
右
の
見
解
は
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
い
る
と
い

　
え
る
。

（
7
6
）
　
河
内
・
前
掲
注
（
6
8
）
五
一
一
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
74
）
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
三
〇
五
頁
、
前
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び
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
動
と
し
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
し
て
お
り
(
八
木
良
一
「
判
解
」

曹
時
五
O
巻
一
二
号
一
六
三
頁
〔
一
九
九
八
〕
)
、
税
理
士
法
改
正
案
に
関
し
立
場
を
同
じ
く
す
る
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す
る
こ
と
も
、

そ
の
延
長
線
上
の
問
題
と
し
て
許
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
(
公
益
法
人
で
あ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
、
ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行

い
、
ま
た
意
見
書
の
発
表
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配
布
等
の
反
対
運
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
、
弁
護
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
高
裁
判
決
八
東
京
高
判
平

成
四
年
一
二
月
一
二
日
自
正
四
四
巻
二
号
九
九
頁
〉
を
最
高
裁
は
是
認
し
た
が
〈
最
判
平
成
一

O
年
三
月
一
三
日
判
例
集
未
登
載
V
、
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
最
高
裁
は
、
公
益
法
人
に
つ
き
政
治
献
金
以
外
の
何
ら
か
の
「
政
治
的
活
動
」
の
余
地
を
承
認
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
康
行
「
団

体
の
中
の
個
人
l
団
体
の
紀
律
と
個
人
の
自
律
」
法
教
二
一
二
号
三
六
頁
〔
一
九
九
八
〕
)
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
企
業
や
労
働
組
合
が
「
政
治
目
的

に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す
な
わ
ち
P
A
C
(
3
-
E
g
-
k
p
a
s
n
。
E
B宮
2)
と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員
会
を
設
立
し
、
企
業
の
場
合
に

は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ
ら
の
家
族
か
ら
、
ま
た
、
労
働
組
合
の
場
合
に
は
組
合
員
と
そ
の
家
族
か
ら
、
任
意
の
寄
付
を
集
め
、
こ
う
し
て

集
め
た
基
金
か
ら
政
治
献
金
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
法
人
が
特
定
政
党
や
特
定
候
補
者
の
支
持
を
表
明
す

る
の
み
な
ら
ず
、
法
人
が

P
A
C
の
よ
う
な
別
組
織
を
作
り
任
意
の
寄
付
を
集
め
て
そ
こ
か
ら
献
金
し
た
り

(
P
A
C
に
よ
る
政
治
献
金
を
導
入
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
『
第
一
二
八
回
国
会
衆
議
院
政
治
改
革
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
議
録
』
第
一

三
号
一
二
頁
〔
一
九
九
三
年
一
一
月
二
日
〕
)
、
あ
る
い
は
、
任
意
加
入
の
別
組
織
を
作
っ
て
献
金
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
(
任
意
加

入
の
別
組
織
を
通
じ
て
政
治
献
金
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
北
野
弘
久
「
税
理
士
会
の
政
治
献
金
」
時
法
一
三
一
一
号
六
九
頁
〔
一
九
八
七
〕
)
。

さ
ら
に
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
法
人
が
構
成
員
か
ら
任
意
の
寄
付
を
徴
収

し
、
そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
、
法
人
が
支
持
す
る
特
定
政
党
な
い
し
特
定
候
補
者
に
献
金
す
る
こ
と
も
、
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
よ
り
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
、
思
想
・
信
条
の
自
由
、
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
と
、
法
人
の
政
治
的
言
論
の
自
由
・
政
治
活
動
の
自
由

と
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
ミ
シ
ガ
ン
商
工
会
議
所
事
件
で
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
法
人
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
言
論
は
法
人
の
政
治
的
見
解
に
対
す
る
寄
付
者
の
支
持
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
法
人
が
そ
の
政

治
的
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
法
人
の
支
出
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
歪
曲
化
を
取
り
除
く
こ
と
に
正
確
に
向
け
ら
れ
て
」
い
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り

E
5晋
〈
・
富
山
己
ぽ
S

Q皇
居
宮
円
。
コ
リ
。
E
B
q
2
w
室、
s
s
z
h
w
m仲
宗
?
l
g
H
)
、
右
の
見
解
は
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
い
る
と
い

与
A
守
合
。

(
河
)
河
内
・
前
掲
注
(
侃
)
五
二
一
貝
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
丸
)
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
l
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
|
」
三

O
五
頁
、
前
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（
7
7
）

（
7
8
）

掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
調
査
官
解
説
も
、
「
本
件
決
議
は
、
使
途
を
明
示
し
た
特
別
会
費
の
徴
収
の
決
議
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ

ら
ず
に
税
理
士
会
が
政
治
献
金
を
一
般
会
費
に
よ
る
財
源
か
ら
支
出
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
よ
う
に
会
費
の
徴
収
を
問
題
に
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
事
実
関
係
に
よ
っ
て
は
少
な
く
と
も
金
員
の
寄
付
を
決
定
し
た
役
員
の
責
任
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
（
八
木
・

前
掲
注
（
7
5
）
一
六
三
頁
）
。

　
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
年
）
六
月
二
四
日
以
降
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
（
一
九
七
六
年
七
月
元
首
相
・
田
中
角

栄
逮
捕
）
、
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
（
一
九
七
九
年
五
月
元
防
衛
庁
長
官
・
松
野
頼
三
議
員
辞
職
）
、
撚
糸
工
連
事
件
（
一
九
八
六
年
五
月
代
議
士
・

横
手
文
雄
、
稲
村
佐
近
四
郎
起
訴
）
、
砂
利
船
汚
職
事
件
（
一
九
八
八
年
一
月
参
議
院
議
員
・
田
代
富
士
男
起
訴
）
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
（
一
九
八
八
年
一

二
月
元
蔵
相
・
宮
沢
喜
一
引
責
辞
任
、
一
九
八
九
年
四
月
元
首
相
・
竹
下
登
退
陣
表
明
、
同
年
五
月
代
議
士
・
藤
波
孝
夫
、
池
田
克
也
起
訴
V
、
共
和
汚

職
事
件
（
一
九
九
一
一
年
一
月
元
北
海
道
・
沖
縄
開
発
庁
長
官
・
阿
部
文
男
逮
捕
）
、
佐
川
急
便
不
正
融
資
事
件
（
一
九
九
二
年
九
月
前
自
民
党
副
総
裁
・

金
丸
信
略
式
起
訴
、
同
年
一
〇
月
金
丸
信
議
員
辞
職
）
、
ゼ
ネ
コ
ン
汚
職
事
件
（
一
九
九
四
年
三
月
代
議
士
・
中
村
喜
四
郎
逮
捕
）
、
佐
川
急
便
不
正
借
入

疑
惑
（
一
九
九
四
年
四
月
一
兀
首
相
・
細
川
護
煕
退
陣
表
明
）
、
富
士
重
工
汚
職
事
件
（
一
九
九
八
年
一
〇
月
代
議
士
・
中
島
洋
次
郎
逮
捕
）
な
ど
の
汚
職

事
件
が
起
き
て
き
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
（
白
羽
祐
三
『
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
現
代
的
契
約
自
由
』
九
四
二
頁
、
一
一
三
一
頁
〔
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九

九
六
〕
、
朝
日
新
聞
参
照
）
。

　
中
原
教
授
は
、
「
政
治
献
金
に
関
し
、
我
が
国
が
性
善
説
に
立
つ
法
と
慣
行
を
形
成
し
た
の
に
対
し
、
米
国
は
基
本
的
に
こ
れ
を
性
悪
視
す
る
法
文
化

を
築
い
て
き
た
」
と
し
、
「
政
治
の
金
権
腐
敗
を
防
止
し
、
併
せ
て
会
社
法
的
立
場
か
ら
経
営
者
が
会
社
の
資
金
、
す
な
わ
ち
『
他
人
の
金
』
を
自
己
の

政
治
的
嗜
好
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
日
本
で
も
目
ざ
す
べ
き
は
ア
メ
リ
カ
型
の
法
規
制
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
（
中

原
・
前
掲
注
（
4
3
）
二
九
頁
）
、
我
が
国
の
た
え
ま
な
い
汚
職
事
件
の
現
状
に
鑑
み
た
と
き
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
政
治
家
個
人
へ
の
会
社
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
団
体
の
政
治
献
金
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
一
月
施
行
の
改
正
政
治
資
金
規
正
法
の
付
則
で
、

「
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
が
、
与
党
側
の
消
極
姿
勢

で
二
〇
〇
〇
年
一
月
か
ら
の
禁
止
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
立
法
に
改
革
を
委
ね
る
ば
か
り
で
な
く
、
議
員
定
数
違
憲
訴
訟
の
よ
う
に
司
法
か
ら
改

革
を
迫
る
こ
と
も
必
要
と
い
う
べ
く
、
そ
の
意
味
で
司
法
か
ら
改
革
の
実
現
を
迫
る
こ
と
を
放
棄
し
た
前
掲
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
最
高
裁
判
決
の
責

任
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
「
本
来
営
利
団
体
で
あ
る
会
社
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
非
取
引
行
為
、
つ
ま
り
も
う
け
に
な
ら
ぬ
こ
と
、
こ
れ
を
や
る
こ
と
は
株
主
に
対
す
る
背
任
に

一69一
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掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
調
査
官
解
説
も
、
「
本
件
決
議
は
、
使
途
を
明
示
し
た
特
別
会
費
の
徴
収
の
決
議
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ

ら
ず
に
税
理
士
会
が
政
治
献
金
を
一
般
会
費
に
よ
る
財
源
か
ら
支
出
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
よ
う
に
会
費
の
徴
収
を
問
題
に
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
事
実
関
係
に
よ
っ
て
は
少
な
く
と
も
金
員
の
寄
付
を
決
定
し
た
役
員
の
責
任
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
(
八
木
・

前
掲
注
(
万
)
一
六
三
頁
)
。

(
行
)
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
(
一
九
七

O
年
)
六
月
二
四
日
以
降
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
(
一
九
七
六
年
七
月
元
首
相
・
田
中
角

栄
逮
捕
)
、
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
(
一
九
七
九
年
五
月
元
防
衛
庁
長
官
・
松
野
頼
三
議
員
辞
職
)
、
撚
糸
工
連
事
件
(
一
九
八
六
年
五
月
代
議
士
・

横
手
文
雄
、
稲
村
佐
近
四
郎
起
訴
)
、
砂
利
船
汚
職
事
件
(
一
九
八
八
年
・
一
月
参
議
院
議
員
・
田
代
富
士
男
起
訴
)
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
(
一
九
八
八
年
一

一
一
月
元
蔵
相
・
宮
沢
喜
一
引
責
辞
任
、
一
九
八
九
年
四
月
元
首
相
・
竹
下
登
退
陣
表
明
、
同
年
五
月
代
議
士
・
藤
波
孝
夫
、
池
田
克
也
起
訴
)
、
共
和
汚

職
事
件
(
一
九
九
二
年
一
月
元
北
海
道
・
沖
縄
開
発
庁
長
官
・
阿
部
文
男
逮
捕
)
、
佐
川
急
便
不
正
融
資
事
件
(
一
九
九
二
年
九
月
前
自
民
党
副
総
裁
・

金
丸
信
略
式
起
訴
、
周
年
一

O
月
金
丸
信
議
員
辞
職
)
、
ゼ
ネ
コ
ン
汚
職
事
件
(
一
九
九
四
年
三
月
代
議
士
・
中
村
喜
四
郎
逮
捕
)
、
佐
川
急
便
不
正
借
入

疑
惑
(
一
九
九
四
年
四
月
元
首
相
・
細
川
護
照
退
陣
表
明
)
、
富
士
重
工
汚
職
事
件
(
一
九
九
八
年
一

O
月
代
議
士
・
中
島
洋
次
郎
逮
捕
)
な
ど
の
汚
職

事
件
が
起
き
て
き
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
(
白
羽
祐
三
『
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
現
代
的
契
約
自
由
』
九
四
二
頁
、
一
一
一
一
一
一
頁
〔
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九

九
六
〕
、
朝
日
新
聞
参
照
)
。

中
原
教
授
は
、
「
政
治
献
金
に
関
し
、
我
が
国
が
性
善
説
に
立
つ
法
と
慣
行
を
形
成
し
た
の
に
対
し
、
米
国
は
基
本
的
に
こ
れ
を
性
悪
視
す
る
法
文
化

を
築
い
て
き
た
」
と
し
、
「
政
治
の
金
権
腐
敗
を
防
止
し
、
併
せ
て
会
社
法
的
立
場
か
ら
経
営
者
が
会
社
の
資
金
、
す
な
わ
ち
『
他
人
の
金
』
を
自
己
の

政
治
的
晴
好
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
日
本
で
も
目
ざ
す
べ
き
は
ア
メ
リ
カ
型
の
法
規
制
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
(
中

原
・
前
掲
注
(
必
)
一
一
九
頁
)
、
我
が
国
の
た
え
ま
な
い
汚
職
事
件
の
現
状
に
鑑
み
た
と
き
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
政
治
家
個
人
へ
の
会
社
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
団
体
の
政
治
献
金
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
一
月
施
行
の
改
正
政
治
資
金
規
正
法
の
付
則
で
、

「
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
が
、
与
党
側
の
消
極
姿
勢

で
二

0
0
0年
一
月
か
ら
の
禁
止
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
立
法
に
改
革
を
委
ね
る
ば
か
り
で
な
く
、
議
員
定
数
違
憲
訴
訟
の
よ
う
に
司
法
か
ら
改

革
を
迫
る
こ
と
も
必
要
と
い
う
べ
く
、
そ
の
意
味
で
司
法
か
ら
改
革
の
実
現
を
迫
る
こ
と
を
放
棄
し
た
前
掲
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
最
高
裁
判
決
の
責

任
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

(
市
)
「
本
来
営
利
団
体
で
あ
る
会
社
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
非
取
引
行
為
、
つ
ま
り
も
う
け
に
な
ら
ぬ
こ
と
、
こ
れ
を
や
る
こ
と
は
株
主
に
対
す
る
背
任
に
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な
り
ま
す
。
も
し
見
返
り
を
要
求
す
る
よ
う
な
献
金
で
ご
ざ
い
ま
す
と
漬
職
罪
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
そ
う
い
う
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
（
7
5
）
八
頁
。

　
な
お
、
立
花
隆
『
田
中
角
栄
研
究
　
全
記
録
（
上
）
』
二
二
頁
以
下
（
講
談
社
、
一
九
八
二
）
に
よ
れ
ば
、
「
献
金
を
ま
か
な
っ
て
あ
ま
り
あ
る
恩
恵
が

返
っ
て
く
る
」
と
し
、
企
業
が
借
金
し
た
場
合
そ
の
利
子
を
国
家
で
も
つ
と
い
う
「
利
子
補
給
法
」
に
類
し
た
法
律
、
租
税
特
別
措
置
法
な
ど
に
よ
る
税

法
上
の
特
別
措
置
（
償
却
特
例
、
低
率
の
法
人
所
得
税
な
ど
）
、
財
政
資
金
に
よ
る
公
共
事
業
、
財
政
投
融
資
、
海
外
・
国
内
の
利
権
、
独
禁
法
・
公
害

法
な
ど
の
甘
い
規
制
な
ど
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
し
た
上
で
、
「
企
業
は
営
利
を
目
的
と
す
る
以
上
、
見
返
り
の
な
い
献
金
は
絶
対
に
し
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
政
治
献
金
は
す
べ
て
汚
職
ま
が
い
か
恐
喝
ま
が
い
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
い
う
点
を
、
企
業
や
団
体
の
国
民
協
会
に
対
す
る
寄

付
金
か
ら
論
証
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
北
野
教
授
は
、
企
業
の
巨
額
の
政
治
献
金
に
対
し
、
大
企
業
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
次
の
よ
う
な
利
益
を
政
府
か
ら
受
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
第
一
に
、
税
法
上
の
恩
典
で
あ
る
。
少
し
古
く
な
る
が
、
自
治
労
大
阪
府
本
部
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
阪
に
本
社
の
あ
る
資
本
金
｝
○
億

円
以
上
の
大
企
業
に
対
す
る
実
質
税
負
担
率
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
四
年
中
に
決
算
期
を
む
か
え
た
一
九
業
種
六
六
社
の
法

人
四
税
（
法
人
税
、
府
民
税
、
市
民
税
、
事
業
税
）
の
実
質
税
負
担
率
は
全
産
業
で
申
告
六
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
二
六
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
っ
て
い
る
。
保
険
業
は
申
告
五
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
民
営
鉄
道
業
は
申
告
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
一
〇
パ

ー
セ
ン
ト
、
卸
売
業
は
申
告
さ
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
日
本
の
大
企
業
の
法
人
税
等
の

実
質
負
担
率
は
き
わ
め
て
軽
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
公
務
員
労
働
組
合
連
合
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
企
業
別
の
租
税
特
別
措
置
、
つ
ま
り
「
か
く

れ
た
補
助
金
額
」
（
当
該
決
算
書
に
み
ら
れ
る
累
積
減
免
額
）
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
産
自
動
車
二
七
八
五
億
三
七
〇
〇
万
円
（
一
九
八
五
年
三

月
一
三
日
決
算
）
、
松
下
電
器
産
業
一
三
三
一
億
一
九
〇
〇
万
円
（
一
九
八
四
年
一
一
月
三
〇
日
決
算
）
、
日
立
製
作
所
二
一
一
八
億
一
七
〇
〇
万
円
（
一

九
八
五
年
三
月
三
一
日
決
算
）
、
三
菱
重
工
業
一
四
八
五
億
四
一
〇
〇
万
円
（
一
九
八
五
年
三
月
三
一
日
決
算
）
、
新
日
本
製
鉄
一
一
八
八
七
億
六
三
〇
〇
万

円
（
一
九
八
五
年
三
月
三
一
日
決
算
）
。

　
第
二
に
、
目
に
み
え
る
補
助
金
と
い
う
形
の
投
入
額
は
、
『
九
八
四
年
度
の
通
産
省
所
管
分
だ
け
で
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
（
予
算
数
字
）
。
日
立

製
作
所
六
〇
億
円
、
三
菱
重
工
業
四
七
億
三
九
〇
〇
万
円
、
東
芝
四
三
億
二
四
〇
〇
万
円
、
川
崎
重
工
業
二
六
億
四
四
〇
〇
万
円
、
石
川
島
播
磨
重
工
業

二
二
億
五
三
〇
〇
万
円
。

　
第
三
に
、
大
企
業
に
対
し
て
は
政
府
か
ら
の
有
利
な
巨
額
の
受
注
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
九
年
度
の
防
衛
庁
の
契
約
実
績
額
は
つ
ぎ
の
ご
と
く

一70一

な
り
ま
す
。
も
し
見
返
り
を
要
求
す
る
よ
う
な
献
金
で
ご
ざ
い
ま
す
と
漬
職
罪
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
そ
う
い
う
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
(
花
)
八
頁
。

な
お
、
立
花
隆
『
田
中
角
栄
研
究
全
記
録
(
上
)
』
二
二
頁
以
下
(
講
談
社
、
一
九
八
二
)
に
よ
れ
ば
、
「
献
金
を
ま
か
な
っ
て
あ
ま
り
あ
る
恩
恵
が

返
っ
て
く
る
」
と
し
、
企
業
が
借
金
し
た
場
合
そ
の
利
子
を
国
家
で
も
っ
と
い
う
「
利
子
補
給
法
」
に
類
し
た
法
律
、
租
税
特
別
措
置
法
な
ど
に
よ
る
税

法
上
の
特
別
措
置
(
償
却
特
例
、
低
率
の
法
人
所
得
税
な
ど
て
財
政
資
金
に
よ
る
公
共
事
業
、
財
政
投
融
資
、
海
外
・
国
内
の
利
権
、
独
禁
法
・
公
害

法
な
ど
の
甘
い
規
制
な
、
ど
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
し
た
上
で
、
「
企
業
は
営
利
を
目
的
と
す
る
以
上
、
見
返
り
の
な
い
献
金
は
絶
対
に
し
な
い
。
そ
の

意
昧
で
、
政
治
献
金
は
す
べ
て
汚
職
ま
が
い
か
恐
喝
ま
が
い
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
い
う
点
を
、
企
業
や
団
体
の
国
民
協
会
に
対
す
る
寄

付
金
か
ら
論
証
し
て
い
る
。

ま
た
、
北
野
教
授
は
、
企
業
の
巨
額
の
政
治
献
金
に
対
し
、
大
企
業
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
次
の
よ
う
な
利
益
を
政
府
か
ら
受
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
第
一
に
、
税
法
上
の
恩
典
で
あ
る
。
少
し
古
く
な
る
が
、
自
治
労
大
阪
府
本
部
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
阪
に
本
社
の
あ
る
資
本
金
一

O
億

円
以
上
の
大
企
業
に
対
す
る
実
質
税
負
担
率
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
四
年
中
に
決
算
期
を
む
か
え
た
一
九
業
種
六
六
社
の
法

人
四
税
(
法
人
税
、
府
民
税
、
市
民
税
、
事
業
税
)
の
実
質
税
負
担
率
は
全
産
業
で
申
告
六
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
二
六
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
っ
て
い
る
。
保
険
業
は
申
告
五

0
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
民
営
鉄
道
業
は
申
告
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
一

O
パ

ー
セ
ン
ト
、
卸
売
業
は
申
告
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
こ
ろ
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
日
本
の
大
企
業
の
法
人
税
等
の

実
質
負
担
率
は
き
わ
め
て
軽
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
公
務
員
労
働
組
合
連
合
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
企
業
別
の
租
税
特
別
措
置
、
つ
ま
り
「
か
く

れ
た
補
助
金
額
」
(
当
該
決
算
書
に
み
ら
れ
る
累
積
減
免
額
)
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
産
自
動
車
二
七
八
五
億
三
七

O
O万
円
(
一
九
八
五
年
三

月
三
一
日
決
算
)
、
松
下
電
器
産
業
一
三
三
一
億
一
九

O
O万
円
(
一
九
八
四
年
一
一
月
三

O
日
決
算
)
、
日
立
製
作
所
一
一
一
一
八
億
一
七

0
0万
円
(
一

九
八
五
年
三
月
三
二
日
決
算
)
、
三
菱
重
工
業
一
四
八
五
億
四
一

0
0万
円
(
一
九
八
五
年
三
月
三
二
日
決
算
)
、
新
日
本
製
鉄
二
八
八
七
億
六
三

O
O万

円
(
一
九
八
五
年
三
月
三
二
日
決
算
)
。

第
二
に
、
目
に
み
え
る
補
助
金
と
い
う
形
の
投
入
額
は
、
一
九
八
四
年
度
の
通
産
省
所
管
分
だ
け
で
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
(
予
算
数
字
)
。
日
立

製
作
所
六

O
億
円
、
三
菱
重
工
業
四
七
億
三
九

O
O万
円
、
東
芝
四
三
億
二
四

O
O万
円
、
川
崎
重
工
業
二
六
億
四
四

O
O万
円
、
石
川
島
播
磨
重
工
業

二
二
億
五
三

O
O万
円
。

第
三
に
、
大
企
業
に
対
し
て
は
政
府
か
ら
の
有
利
な
巨
額
の
受
注
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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一
九
八
九
年
度
の
防
衛
庁
の
契
約
実
績
額
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
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で
あ
る
（
表
）
。
三
菱
重
工
業
三
六
三
六
億
円
、
川
崎

重
工
業
一
七
四
九
億
円
、
三
菱
電
機
一
一
一
七
億
円
、

日
本
電
気
七
一
〇
億
円
、
東
芝
六
八
三
億
円
、
石
川
島
金

播
磨
重
工
業
六
一
一
八
億
円
、
日
本
製
鋼
所
一
一
二
一
一
億
円
、
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治

日
立
造
船
二
六
二
億
円
、
小
松
製
作
所
二
三
六
億
円
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

富
士
重
工
業
一
二
六
億
円
等
。
な
お
、
日
産
自
動
車
は
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
一
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位

　
以
上
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
「
バ
ブ
ル
経
済
」
を
演
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
達

出
し
た
土
地
税
制
を
含
む
土
地
政
策
は
、
企
業
の
土
地
調

こ
ろ
が
し
、
土
地
投
機
等
を
助
成
し
、
企
業
に
巨
額
の
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛

利
益
を
も
た
ら
し
た
。
租
税
国
家
を
前
提
と
す
る
日
本
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度

の
憲
法
政
治
に
と
っ
て
「
本
質
論
的
危
機
一
を
も
た
ら
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
消
費
税
問
題
の
展
開
も
、
右
の
「
企
業
主
権
」
の
構
9
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ

造
と
無
関
係
で
は
汽
．
税
率
年
一
、
不
セ
ン
ト
で
、
表

勤
労
世
帯
は
い
わ
ば
「
植
物
人
問
」
の
法
的
地
位
で
自

己
の
意
思
と
は
無
関
係
に
年
約
二
万
円
も
の
消
費
税

を
負
担
を
し
て
い
る
。
大
企
業
は
、
消
費
税
を
納
付
す

る
ど
こ
ろ
か
、
「
戻
し
税
」
と
い
う
名
の
巨
額
の
「
輸
出
補
助
金
」
を
収
受
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
年
間
で
松
下
電
器
産
業
三
〇
四
億
円
、
東
芝
二
九

億
円
、
日
本
電
気
一
五
〇
億
円
、
ソ
ニ
ー
三
六
五
億
円
、
日
立
製
作
所
三
四
億
円
、
本
田
技
研
工
業
一
九
七
億
円
、
マ
ツ
ダ
一
七
〇
億
円
、
三
菱
重
工
業

八
七
億
円
、
三
菱
自
動
車
工
業
一
四
三
億
円
、
新
日
本
製
鉄
三
二
億
円
、
日
本
鋼
管
三
三
億
円
、
川
崎
製
鉄
二
九
億
円
。
右
の
金
額
は
、
「
戻
し
税
額
」

か
ら
「
国
内
納
税
額
」
を
控
除
し
た
「
純
還
付
税
額
」
で
あ
る
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
は
差
引
四
一
六
億
円
、
日
産
自
動
車
は
差
引
一
四
四
億
円
を
納
付
し
て

い
る
が
、
そ
の
「
戻
し
税
額
」
そ
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
七
八
四
億
円
、
四
六
三
億
円
の
巨
額
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
昨
年
（
一
九
九
〇
年
）
二
月
の
総
選
挙
の
際
に
当
時
の
自
民
党
小
沢
一
郎
幹
事
長
が
、
財
界
に
た
い
し
て
三
〇
〇
億
円
の
献
金
を
要
求
し
た
と

企業　名 防衛庁契約 自　民　党 民　社党

①三菱重工業 3，636億円 4，711万円 844万円

②川崎重工業 1，749 987 111

③三　菱　電　機 1，117 6，641 100

④日　本　電　気 710 3，800 120

⑤東　　　　　芝 683 4，800 360

⑥石川島播磨重工業 628 856 206

⑦日本製鋼所 312 135
一

⑧日　立　造　船 262 642
｝

⑨小松製作所 236 1，500 200

⑩富士重工業 216 1，875 320

⑪沖電気工業 199 2，500
一

⑫日立製作所 185 5，000 300

⑬三　菱　商　事 184 6，910 50

⑭富　　士　　通 171 3，600 200

⑮住友重機械工業 171 612 136

⑯ダイキン工業 157 372
一

⑰日産自動車 141 4，270 430

⑱日　本　工　機 116
一 一

⑲東　京　計　器 108
『 『

⑳島津製作所 102 536
『

合　　計 11，083 49，747 3，241

一71一

71 政治献金と法人の目的の範囲

いか八億るを己勤造すの利こ出 ー富日播日重で
なるら七円ど負の労と消憲益ろし 以四士立磨本工あ
おが「億、こ担意世無費法をがた上一重造重電業る

、国 円 日ろを思帯関税政もし土の億工船工気ー(
昨そ内、本かしとは係間治た、地ほ円業二業七七表
年の納三電、てはいで題にら土税かと二六六一四 τ
，，-.... - -，税菱気語い無わはのとし地制に な 一 二 二 O 九一
一戻額白ーでる関ばな展った投を、つ六宿八億億芸
九し」動五一。炉 ぃ開て。機含たて億円億円円菱
九 税 を 車 O 翌大に弱。も「租等むとい円、円、、重
O 額控工億と企年物税、本税を土えモ笥小、東コ工

まZT望月:青空倉重吉喜夏震設空 な量i実言f
貢2三里三宮消元の長歪 E高片言ジ 汽作鋼会機会
のの純肩上 費円法 業機提企、 ル 日喧喧雇一天
総は定円一巨税も的よ主」と業人経 産ヲ三円一億
選そ 付 、 天 警をの地ン権をすに美空 白 二 一

if塁it弱?i;42ii長i主 ft肩i自足
当支 2製日 i語 表 1989年度防衛庁調達上位20社の政治献金
時四る建立助
の億。コ製金
自円ト一作ー

億所を
党四タ月三収
小さ白 面受
沢ニ動 E億 し
一億車会円て
郎円は鋼、ぃ

幹の差管本そ
事巨引三田
長額四ニ技た
がと一億研と
、な六円工え

財つ宿 業 ば
界て円川ー-
rい、崎九年
五る日製七聞
い。産埜億で
し 自 一 円 松
て動九、下
三 車億マ電
O は円ッ器
O 差 u ダ産
億 引右ー業
円 ーの七三
り 四金 o0 
献 四額 億四
金 億は円億
を 円、、円

要 を冨三
求 納千菱東
し 付話重芝
た し器工二
と て 巴業 九

企業名 防衛庁契約

①三菱重工業 3，636億円

②川崎重工業 1，749 

③三 菱電機 1，117 

④日 本電気 710 

⑤東 芝 683 

⑥石川島播磨重工業 628 

⑦日本製鋼所 312 

⑧日 立 、1丘旦三 周点凡回 262 

⑨小松製作所 236 

⑩富士重工業 216 

⑪沖電気工業 199 

⑫日立製作所 185 

⑬三菱商 事 184 

⑭富 土 通 171 

⑮住友重機械工業 171 

⑮ダイキン工業 157 

⑪日産自動車 141 

⑬日 本工機 116 

⑮東京計 者旨 108 

⑫島津製作所 102 

ム1=1、 計 11，083 
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自民党 民社党

4，711万円 844万円

987 111 

6，641 100 

3，800 120 

4，800 360 

856 206 

135 

642 

1，500 200 

1，875 320 

2，500 

5，000 300 

6，910 50 

3，600 200 

612 136 

372 

4，270 430 

536 

49，747 3，241 
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伝
え
ら
れ
た
。
要
求
の
理
由
と
し
て
物
品
税
を
廃
止
し
消
費
税
の
導
入
に
よ
っ
て
、
特
に
自
動
車
、
家
電
の
業
界
が
巨
額
の
利
益
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、

見
返
り
と
し
て
政
治
献
金
を
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
消
費
税
率
を
引
上
げ
る
と
い
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
日
本
の
憲
法
政
治
の

実
態
、
『
政
治
と
金
』
が
い
か
に
癒
着
し
て
い
る
か
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
」
（
北
野
・
前
掲
注
（
四
）
三
四
八
頁
以
下
）
。
バ
ブ
ル
経
済

が
は
じ
け
た
現
在
、
企
業
の
土
地
こ
ろ
が
し
、
土
地
投
機
等
に
よ
る
巨
大
な
利
益
、
持
ち
株
に
よ
る
含
み
益
は
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
他
の
見
返
り
は

依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
資
本
主
義
・
自
由
主
義
経
済
の
支
持
派
の
代
表
格
で
あ
る
経
団
連
の
元
会
長
土
光
敏
夫
氏
（
臨
時
行
政
調
査
会
会
長
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
会

長
も
歴
任
）
は
、
経
団
連
の
会
長
に
就
任
し
て
早
々
「
企
業
の
政
治
献
金
廃
止
論
」
を
唱
え
て
い
た
し
（
居
林
次
雄
「
政
治
献
金
の
再
検
討
－
企
業
献
金

の
ゆ
く
え
」
ひ
ろ
ば
四
六
巻
一
〇
号
五
六
頁
〔
一
九
九
三
〕
）
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
疑
獄
に
際
し
て
も
、
「
経
団
連
は
政
治
献
金
の
金
集
め
の
エ
…
ジ
ェ
ン
ト
で

は
な
い
。
献
金
は
個
人
で
や
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
（
小
泉
欽
司
編
『
［
現
代
日
本
］
朝
日
人
物
事
典
』
二
〇
一
頁
〔
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
〇
〕
）
、
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
八
年
四
月
一
一
〇
日
に
は
、
経
済
同
友
会
の
政
治
委
員
会
（
委
員
長
・
堤
清
ニ
セ
ゾ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
会
長
）
が
、
企
業
の
政
治
献
金
の
全
廃
を
主
張
し
、
政
治
資
金
の
使
途
の
明
確
化
を
求
め
る
提
言
「
経
済
界
と
政
治
の
新
た
な
関
係
の
構
築
」
を

発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
企
業
献
金
に
つ
い
て
は
、
「
市
場
経
済
を
維
持
す
る
た
め
」
と
い
う
大
義
名
分
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
断
言
す
る
一
方
、

経
済
界
の
中
に
あ
る
「
民
主
主
義
を
担
保
す
る
適
正
な
コ
ス
ト
を
経
済
界
が
負
担
す
る
」
と
い
う
考
え
方
も
否
定
し
、
政
治
資
金
は
「
企
業
献
金
を
廃
止

し
、
基
本
的
に
党
費
、
個
人
献
金
、
政
党
助
成
金
」
で
ま
か
な
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（
朝
日
新
聞
一
九
九
八
年
四
月
二
一
日
）
点
も
看
過
し
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
企
業
側
の
本
音
と
し
て
は
、
政
党
「
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
会
社
に
対
し
て
も
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
当
然
の
行
為
と

し
て
期
待
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
協
力
の
一
態
様
と
し
て
企
業
が
自
主
的
に
政
治
献
金
を
行
っ
て
い
る
（
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四

日
判
決
参
照
）
の
で
は
な
く
、
「
政
治
家
が
要
求
を
す
る
政
治
献
金
に
応
じ
な
い
と
、
後
で
ひ
ど
い
『
し
っ
ぺ
返
し
』
を
喰
う
破
目
に
な
っ
て
は
大
変
で

あ
る
し
、
政
治
家
先
生
の
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
の
パ
ー
テ
ィ
券
を
大
量
に
購
入
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
と
、
止
む
を
得
ず
お
つ
き
合
い
を
す
る
、
と
い
う
の

が
こ
れ
ま
で
の
実
情
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
政
治
献
金
を
一
切
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
法
律
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
企
業
と
し
て
は
内

心
、
大
喜
び
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
居
林
・
．
前
掲
五
七
頁
）
と
い
う
実
情
を
十
分
に
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
朝
日
新
聞
一
九
九
九
年
六
月
二
五
日
「
私
の
見
た
最
高
裁
判
所
　
中
　
　
前
最
高
裁
判
事
　
園
部
逸
夫
氏
の
回
想
」

　
内
田
・
前
掲
注
（
6
8
）
二
二
二
頁
、
な
お
、
内
田
教
授
は
、
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
で
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
こ
と
は
「
法
律
家
の
論
理
」

一72一
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伝
え
ら
れ
た
。
要
求
の
理
由
と
し
て
物
品
税
を
廃
止
し
消
費
税
の
導
入
に
よ
っ
て
、
特
に
自
動
車
、
家
電
の
業
界
が
巨
額
の
利
益
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、

見
返
り
と
し
て
政
治
献
金
を
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
消
費
税
率
を
引
上
げ
る
と
い
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
日
本
の
憲
法
政
治
の

実
態
、
『
政
治
と
金
』
が
い
か
に
癒
着
し
て
い
る
か
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
」
(
北
野
・
前
掲
注
(
刀
)
三
四
八
頁
以
下
)
。
バ
ブ
ル
経
済

が
は
じ
け
た
現
在
、
企
業
の
土
地
こ
ろ
が
し
、
土
地
投
機
等
に
よ
る
巨
大
な
利
益
、
持
ち
株
に
よ
る
含
み
益
は
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
他
の
見
返
り
は

依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
乃
)
資
本
主
義
・
自
由
主
義
経
済
の
支
持
派
の
代
表
格
で
あ
る
経
団
連
の
元
会
長
土
光
敏
夫
氏
(
臨
時
行
政
調
査
会
会
長
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
会

長
も
歴
任
)
は
、
経
団
連
の
会
長
に
就
任
し
て
早
々
「
企
業
の
政
治
献
金
廃
止
論
」
を
唱
え
て
い
た
し
(
居
林
次
雄
「
政
治
献
金
の
再
検
討
I
企
業
献
金

の
ゆ
く
え
」
ひ
ろ
ば
四
六
巻
一

O
号
五
六
頁
〔
一
九
九
三
〕
)
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
疑
獄
に
際
し
で
も
、
「
経
団
連
は
政
治
献
金
の
金
集
め
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で

は
な
い
。
献
金
は
個
人
で
や
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
(
小
泉
欽
司
編
コ
現
代
日
本
]
朝
日
人
物
事
典
』
一
一

O
一
頁
〔
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
O
〕
)
、
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
八
年
四
月
二

O
日
に
は
、
経
済
同
友
会
の
政
治
委
員
会
(
委
員
長
・
堤
清
二
セ
ゾ
ン
コ

l
ポ
レ

l

シ
ョ
ン
会
長
)
が
、
企
業
の
政
治
献
金
の
全
廃
を
主
張
し
、
政
治
資
金
の
使
途
の
明
確
化
を
求
め
る
提
言
「
経
済
界
と
政
治
の
新
た
な
関
係
の
構
築
」
を

発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
企
業
献
金
に
つ
い
て
は
、
「
市
場
経
済
を
維
持
す
る
た
め
」
と
い
う
大
義
名
分
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
断
言
す
る
一
方
、

経
済
界
の
中
に
あ
る
「
民
主
主
義
を
担
保
す
る
適
正
な
コ
ス
ト
を
経
済
界
が
負
担
す
る
」
と
い
う
考
え
方
も
否
定
し
、
政
治
資
金
は
「
企
業
献
金
を
廃
止

し
、
基
本
的
に
党
費
、
個
人
献
金
、
政
党
助
成
金
」
で
ま
か
な
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
(
朝
日
新
聞
一
九
九
八
年
四
月
二
一
日
)
点
も
看
過
し
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
企
業
側
の
本
音
と
し
て
は
、
政
党
「
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
会
社
に
対
し
て
も
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
当
然
の
行
為
と

し
て
期
待
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
協
力
の
一
態
様
と
し
て
企
業
が
自
主
的
に
政
治
献
金
を
行
っ
て
い
る
(
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四

日
判
決
参
照
)
の
で
は
な
く
、
「
政
治
家
が
要
求
を
す
る
政
治
献
金
に
応
じ
な
い
と
、
後
で
ひ
ど
い
『
し
っ
ぺ
返
し
』
を
喰
う
破
目
に
な
っ
て
は
大
変
で

あ
る
し
、
政
治
家
先
生
の
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
の
パ
ー
テ
ィ
券
を
大
量
に
購
入
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
と
、
止
む
を
得
ず
お
つ
き
合
い
を
す
る
、
と
い
う
の

が
こ
れ
ま
で
の
実
情
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
政
治
献
金
を
一
切
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
法
律
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
企
業
と
し
て
は
内

心
、
大
喜
び
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
」
(
居
林
¥
前
掲
五
七
頁
)
と
い
う
実
情
を
十
分
に
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
朝
日
新
聞
一
九
九
九
年
六
月
二
五
日
「
私
の
見
た
最
高
裁
判
所
中
前
最
高
裁
判
事
園
部
逸
夫
氏
の
回
想
」

(
担
)
内
田
・
前
掲
注
(
侃
)
二
二
二
頁
、
な
お
、
内
田
教
授
は
、
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
で
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
こ
と
は
「
法
律
家
の
論
理
」
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で
な
い
と
し
な
が
ら
、
税
理
士
会
の
政
治
献
金
さ
ら
に
は
司
法
書
士
会
の
災
害
被
災
者
へ
の
人
道
的
寄
付
に
つ
い
て
は
民
法
四
三
条
で
目
的
の
範
囲
外
と

　
解
し
て
い
る
（
内
田
・
前
掲
注
（
6
8
V
一
一
二
二
頁
以
下
）
。
後
者
の
問
題
に
「
法
律
家
の
論
理
」
で
な
い
と
さ
れ
る
民
法
四
三
条
の
適
用
可
能
性
が
あ
る

　
こ
と
を
認
め
て
い
な
が
ら
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
民
法
四
三
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
説
を
、
た
と
え
反
対
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
法
律
家
の
論
理
」

　
で
な
い
と
し
て
そ
の
解
釈
の
可
能
性
自
体
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
否
定
さ
れ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
浜
田
教
授
は
、
「
政
治
資
金
の
寄
付

　
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
会
社
へ
の
出
資
者
は
政
治
的
信
条
を
同
じ
く
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
全
社
員
一
致
の
同
意
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
は
あ

　
り
得
な
い
。
問
掛
的
じ
塾
翻
わ
会
祉
分
肝
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
・
有
益
か
と
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
今
日
の
社
会
情
勢
に
お
い
て
は
、
と
て
も
そ

　
う
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
議
会
制
民
主
政
治
に
お
け
る
政
党
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
国

　
民
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
六
年
に
は
政
党
助
成
法
が
制
定
さ
れ
、
国
が
政
党
交
付
金
で
も
っ
て
政
党
を
助
成
す
る
こ
と
と
な
っ

　
た
今
日
、
政
治
団
体
で
は
な
く
て
営
利
法
人
で
あ
る
会
社
ま
で
が
そ
の
よ
う
な
協
力
を
期
待
さ
れ
る
度
合
い
は
、
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

　
情
勢
下
で
は
、
会
社
に
よ
る
政
治
資
金
の
寄
付
は
、
会
祉
法
分
論
理
ど
レ
で
も
許
ぎ
か
か
昏
ど
貸
ケ
解
釈
を
明
確
に
打
ち
立
て
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
」

　
　
（
傍
点
筆
者
）
と
指
摘
さ
れ
る
が
（
浜
田
道
代
「
会
社
の
目
的
と
権
利
能
力
お
よ
び
代
表
権
の
範
囲
・
再
考
㊦
」
曹
時
五
〇
巻
一
一
号
六
頁
以
下
〔
一
九

　
九
八
〕
）
、
内
田
教
授
が
「
政
治
献
金
も
企
業
の
活
動
に
問
接
的
に
せ
よ
役
立
つ
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
当
然
に
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
、
と
論
ず
る
べ
き

　
だ
っ
た
。
」
（
内
田
・
前
掲
注
（
6
8
）
一
一
一
一
二
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
と
対
比
す
る
と
き
、
そ
の
認
識
は
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。

　
　
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
「
で
き
れ
ば
そ
う
い
う
方
向
〔
企
業
・
団
体
献
金
の
全
面
禁
止
…
…
筆
者
注
〕
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

　
あ
の
判
決
〔
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
四
日
…
筆
者
注
〕
を
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
と
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、

　
　
こ
れ
だ
け
企
業
献
金
が
そ
の
当
時
、
あ
れ
は
昭
和
三
十
五
年
の
事
件
で
ご
ざ
い
ま
す
、
行
き
渡
っ
て
お
っ
た
の
で
は
、
最
高
裁
が
あ
れ
を
や
れ
る
わ
け
が

　
な
い
で
す
、
違
憲
で
あ
る
と
か
違
反
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
。
全
部
の
候
補
者
が
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
は
実
際
上
と
し
て
や
れ

　
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
れ
は
助
け
た
判
決
、
俗
に
我
々
助
け
た
判
決
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
国
会
で
参
考
人
と
し
て
発
言
さ
れ
て
い
る
が

　
　
（
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
（
7
5
V
一
四
頁
）
、
こ
れ
は
い
み
じ
く
も
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
最

　
高
裁
判
決
は
、
「
法
律
家
の
論
理
」
で
な
く
政
治
的
な
配
慮
か
ら
「
助
け
た
判
決
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
白
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

（
8
2
）
　
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
四
月
五
日
判
時
三
三
〇
号
一
一
九
頁

（
8
3
）
　
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
（
7
5
）
二
一
頁
以
下
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で
な
い
と
し
な
が
ら
、
税
理
士
会
の
政
治
献
金
さ
ら
に
は
司
法
書
士
会
の
災
害
被
災
者
へ
の
人
道
的
寄
付
に
つ
い
て
は
民
法
四
三
条
で
目
的
の
範
囲
外
と

解
し
て
い
る
(
内
田
・
前
掲
注
(
侃
)
二
二
三
頁
以
下
)
。
後
者
の
問
題
に
「
法
律
家
の
論
理
」
で
な
い
と
さ
れ
る
民
法
四
三
条
の
適
用
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
な
が
ら
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
民
法
四
三
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
説
を
、
た
と
え
反
対
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
法
律
家
の
論
理
」

で
な
い
と
し
て
そ
の
解
釈
の
可
能
性
自
体
を
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
否
定
さ
れ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
浜
田
教
授
は
、
「
政
治
資
金
の
寄
付

に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
会
社
へ
の
出
資
者
は
政
治
的
信
条
を
同
じ
く
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
全
社
員
一
致
の
同
意
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
は
あ

り
得
な
い
。
間
接
的
に
で
あ
れ
会
社
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
・
有
益
か
と
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
今
日
の
社
会
情
勢
に
お
い
て
は
、
と
て
も
そ

う
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
議
会
制
民
主
政
治
に
お
け
る
政
党
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
国

民
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
六
年
に
は
政
党
助
成
法
が
制
定
さ
れ
、
国
が
政
党
交
付
金
で
も
っ
て
政
党
を
助
成
す
る
こ
と
と
な
っ

た
今
日
、
政
治
団
体
で
は
な
く
て
営
利
法
人
で
あ
る
会
社
ま
で
が
そ
の
よ
う
な
協
力
を
期
待
さ
れ
る
度
合
い
は
、
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

情
勢
下
で
は
、
会
社
に
よ
る
政
治
資
金
の
寄
付
は
、
会
社
法
の
論
理
と
し
て
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
を
明
確
に
打
ち
立
て
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
」

(
傍
点
筆
者
)
と
指
摘
さ
れ
る
が
(
浜
田
道
代
「
会
社
の
目
的
と
権
利
能
力
お
よ
び
代
表
権
の
範
囲
・
再
考
情
」
曹
時
五

O
巻
一
一
号
六
頁
以
下
〔
一
九

九
八
〕
)
、
内
田
教
授
が
「
政
治
献
金
も
企
業
の
活
動
に
間
接
的
に
ぜ
よ
役
立
つ
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
当
然
に
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
、
と
論
ず
る
べ
き

だ
っ
た
。
」
(
内
田
・
前
掲
注
(
侃
)
二
二
二
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
と
対
比
す
る
と
き
、
そ
の
認
識
は
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。

岡
原
昌
男
一
冗
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
「
で
き
れ
ば
そ
う
い
う
方
向
〔
企
業
・
団
体
献
金
の
全
面
禁
止
:
:
:
筆
者
注
〕
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

あ
の
判
決
〔
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
:
・
筆
者
注
〕
を
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
と
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
だ
け
企
業
献
金
が
そ
の
当
時
、
あ
れ
は
昭
和
三
十
五
年
の
事
件
で
ご
ざ
い
ま
す
、
行
き
渡
っ
て
お
っ
た
の
で
は
、
最
高
裁
が
あ
れ
を
や
れ
る
わ
け
が

な
い
で
す
、
違
憲
で
あ
る
と
か
違
反
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
。
全
部
の
候
補
者
が
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
は
実
際
上
と
し
て
や
れ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
れ
は
助
け
た
判
決
、
俗
に
我
々
助
け
た
判
決
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
国
会
で
参
考
人
と
し
て
発
言
さ
れ
て
い
る
が

(
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
(
万
)
一
四
頁
)
、
こ
れ
は
い
み
じ
く
も
会
社
の
政
治
献
金
を
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
最

高
裁
判
決
は
、
「
法
律
家
の
論
理
」
で
な
く
政
治
的
な
配
慮
か
ら
「
助
け
た
判
決
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
白
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

(
幻
)
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
四
月
五
日
判
時
三
三

O
号
二
九
頁

(
お
)
岡
原
昌
男
元
最
高
裁
判
所
長
官
発
言
・
前
掲
注
(
万
)
一
二
頁
以
下
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付
　
記

　
本
稿
は
、
山
梨
学
院
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
一
九
九
七
年
度
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

　
な
お
、
法
学
論
集
42
号
の
「
政
治
献
金
と
法
人
の
目
的
の
範
囲
i
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
を
素
材
と
し
て
ー
（
一
）
」

に
お
い
て
、
二
五
三
頁
六
行
目
以
降
を
「
企
業
や
労
働
組
合
が
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い

て
、
連
邦
政
府
と
契
約
関
係
の
な
い
企
業
、
労
働
組
合
の
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
の
も
の
は
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
」
と
表
記
い
た
し
ま
し
た
が
、
「
企
業
や
労
働
組
合
が
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い
て
、

連
邦
政
府
と
契
約
関
係
が
あ
る
企
業
や
労
働
組
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
団
体
の
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
の
政
治
献
金
で
あ

れ
ば
、
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
」
と
表
記
を
訂
正
し
、
ま
た
、
注
（
2
3
）
を
、
≦
鍵
鍔
び
興
9
ω
冨
舐
ω
診
9
9

一
〇
参
竃
ω
鼠
e
一
8
と
表
記
い
た
し
ま
し
た
が
、
≦
畦
富
ぴ
自
9
8
暮
㊦
ω
ぎ
8
口
O
参
零
ω
鼠
P
一
8
G
仁
器
銘
ご
ホ
）
と
表
記
を
補

充
し
、
注
（
3
3
）
を
、
ゆ
琴
箆
亀
ダ
く
号
P
8
ψ
9
曾
N
（
ご
蕊
）
と
表
記
い
た
し
ま
し
た
が
、
¢
艮
a
ω
§
8
閃
8
0
誘
の
表
記
が

落
ち
て
い
ま
し
た
の
で
、
野
。
匹
昌
ダ
く
幕
o
』
園
　
d
φ
ど
霧
ψ
O
け
①
旨
（
ご
蕊
）
と
表
記
を
補
充
訂
正
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
一
九
七
一
年
に
修
正
さ
れ
た
修
正
前
の
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
〇
条
の
規
定
は
、
「
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議

会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公
職
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ

れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ

う
と
、
い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連

邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、
又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ

か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
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本
稿
は
、
山
梨
学
院
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
一
九
九
七
年
度
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

な
お
、
法
学
論
集
必
号
の
「
政
治
献
金
と
法
人
の
目
的
の
範
囲

ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
を
素
材
と
し
て
!
(
一
)
」

に
お
い
て
、
二
五
三
頁
六
行
目
以
降
を
「
企
業
や
労
働
組
合
が
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い

て
、
連
邦
政
府
と
契
約
関
係
の
な
い
企
業
、
労
働
組
合
の
設
立
す
る

P
A
C
か
ら
の
も
の
は
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
」
と
表
記
い
た
し
ま
し
た
が
、
「
企
業
や
労
働
組
合
が
設
立
す
る

P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い
て
、

法学論集

連
邦
政
府
と
契
約
関
係
が
あ
る
企
業
や
労
働
組
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
団
体
の
設
立
す
る

P
A
C
か
ら
の
政
治
献
金
で
あ

れ
、
ば
、
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
」
と
表
記
を
訂
正
し
、
ま
た
、
注
(
お
)
を
、
巧
時
釘
一
ぎ
門
口
町
名
ロ
宮
ω
k
r
a
え
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E
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ま
し
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、
当
時

Z
V
R
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8
5
2
K
F
2
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ご
む
お
w

勾∞宮一件・

H
a
G
5
0
N
F
Sお
)
と
表
記
を
補

充
し
、
注
(
お
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を
、
回
口
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区
内
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・
〈
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8
∞
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忍
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た
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ま
し
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ω
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ω
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表
記
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落
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ま
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R
E
a〈・〈包
g込
ピ
ロ
・
∞

-rgω
・
0
・
2
N
(忌
誌
)
と
表
記
を
補
充
訂
正
し
ま
す
。
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O
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、
「
連
邦
免
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銀
行
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は
連
邦
議

さ
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法
律
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政
治
的
公
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選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公
職
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ

れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ

う
と
、

い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連

邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、
又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ

か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
文
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
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、
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又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、
違
法

で
あ
る
。

　
本
条
に
違
反
し
て
寄
付
又
は
支
出
を
す
る
会
社
や
労
働
団
体
は
す
べ
て
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
本
条
に
違
反
し
て
、
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
に
同
意
し
た
会
社
の
役
員
又
は
取
締
役
あ
る
い
は
労
働
団
体

の
役
員
は
す
べ
て
、
あ
る
い
は
、
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
者
は
、
事
情
次
第
で
は
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年

以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
違
反
が
故
意
で
あ

る
な
ら
ば
、
一
〇
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
二
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
『
労
働
団
体
』
と
は
、
被
雇
用
者
が
参
加
し
、
か
つ
、
苦
情
、
労
働
争
議
、
賃
金
、
賃
金
率
、
就
業
時
間

又
は
労
働
条
件
な
ど
に
関
し
雇
用
主
と
交
渉
す
る
こ
と
を
目
的
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
存
在
す
る
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
組
織
、
機

関
も
し
く
は
被
雇
用
者
代
表
委
員
会
、
又
は
計
画
を
い
う
も
の
と
す
る
。
」
（
一
〇
。
d
●
ψ
ρ
　
曾
O
ロ
窯
O
〕
〉
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

補
充
い
た
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
一
九
七
六
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
で
、
連
邦
免
許
銀
行
・
会
社
・
労
働
団
体
の
政
治
目
的
の
寄
付
又
は
支
出
の
禁
止
違
反

を
犯
す
者
に
対
し
、
三
二
九
条
に
よ
り
、
罰
則
が
、
情
を
知
り
つ
つ
故
意
に
な
し
た
場
合
に
、
二
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
又
は
当
該
違
反
に

包
含
さ
れ
る
寄
付
又
は
支
出
の
額
の
三
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
額
以
下
の
罰
金
、
も
し
く
は
一
年
以
下
の

禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
も
補
充
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
本
稿
執
筆
に
当
た
り
、
山
梨
学
院
大
学
総
合
図
書
館
の
事
務
長
斉
木
高
明
氏
を
は
じ
め
職
員
の
方
々
に
は
資
料
収
集
で
御
世

一75一

又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
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は
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他
の
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が
本
条
に
よ
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禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、
違
法

で
あ
る
。

本
条
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反
し
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寄
付
又
は
支
出
を
す
る
会
社
や
労
働
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べ
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五

0
0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
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れ
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べ
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で
あ
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ま
た
、
本
条
に
違
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し
て
、
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
に
同
意
し
た
会
社
の
役
員
又
は
取
締
役
あ
る
い
は
労
働
団
体

の
役
員
は
す
べ
て
、
あ
る
い
は
、
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
者
は
、
事
情
次
第
で
は
一

0
0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年

以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
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る
べ
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で
あ
る
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そ
し
て
、
そ
の
違
反
が
故
意
で
あ

る
な
ら
ば
、
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0
0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
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年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
『
労
働
団
体
』
と
は
、
被
雇
用
者
が
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加
し
、
か
つ
、
苦
情
、
労
働
争
議
、
賃
金
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賃
金
率
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業
時
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又
は
労
働
条
件
な
ど
に
関
し
雇
用
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と
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渉
す
る
こ
と
を
目
的
の
全
部
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は
一
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と
し
て
存
在
す
る
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
組
織
、
機
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関
も
し
く
は
被
雇
用
者
代
表
委
員
会
、
又
は
計
画
を
い
う
も
の
と
す
る
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お

c・
m-n・

2
0

〔
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さ
れ
て
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た
こ
と
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補
充
い
た
し
ま
す
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そ
し
て
、

一
九
七
六
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
で
、
連
邦
免
許
銀
行
・
会
社
・
労
働
団
体
の
政
治
目
的
の
寄
付
又
は
支
出
の
禁
止
違
反

を
犯
す
者
に
対
し
、
三
二
九
条
に
よ
り
、
罰
則
が
、
情
を
知
り
つ
つ
故
意
に
な
し
た
場
合
に
、
二
万
五

0
0
0
ド
ル
又
は
当
該
違
反
に

包
含
さ
れ
る
寄
付
又
は
支
出
の
額
の
三

0
0
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
額
以
下
の
罰
金
、
も
し
く
は
一
年
以
下
の

禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
も
補
充
い
た
し
ま
す
。
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、
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稿
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に
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た
り
、
山
梨
学
院
大
学
総
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図
書
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事
務
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斉
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高
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世
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話
に
な
っ
た
が
、
と
り
わ
け
他
の
図
書
館
か
ら
の
相
互
貸
借
、
文
献
複
写
依
頼
担
当
の
細
内
良
香
氏
、

話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

秋
山
初
美
氏
に
は
、
大
変
御
世
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